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大 学 の 名 称

研究科の設置

兵庫医科大学大学院（Hyogo Medical University Graduate School）

計 画 の 区 分

【基礎となる学部
等】
看護学部　看護学
科

14条特例の実施

※兵庫医療大学大
学院の在学生を転
学させる

修業
年限

16

開設時期及
び開設年次

学位又
は称号

兵庫県神戸市中央区
港島1丁目3番6

　　年　月
第　年次

修士
（看護学）

所　在　地
収容
定員

看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実践領域の2領域
を設け、それぞれの看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用について体
系的に学修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門的知識と技術に
立脚し、先駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に解
明する教育・研究能力を育成する。

大 学 の 目 的

本学大学院は、建学の精神にもとづき、医学・医療の諸理論とその応用について学
修・研鑽し、崇高な人間愛を有し、創造性豊かな自立した医学研究者、並びに高度
な専門知識・技術を有する医療人を育成する。そのために必要な高度の研究実践能
力とその基盤となる豊かな学識を培い、さらに研究活動によって得た成果を社会に
還元することで医学・医療の発展に寄与する。

基 本 計 画

フ リ ガ ナ

学校法人　兵庫医科大学

人年次
人

看護学研究科
[Graduate School of
             Nursing]

令和4年4月
第1・2年次

兵庫医科大学
　薬学部
　　医療薬学科　　　　（　150）（令和3年3月認可申請）※第1・2・3・4・5・6年次開設
　看護学部
　　看護学科　　　　　（  100）（令和3年3月認可申請）※第1・2・3・4年次開設
　リハビリテーション学部
　　理学療法学科　　　（   40）（令和3年3月認可申請）※第1・2・3・4年次開設
　　作業療法学科　　　（   40）（令和3年3月認可申請）※第1・2・3・4年次開設

兵庫医科大学大学院
　薬学研究科　博士課程
　　医療薬学専攻　　　（    3）（令和3年3月認可申請）※第1・2・3・4年次開設
　医療科学研究科　修士課程
　　医療科学専攻　　　（  　8) （令和3年3月認可申請）※第1・2年次開設

兵庫医療大学（廃止）
　薬学部
　　医療薬学科　　　　（△150）
　看護学部
　　看護学科　　　　　（△100）
　リハビリテーション学部
　　理学療法学科　　　（△ 40）
　　作業療法学科　　　（△ 40）
※令和4年4月学生募集停止（全学生転学により令和4年4月大学廃止の認可申請）

兵庫医療大学大学院（廃止）
　薬学研究科　博士課程
　　医療薬学専攻　　　（△  3）
　看護学研究科　修士課程
　　看護学専攻　　　　（△  8）
　医療科学研究科　修士課程
　　医療科学専攻　　　（△  8）
※令和4年4月学生募集停止（全学生転学により令和4年4月大学院廃止の認可申請）

16計

-

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

8 -

[Master of
Nursing]

     　　 Nursing]

新
設
学
部
等
の
概
要

2 8

年 人

新 設 学 部 等 の 名 称

 看護学専攻
[Course of

入学
定員

編入学
定　員

※同一法人２大学
（兵庫医科大学、
兵庫医療大学）の
統合を目的とした
学部等設置認可申
請

※同一法人２大学
（兵庫医科大学、
兵庫医療大学）の
統合を目的とし
て、兵庫医科大学
へ薬学部／薬学研
究科、看護学部／
看護学研究科、リ
ハビリテーション
学部／医療科学研
究科を設置する。

※兵庫医療大学の
組織並びに校地並
びに施設及び設備
の同一性を保持す
る他、教育課程、
教員、学生支援体
制等を承継する。

※設置後、兵庫医
療大学／大学院の
廃止認可申請を行
う。
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※令和3年3月

　設置認可申請

※令和3年3月

　設置認可申請

※「新設分」は兵
庫医療大学の教員
を承継する。

事 務 職 員

人 人 人

※大学全体：西宮
キャンパス（兵庫
医科大学）と、神
戸キャンパス（兵
庫医療大学）の合
計。以下同じ。
※病院職員はその
他の職員に含む

139,207.64　㎡

実験実習室

共　　用

80,410.43　㎡

0室

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地

運 動 場 用 地

50室

0　㎡

0　㎡

0　㎡119,636.09　㎡

139,207.64  ㎡

0　㎡

合 計

80,410.43　㎡

専　　用

98室

講義室

34,842.30　㎡

（　92,050.25　㎡）

36室

演習室

区　　　分

小 計

そ の 他 19,571.55　㎡

教室等

84,793.79　㎡

共用する他の
学校等の専用

0　㎡

0　㎡

そ の 他 の 職 員

技 術 職 員

教

員

組

織

の

概

要

図 書 館 専 門 職 員

（1,548）

372

9980

（372）

（19） （1）

（0）

1

（6）

0

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

（122）（35）

（189）

計

0　㎡

20

共　　用

（2,438）

34,842.30　㎡

6

（6）

0　㎡

1,945

（1,945） （493）

0　㎡

189

6

19

1,548

0　㎡0　㎡

1,737

493 2,438

（20）

（1,737）

84,793.79　㎡

計

既

設

分

医学研究科　医科学専攻（博士課程）

（80）

専　　任 兼　　任

（23） （99） （163）

30

（365）

120

（116） （178）

専　　用

助手講師教授

専任教員等

卒業要件単位数

看護学基礎研究領域
　　　　　　32単位
看護学課題研究・高度実
践領域　　　42単位

実験・実習

60科目

演習

看護学研究科
看護学専攻

（72）

薬学研究科　医療薬学専攻（博士課程）

開設する授業科目の総数

（319）

0 1319141

（0）（141）

計助教

（38）（5）

1人 8人

0 16 0

（10）

兼 任
教 員 等

准教授

（8）

0人19人

（15）

38人10人

0 7210 5 31

（0）

教育
課程

9科目 115科目

計

46科目

新設学部等の名称
講義

学　部　等　の　名　称

新

設

分

看護学研究科　看護学専攻（修士課程）

（　92,050.25　㎡）

校　　　舎

情報処理学習施設

（補助職員　3人）

4室

（補助職員　0人）

語学学習施設

計

職　　　種

（　　　　0　㎡）

共用する他の
学校等の専用

（　　　　0　㎡）

0　㎡

計

合　　　　計

（9） （2） （5）

23

医学研究科　先端医学専攻（博士課程）
11 1

医療科学研究科　医療科学専攻（修士課程）

（22）

87

（87）（69）

69 22

計
23

（36） （12） （23）

40 7

9

0

85 0

（303）

365 0 ―

（0）

12 22 46 0

（86）

675303

178 ―122

（675）

163

2

（15）

15

0

5

（0）

450

計

（451） （0）

（―）

（―）

※大学全体
【うち、神戸キャ
ンパス分】
・校舎敷地
40,772.70㎡
・運動場用地
3,765.30㎡
・その他
4,600㎡

※大学全体
【うち、神戸キャ
ンパス分】
・校舎
35,075.83㎡

※大学全体
【うち、神戸キャ
ンパス分】
・講義室
20室
・演習室
29室
・実験実習室
36室
・情報処理学習施
設
2室
・語学学習施設
0室

（―）

119,636.09　㎡

19,571.55　㎡

26

（16） （0）

（11） （1） （12） （22） （46） （0） （0）

（1）

―

（0）

（26）

0人

12

（12） （5） （10） （5） （32） （0）

（0）

4
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※図書購入費には
電子ジャーナル・
データベースの整
備費（運用コスト
含む）を含む。
※経費の見積り金
額については看護
学部と看護学研究
科の合計
【神戸キャンパス
全体での共用分
（設備購入費）】
33,968千円

第５年次第３年次

450千円 450千円

面積

3,792.24㎡

閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

（神戸キャンパス）
テニスコート2面

第３年次 第４年次

566席

開設前年度

点

電子ジャーナル

16,606千円 16,606千円 16,606千円 ― ― ―

0 259千円 259千円

看護学研究科　看護学専攻

159

(52〔52〕) (159)

4311,730〔1,130〕 52〔52〕

新設学部等の名称

〔うち外国書〕〔うち外国書〕

501260〔120〕

36

(260〔120〕) (43)

(260〔120〕)(11,526〔1,127〕) (52〔52〕)

11,730〔1,130〕

室　　　数

学生納付金以外の維持方法の概要

学生１人当り
納付金

501

図
書
・
設
備

体育館以外のスポーツ施設の概要

第２年次

体育館

― ― ―

点

室

※看護学部・看護
学研究科で共通

【大学全体での共
用分】
・図書
9,965冊
・学術雑誌
7,200種
・うち電子ジャー
ナル
7,148種
・視聴覚
495点
・機械・器具
3,071点
・標本
37点

図書

（495）

（495） (159)

学術雑誌

(11,526〔1,127〕)

冊 種

設 備 購 入 費

52〔52〕

図書館

計

図 書 購 入 費

新設学部等の名称

〔うち外国書〕

看護学研究科
看護学専攻

点

43

機械・器具視聴覚資料

面積

8,041.47　㎡

―
経費
の見
積り

― ― ―

― ― ― ―

700千円 700千円

―

―

第１年次

教員１人当り研究費等

共 同 研 究 費 等

区　分 第５年次 第６年次

600千円

第１年次 第６年次

500千円

第２年次

―

第４年次

―

128,611冊

(43)

260〔120〕

（西宮キャンパス）
野球場1面
テニスコート３面

標本

159

専 任 教 員 研 究 室

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

寄附金収入・補助金収入・手数料収入等を充当

――

※看護学部・看護
学研究科で共通

※大学全体
【うち、神戸キャ
ンパス分】
・面積
2,795.24㎡
・閲覧座席数
408席
・収容可能冊数
88,333冊

※大学全体
【うち、神戸キャ
ンパス分】
・体育館
2,351㎡
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―

医学研究科

学 部 等 の 名 称

　医学科

人

開設
年度

所　在　地学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

開設
年度

定　員
超過率

112

年

年次
人

1.00

年 人 倍人

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

　先端医学専攻 4 20 ―

名称：兵庫医科大学病院
目的：教育、診療
所在地：西宮市武庫川町1番1号
設置年月：昭和47年4月
規模等：土地20,107.37㎡　建物90,034.35㎡

名称：兵庫医科大学ささやま医療センター
目的：教育、診療
所在地：丹波篠山市黒岡5番地
設置年月：平成9年10月（平成22年6月「兵庫医科大学ささやま医療センター」と改
称）
規模等：土地17,391.97㎡　建物11,953.02㎡

名称：兵庫医科大学図書館
目的：教育
所在地：西宮市武庫川町1番1号（西宮キャンパス）、神戸市中央区港島1丁目3番6（神
戸キャンパス）
設置年月：昭和47年4月（西宮キャンパス）、平成19年4月（神戸キャンパス）
規模等：997㎡（西宮キャンパス）、2,795.24㎡（神戸キャンパス）

名称：薬用植物園
目的：大学設置基準に定める薬学部教育のための附属施設として設置
所在地：神戸市中央区港島1丁目3番6
設置年月：平成19年4月
規模等：面積556㎡、園内附帯施設　温室47㎡

附属施設の概要

S53
兵庫県西宮市武庫
川町1番1号

収容
定員

修業
年限

編入学
定　員

6
兵庫県西宮市武庫
川町1番1号

倍

学士（医学）

令和2年度、3年
度入学定員増
（4人）

　医科学専攻 4 40 ― 160 博士（医学） 1.17

大 学 の 名 称 兵庫医科大学大学院

所　在　地

兵庫医科大学大 学 の 名 称

学位又
は称号

S47672

医学部
人年次

人
既
設
大
学
等
の
状
況

80 博士（医学） 0.06
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- 教育課程等の概要 ― 1 -
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- 基礎となる学部等の教育課程等の概要 ― 1 -
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兵庫医科大学大学院学則（案） 

 

 

第１章    総    則 

 

（設置） 

第１条 本学に、兵庫医科大学大学院（以下「本学大学院」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 本学大学院は、建学の精神にもとづき、医学・医療の諸理論とその応用について学

修・研鑽し、崇高な人間愛を有し、創造性豊かな自立した医学研究者、並びに高度な専門

知識・技術を有する医療人を育成する。そのために必要な高度の研究実践能力とその基盤

となる豊かな学識を培い、さらに研究活動によって得た成果を社会に還元することで医

学・医療の発展に寄与する。 

 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 医学研究科は、医科学専攻と先端医学専攻を設け、医学に関する高度な専門知識・技術

を修得し、高い医学・研究倫理を培い、独創性豊かな研究を立案・遂行できる高度な研究

能力を育成する。研究活動によって得た成果を社会に還元し、また、研究成果を世界に発

信し、医学・医療の進歩に貢献できる人材を育成する。 

２ 薬学研究科は、医療薬学専攻を設け、薬学研究を志す者に、薬学に関する高度な専門知

識と研究手法を修得させ、高い課題発見能力と研究倫理を培い、独創性豊かな研究を立

案・遂行できる力を育成する。研究成果を世界に発信し、地域社会に還元し、薬学の進歩

に貢献できる薬剤師、薬学研究者を育成する。 

３ 看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実践領域の２領域を設

け、それぞれの看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用について体系的に学

修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門的知識と技術に立脚し、先駆的・

創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に解明する教育・研究能力を

育成する。 

４ 医療科学研究科は、リハビリテーション科学領域として、病態運動学分野及び人間活動

科学分野の２分野を設け、それぞれの分野において必要となる理論並びに技術を教授す

ることで、社会に有益な人材を輩出しようとするものである。各分野内には研究を主とす

るコースと、高度実践専門職者の育成を目指すコースをおき、教育研究活動を推進する人

材及びより高度な臨床実践能力をもつ人材を育成する。 

 

（内部質保証） 

第４条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び社会的使

命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い公表する。 
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② 内部質保証に関し必要な事項及び実施体制等は、別に定める。 

 

（研究科） 

第５条 本学大学院に次の研究科を置く。 

１ 医学研究科 

２ 薬学研究科 

３ 看護学研究科 

４ 医療科学研究科 

 

（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定員は、次のとおりとす

る。 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 ８名 １６名 

医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 ８名 １６名 

 

（課程の目的） 

第７条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は

高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

② 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の

高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識

を養うことを目的とする。 

 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程の標準修業年限は２年とし、在学年限は４年を超えてはならない。 

② 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えてはならない。 

③ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出た時は、医学研究

科を除き、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。（以

下「長期履修」という。） 

④ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。 

                

第２章    組 織 運 営 

 

（教員組織） 

第９条 研究科における授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）

は、研究科ごとに大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）に定める資格を有する
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教員（以下「大学院担当教員」という。）が担当するものとする。 

② 大学院担当教員は、学部、研究所等の教員が兼ねることができる。 

③ 医学研究科の各専攻に、研究の指導、学位論文の作成等の指導にあたり、学位申請にお

ける責任を担う者を置き、第１項に定める「大学院担当教員」のうち医学研究科の教授（以

下「指導教授」という。）がこれに充たる。ただし、第１項に定める医学研究科の教員の

うち教授以外の者から、学長が指名する者をもって指導教授の任を委嘱することができ

る。 

 

（研究科長） 

第１０条 各研究科に研究科長を置き、基礎となる学部の学部長をもって充てる。 

② 研究科長は、各研究科の学事を統括する。 

 

（研究科教授会） 

第１１条 各研究科に研究科教授会を置く。 

② 研究科教授会組織は以下のとおりとする。 

１ 医学研究科の研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科の研究科教授会は、研究科長並びに研究

指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師をもって構成する。 

３ いずれの研究科教授会も、研究科長が必要と認めた場合は、構成員以外の教職員を出席

させることができる。 

③ 研究科教授会は、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり意見を述べる

ものとする。 

１ 学生の入学、進級及び課程の修了に関する事項 

２ 学位の授与に関する事項 

３ 学生の身分に関する事項 

４ 教育課程に関する事項 

５ 教員の人事に関する事項 

６ 研究に関する事項 

７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

８ 学位論文に関する事項 

９ 研究科の運営に関する重要な事項 

１０その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定める事項 

④ 前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下「学長等」という。）がつかさど

る教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ、意見を述べることができ

る。 

⑤ 研究科教授会に関する規程は、別に定める。 

 

第３章    教 育 方 法 等 

 

（教育方法） 
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第１２条 本学大学院の教育は、研究科が定めるところによる所定の科目の授業並びに研

究指導等によって行う。 

② 前項の教育は、多様なメディアを高度に利用し、当該教育を行う教室等以外の場所で履

修させることができる。 

③ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

 

（授業科目及び単位数等） 

第１３条 研究科の専攻別授業科目及び単位数は、別表１のとおりとする。 

 

（履修科目の選定及び届出） 

第１４条 履修する授業科目の選定は、医学研究科は指導教授、その他の研究科は研究指導

教員の承認を受けた後、学長に届出るものとする。 

 

（他の専攻分野の授業科目等の履修） 

第１５条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他の専攻分野の授業科目等を履修させ、これを所定の単位に

充当することができる。 

 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学院等の授業科目を履修させ、１５単位を超えな

い範囲でこれを所定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において研究指導を受けること

を認めることができる。ただし、修士課程の学生にあっては、研究指導を受けさせる期間

は、１年を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１７条 薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科において、教育上有益と認めるとき

は、学生が本学大学院に入学する前の大学院における既修得単位（科目等履修生等として

修得した単位を含む。）について、本学大学院において修得した単位として認めることが

できる。 

② 前項により、本学大学院において修得した単位として認めることができる単位数は、他

大学の大学院等における履修認定単位数とあわせて１５単位を超えないものとする。 

 

第４章    試験、課程の修了要件及び学位 

 

（試験） 

第１８条 専攻分野の正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対し、所定の期間内に

試験（以下「科目試験」という。）を行う。ただし、平常の成績及びレポート等により、
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科目試験に代えることができる。 

② 科目試験の実施方法は、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。 

 

（追試験） 

第１９条 学長は、疾病その他のやむを得ない事由によって、科目試験を受けられなかった

者に対しては、追試験を行うことができる。 

 

（成績の評価） 

第２０条 科目試験の成績評価は、別に定める。 

 

（単位の認定） 

第２１条 前条の規定により科目試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

 

（修了要件） 

第２２条 修士課程の修了の要件は、本学大学院に２年（２年以外の標準修業年限を定める

研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、各研

究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該修士課

程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査

及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者に

ついては、本学大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

② 博士課程の修了の要件は、本学大学院に４年以上在学し、研究科において定める所定単

位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該大学院の行う博士論文の審査及び

最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた

者については、本学大学院に３年以上在学すれば足りるものとする。 

 

（学位論文及び最終試験） 

第２３条 学位論文及び最終試験に関する事項は、別に定める。 

 

（学位論文の審査等） 

第２４条 学位論文及び最終試験は、研究科教授会の意見を聴き、学長が合否を決定する。 

 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、次の学位を授与する 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 修士（看護学） 

医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 修士（医療科学）
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② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しない者で、学位規程に定

めるところにより、学位論文を提出し、その審査及び試験に合格した者には、博士（医学）

の学位を授与する。 

③ その他学位に関する必要な事項は、兵庫医科大学大学院学位規程（以下「学位規程」と

いう。）に定める。 

 

第５章    学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第２６条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

（学期） 

第２７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

 前 期  ４月１日から９月３０日まで 

 後 期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第２８条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

 １ 日   曜   日  

 ２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 ３ 春 季 休 業 日   

 ４ 夏 季 休 業 日   

 ５ 冬 季 休 業 日    

② 前項第３号から５号については、別に定める。 

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。 

④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

第６章    入学、休学、退学等 

 

（入学の時期） 

第２９条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程及び薬学研究科博士課程に入学することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業し

た者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、 
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薬学又は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号に定める者と同等以上

の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

② 看護学研究科修士課程及び医療科学研究科修士課程に入学することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、看護学研究科修士課程においては、看護

師免許を取得している者とする。 

１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、２２歳に達したもの 

 

（入学者の選考） 

第３１条 入学者は、研究科教授会で選考の上、学長が合格者を決定する。 

② 選考方法は、各研究科の定めるところによる。 

 

（入学手続き） 

第３２条 前条の選考に合格した者は、指定する期日までに、入学金、授業料等を納入する

とともに、本学大学院所定の書類を添えて入学の手続きを完了しなければならない。 

 

（入学許可） 

第３３条 学長は、前条の手続きを完了した者につき、入学を許可する。 

② 入学を許可された者が、指定の期日までに前条の手続きをしないときは、入学許可を取

消す。 

 

（休学及び復学） 

第３４条 疾病その他のやむを得ない事由により、３ヶ月を超えて出席することができな

いときは、事由を具して保証人連署の上学長に願い出て、その許可を得、休学することが

できる。ただし、疾病の場合は、診断書を添付しなければならない。 

② 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる場合には、学長は休学を

させることができる。 

③ 休学期間は、医学研究科はその年度末までの１年以内とする。ただし、特別の理由があ

る場合は、さらに１年度以内に限り休学を認めることができるが、通算して２年を超える

ことはできない。その他の研究科は、連続して２年又は通算して修業年限を超えることは

できない。ただし、特別の理由がある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認めること

ができる。 

④ 休学期間は、これを在学期間に算入しない。 

- 大学院学則 ― 7 -



⑤ 休学している者又は休学期間を終了した者が、復学しようとするときは、その事由が消

滅したことを証する書類を付した復学願を学長に提出し、その許可を受けなければなら

ない。ただし、疾病などによる休学の場合は、休学事由が消滅したと認めた医師の診断書

を添付しなければならない。この場合、本学は、本学が承認した医療機関又は医師の診断

書を提出させることがある。 

 

（退学） 

第３５条 疾病その他のやむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実を証す

る書類を添え、保証人連署で学長に退学願を提出して、許可を受けなければならない。 

 

（転入学、再入学） 

第３６条 他大学の大学院から転入学を志願するときは、選考の上許可することがある。 

② 学長は、前条の規定により退学した者で、再入学を願い出た者については、欠員のある

場合又は、教育に妨げのない場合に限り、選考により相当の学年に入学を許可することが

ある。 

③ 既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いは、研究科教授会の意見を聴き、学

長が定める。 

④ 修業すべき年数の取扱いは、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。 

 

（外国留学） 

第３７条 外国の大学院に留学を志望する学生は、書面をもって学長に願い出て、その許可

を受けなければならない。 

② 前項の許可を得て留学した期間は、第２２条に定める課程修了の要件としての在学期

間に加えることができる。 

③ 外国留学において、修得した単位の取扱いは、第１６条第１項の規定を準用する。 

 

（専攻の変更） 

第３８条 学長は、専攻の変更を志願するときは、選考の上許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、学長が行う。 

 

（除籍） 

第３９条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の意見を聴き、学長

が除籍する。 

 １ 死亡、又は長期にわたり行方不明の者 

 ２ 第８条の在学年限を超えた者 

 ３ 第３４条第３項の休学期間を超えた者 

 ４ 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

 ５ 疾病、その他の事由により成業の見込みがないと認められる者 

 ６ 他の大学院、大学、短期大学、又は高等専門学校に在籍していることが明らかになっ

た者 
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② 除籍の手続きについては、別に定める。 

 

第７章    学生行動規範 

 

第４０条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

 

第８章    賞   罰 

 

（表彰） 

第４１条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、表彰する。 

② 表彰は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。 

 

（懲戒） 

第４２条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、懲戒に関

する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を軽減し、あるい

は懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。 

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。 

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

３ 学生の本分に背く行為 

４ 本学の名誉を汚す行為 

 ５ 本学の学則及び規程に違反する行為 

 ６ 研究倫理に反する行為 

 ７ 本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。 

⑤ 懲戒に関する規程は、別に定める。 

 

第９章    学 費 等 

 

（入学検定料及び授業料等） 

第４３条 入学検定料及び授業料等については、別表２に示すとおりとする。 

② 授業料等は、次の期間に納付しなければならない。 

 １ 医学研究科  

   一年分 ４月１日から４月１５日まで 

 ２ 薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科 

前期分 ４月１日から４月１５日まで 

後期分 １０月１日から１０月１５日まで 

 

（休学、復学、退学及び除籍の場合の授業料等） 
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第４４条 休学期間中の学費は免除する。ただし、休学又は復学した日の属する期分の学費

は、返還しない。退学又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた場合も同様とす

る。 

 

第１０章    大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生等 

 

（大学院聴講生） 

第４５条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の聴講を希望する者については、医

学研究科を除き、本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、聴講生として入学を許可

することがある。 

 

（大学院研究生） 

第４６条 本学大学院において特定の事項について研究を希望する者については、医学研

究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、研究生として入学を

許可することがある。 

 

（大学院科目等履修生） 

第４７条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の履修を希望する者については、本

学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、科目等履修生として入学を許可することがあ

る。 

 

（大学院受託生） 

第４８条 本学以外の機関等から、その所属職員について、研究の指導又は研修の委託の願

い出があるときは、医学研究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のう

えで、受託生として入学を許可することがある。 

 

（特別研究学生） 

第４９条 他大学の大学院学生で、本学において研究指導を受けようとする者があるとき

は、当該大学との協議に基づき、特別研究学生として受け入れることがある。 

 

（その他） 

第５０条 大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院受託生及び特別研究

学生に関する規程は、別に定める。 

 

第１１章    外国人特別学生 

 

（外国人特別学生） 

第５１条 外国人で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、外国人特別学生として

選考の上入学を許可することがある。 

② 外国人特別学生には、この学則を準用する。 
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第１２章    学則の改廃 

 

（改廃） 

第５２条 大学院学則の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の意見を聴

き、理事会が行う。 

 

附 則 

 この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。 

  

附 則 

この改正は、昭和５７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この改正は、昭和５９年１１月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、昭和６２年５月２５日から施行し、昭和６２年４月１日から適用す

る。 

 

   附 則 

 この改正は、平成元年１１月２０日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２年４月１日から施行し、平成２年２月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成３年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成３年１２月２４日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成９年１０月１日から施行する。 
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   附 則 

 この改正は、平成１０年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１２年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１４年１１月２６日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１５年５月２７日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１６年１２月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成１７年５月２７日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成１７年１１月２８日から施行する。 
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   附 則 

この改正は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、平成１８年４月１日に

おいて現に兵庫医科大学の大学院生である者（第１学年次に在籍する者は除く）

及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻について

は、この学則改正後の規程にかかわらず、なお、従前の規程による。 

 

   附 則 

この改正は、平成１８年１１月２７日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、平成１７年度以前に入

学した者及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻

については、この学則改正後の規程にかかわらず、第４０条を除き、従前の規程

による。 

 

   附 則 

この改正は、平成１９年１０月２２日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２０年７月２８日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２３年９月２７日から施行する。ただし、入学資格の改正については、

平成２３年７月１日から適用する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２６年４月１日より施行する。 
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   附 則 

この改正は、平成２７年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２８年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２９年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、平成３１年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、２０２０年４月１日より施行する。 

 

   附 則 

この改正は、２０２０年１１月２６日から施行し、第１４条第３項の規定ならびに別表の

改正については、２０２０年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

①この改正は、２０２２年４月１日から施行する。 

②２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、看護学研究科及び医療科学

研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費は、兵庫医療大学大学

院入学時の金額を適用する。 

 

別表１ 

医学研究科 医科学専攻 博士課程 

・必修科目は全て「講義６単位」「演習６単位」「実験研究（臨床研究）１６単位」「共通コース 

２単位」「特別講義・共通講義４単位」計３４単位 

・授業科目は、講義・演習・実験研究（臨床研究）を含む。 

・研究目的により、選択科目として他の授業科目をできるだけ履修すること。 

修得した単位は、講義４単位、演習４単位、実験研究（臨床研究）４単位をそれぞれ超えない

範囲で、必修科目に充当することができる。 

研究分野 必修科目 選択科目 

授業科目 授業科目 

器官・代

謝制御系 

生化学 生化学 

生物有機化学 生物有機化学 

循環器病学 循環器病学 

消化管疾患学 消化管疾患学 
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肝胆膵内科学 肝胆膵内科学 

糖尿病・内分泌・代謝学 糖尿病・内分泌・代謝学 

血液病学 血液病学 

腎臓病学 腎臓病学 

肝胆膵外科学 肝胆膵外科学 

小児外科学 小児外科学 

上部消化管外科学 上部消化管外科学 

下部消化管外科学 下部消化管外科学 

乳腺内分泌外科学 乳腺内分泌外科学 

心臓血管外科学  心臓血管外科学  

呼吸器外科学 呼吸器外科学 

産科学婦人科学 産科学婦人科学 

泌尿器科学 泌尿器科学 

口腔科学 口腔科学 

総合診療内科学 総合診療内科学 

地域総合医療学 地域総合医療学 

臨床検査医学 臨床検査医学 

地域包括ケア学 地域包括ケア学 

炎症性腸疾患学 炎症性腸疾患学 

高次神経

制御系 

神経生物学 神経生物学 

神経解剖学 神経解剖学 

神経生理学 神経生理学 

生体情報学 生体情報学 

神経薬理学 神経薬理学 

神経内科学 神経内科学 

神経精神医学 神経精神医学 

脳神経外科学 脳神経外科学 

整形外科学 整形外科学 

麻酔科学・疼痛制御科学 麻酔科学・疼痛制御科学 

耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 

眼科学 眼科学 

リハビリテーション科学 リハビリテーション科学 

発生生物学 発生生物学 

生体応答

制御系 

生体機能学 生体機能学 

免疫学 免疫学 

病原寄生虫学 病原寄生虫学 

病原微生物学 病原微生物学 

感染制御学 感染制御学 
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医学研究科 先端医学専攻 博士課程 

分子病理学 分子病理学 

病理診断学 病理診断学 

分子遺伝医学 分子遺伝医学 

臨床免疫学 臨床免疫学 

呼吸器病態学 呼吸器病態学 

小児科学 小児科学 

分子皮膚病態学 分子皮膚病態学 

放射線医学 放射線医学 

救急集中治療医学 救急集中治療医学 

輸血・細胞治療学 輸血・細胞治療学 

胸部腫瘍学 胸部腫瘍学 

放射線腫瘍学 放射線腫瘍学 

医学物理学 医学物理学 

臨床腫瘍薬剤制御学 臨床腫瘍薬剤制御学 

生体再生

制御系 

造血細胞移植学 造血細胞移植学 

心血管再生医学 心血管再生医学 

臓器再生医学 臓器再生医学 

皮膚再生医学 皮膚再生医学 

形成外科学 形成外科学 

造血幹細胞再生医学 造血幹細胞再生医学 

環境病態

制御系 

環境病態医学 環境病態医学 

公衆衛生学 公衆衛生学 

法医学 法医学 

災害医学 災害医学 

医療情報学 医療情報学 

医学教育学 医学教育学 

臨床研究学 臨床研究学 

生物統計学 生物統計学 

医療クオリティマネジメント学 医療クオリティマネジメント学 

分子病態

制御系 

病態モデル作製学 病態モデル作製学 

分子遺伝子治療学 分子遺伝子治療学 

リウマチ学 リウマチ学 

皮膚病態制御学 皮膚病態制御学 

造血幹細胞学 造血幹細胞学 

アレルギー学 アレルギー学 

疼痛情報 疼痛神経科学 疼痛神経科学 
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薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 

 

 

 

 

 

制御系 神経機能制御学 神経機能制御学 

疼痛制御医学 疼痛制御医学 

神経治療学 神経治療学 

分子再生

医学系 

神経再生医学 神経再生医学 

細胞遺伝子治療学 細胞遺伝子治療学 

授業科目名 単位数 

薬学専門 

基礎科目 

先端医薬学特論Ⅰ １ 

先端医薬学特論Ⅱ １ 

先端医薬学特論Ⅲ １ 

先端医薬学特論Ⅳ １ 

薬
学
専
門
演
習
科
目 

医薬品創製科学演習Ⅰ ４ 

医薬品創製科学演習Ⅱ ４ 

免疫病態制御学演習Ⅰ ４ 

免疫病態制御学演習Ⅱ ４ 

神経薬理・薬物治療学演習Ⅰ ４ 

神経薬理・薬物治療学演習Ⅱ ４ 

微生物学演習 I（基盤的微生物学演習） ４ 

微生物学演習Ⅱ（先進的微生物学演習） ４ 

分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅰ ４ 

分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅱ ４ 

医薬品適正治療科学演習Ⅰ 

（分子薬物動態学演習） 

４ 

医薬品適正治療科学演習Ⅱ 

（臨床ゲノム薬理学演習） 

４ 

応用医療薬学演習Ⅰ ４ 

応用医療薬学演習Ⅱ ４ 

呼吸器疾患病態治療学演習Ⅰ ４ 

呼吸器疾患病態治療学演習Ⅱ ４ 

薬学研究指導科目 医療薬学特別研究 １８ 
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看護学研究科 看護学専攻 修士課程 

授業科目名 単位数 

修士課程共通科目  

医療統計学特論 １ 

医療倫理学特論 １ 

先進医療支援特論 １ 

看
護
学
共
通
科
目 

Ａ 

看護教育論 ２ 

看護倫理 ２ 

看護理論 ２ 

看護管理論 ２ 

看護政策論 ２ 

コンサルテーション論 ２ 

看護研究 ２ 

看護研究演習 １ 

システマティックレビュー ２ 

Ｂ 

アドバンスト・フィジカルアセスメント ２ 

臨床薬理学・薬物治療特論 ２ 

疾病・病態特論 ２ 

看
護
学
専
門
科
目 

基
盤
看
護
学
分
野 

基礎看護学特論 ２ 

基礎看護学援助特論 ２ 

基礎看護学演習Ⅰ ２ 

基礎看護学演習Ⅱ ２ 

基礎看護学演習Ⅲ ２ 

基礎看護学特別研究 １０ 

看護教育学特論 ２ 

看護教育学援助特論 ２ 

看護教育学演習Ⅰ ２ 

看護教育学演習Ⅱ ２ 

看護教育学演習Ⅲ ２ 

看護教育学特別研究 １０ 

看護開発科学特論 ２ 

看護開発科学援助特論 ２ 

看護開発科学演習Ⅰ ２ 

看護開発科学演習Ⅱ ２ 

看護開発科学演習Ⅲ ２ 

看護開発科学特別研究 １０ 

療
養
支
援

看
護
学
分

野 

急性病態治療学 ２ 

急性看護学特論 ２ 

急性看護学援助特論Ⅰ ２ 
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急性看護学援助特論Ⅱ ２ 

急性看護学援助特論Ⅲ ２ 

急性看護学演習ⅠＡ ２ 

急性看護学演習ⅡＡ ２ 

急性看護学演習ⅢＡ ２ 

 

急性看護学演習ⅠＢ ２ 

急性看護学演習ⅡＢ ２ 

急性看護学演習ⅢＢ ２ 

急性看護学実習Ⅰ ２ 

急性看護学実習Ⅱ ２ 

急性看護学実習Ⅲ ２ 

急性看護学実習Ⅳ ４ 

急性看護学特別研究 １０ 

急性看護学課題研究 ２ 

がん病態治療学 ２ 

がん看護学特論 ２ 

がん看護学援助特論Ⅰ ２ 

がん看護学援助特論Ⅱ ２ 

がん看護学援助特論Ⅲ ２ 

がん看護学演習ⅠＡ ２ 

がん看護学演習ⅡＡ ２ 

がん看護学演習ⅠＢ ２ 

がん看護学演習ⅡＢ  ２ 

がん看護学演習Ⅲ ２ 

がん看護学実習Ⅰ ２ 

がん看護学実習Ⅱ ２ 

がん看護学実習Ⅲ ２ 

がん看護学実習Ⅳ ２ 

がん看護学実習Ⅴ ２ 

がん看護学特別研究 １０ 

がん看護学課題研究 ２ 

慢性看護学特論 ２ 

慢性看護学援助特論 ２ 

慢性看護学演習Ⅰ ２ 

慢性看護学演習Ⅱ ２ 

慢性看護学演習Ⅲ ２ 

慢性看護学特別研究 １０ 

精神看護学特論 ２ 
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精神看護学援助特論 ２ 

精神看護学演習Ⅰ ２ 

精神看護学演習Ⅱ ２ 

精神看護学演習Ⅲ ２ 

精神看護学特別研究 １０ 

家
族
支
援
看
護
学
分
野 

小児看護学特論 ２ 

小児看護学援助特論 ２ 

小児看護学演習Ⅰ ２ 

小児看護学演習Ⅱ ２ 

小児看護学演習Ⅲ ２ 

小児看護学特別研究 １０ 

母性看護学特論 ２ 

母性看護学援助特論 ２ 

母性看護学演習Ⅰ ２ 

母性看護学演習Ⅱ ２ 

母性看護学演習Ⅲ ２ 

母性看護学特別研究 １０ 

助産学特論 ２ 

助産学援助特論 ２ 

助産学演習Ⅰ ２ 

助産学演習Ⅱ ２ 

助産学演習Ⅲ ２ 

助産学特別研究 １０ 

生
活
支
援
看
護
学
分
野 

老年看護学特論 ２ 

老年看護学援助特論 ２ 

老年看護学演習Ⅰ ２ 

老年看護学演習Ⅱ ２ 

老年看護学演習Ⅲ ２ 

老年看護学特別研究 １０ 

地域看護学特論 ２ 

地域看護学援助特論 ２ 

地域看護学演習Ⅰ ２ 

地域看護学演習Ⅱ ２ 

地域看護学演習Ⅲ ２ 

地域看護学特別研究 １０ 

在宅看護学特論 ２ 

在宅看護学援助特論 ２ 

在宅看護学演習Ⅰ ２ 
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医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 

在宅看護学演習Ⅱ ２ 

在宅看護学演習Ⅲ ２ 

在宅看護学特別研究 １０ 

授業科目名 単位数 

修士課程共通科目  

医療統計学特論 １ 

医療倫理学特論 １ 

先進医療支援特論 １ 

医
療
科
学
専
門
基
礎
科
目 

リハビリテーション科学研究法 １ 

リハビリテーション科学トピックス ２ 

リハビリテーション医学特論 １ 

疾病・病態特論 ２ 

リハビリテーション科学教育論（養成校教育） １ 

リハビリテーション科学教育論（臨床教育） １ 

リハビリテーション科学統計学実践特論 １ 

体表解剖学実践特論 １ 

物理療法実践特論 １ 

バイオメカニクス特論 １ 

運動生理学特論 １ 

精神作業行動特論 １ 

高次脳機能特論 １ 

身体系作業学特論 １ 

地域作業学特論 １ 

高機能広汎性発達障害特論 １ 

ウィメンズヘルス特論 １ 

鑑別診断学（画像診断・臨床検査） １ 

鑑別診断学（臨床推論） １ 

症例提示法特論 １ 

症例検討実践特論 １ 

教育学特論 ２ 

医
療
科
学
専
門
科
目 

病
態
運
動
学
分
野 

運動器障害学特論 ２ 

運動器障害学特論演習 ６ 

内部障害学特論 ２ 

内部障害学特論演習 ６ 

神経障害学特論 ２ 

神経障害学特論演習 ６ 

人間活動 身体・認知活動学特論 ２ 
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別表２                               単位（円） 

研究科名 
入学 

検定料 

区分 

入学金 
授業料 

（年額） 

教育充実費

（年額） 
区分合計 

医学研究科 ３０,０００ １００,０００ １５０,０００ １００,０００ ３５０,０００ 

薬学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００ 

看護学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００ 

医療科学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００ 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 

科学分野 身体・認知活動学特論演習 ６ 

精神活動学特論 ２ 

精神活動学特論演習 ６ 

医療科学 

研究指導科目 

リハビリテーション科学課題研究 ８ 

リハビリテーション科学研究 ８ 
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変更事項を記載した書類 

 

１. 変更の事由 

 研究科（薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科）の設置 

 

２. 変更点 

・「研究科の目的」に薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科の目的を追

加 

・「大学院教員の資格要件」を削除 

・「附則」に転入学生の措置を追加 

・上記の他、研究科新設による各条項における文言の修正 
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                           兵庫医科大学大学院学則 変更部分の新旧対照表 

改正後 現  行 

兵庫医科大学大学院学則 

 

第１章    総    則 

 

（設置） 

第１条 本学に、兵庫医科大学大学院（以下「本学大学院」という。）を置く。 

 

 

（目的） 

第２条 本学大学院は、建学の精神にもとづき、医学・医療の諸理論とその応用に

ついて学修・研鑽し、崇高な人間愛を有し、創造性豊かな自立した医学研究者、並

びに高度な専門知識・技術を有する医療人を育成する。そのために必要な高度の研

究実践能力とその基盤となる豊かな学識を培い、さらに研究活動によって得た成果

を社会に還元することで医学・医療の発展に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 １ 医学研究科は、医科学専攻と先端医学専攻を設け、医学に関する高度な専門

知識・技術を修得し、高い医学・研究倫理を培い、独創性豊かな研究を立案・遂行

できる高度な研究能力を育成する。研究活動によって得た成果を社会に還元し、ま

た、研究成果を世界に発信し、医学・医療の進歩に貢献できる人材を育成する。 

兵庫医科大学大学院学則 

 

第１章    総    則 

 

（設置） 

第１条 兵庫医科大学（以下「本学」という。）に、兵庫医科大学大学院（以下

「本大学院」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 本大学院は、理念に内包される医学諸理論とその応用について学修・研鑽

し、創造性豊かな自立した研究者、又は高度な専門知識・技術を有する医療人にな

る為に必要な高度の研究能力とその基盤となる豊かな学識及び崇高な人間愛の精神

を培うこと、並びに研究活動によって得た成果を社会に還元することで医学・医療

の進展に寄与する。 
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２ 薬学研究科は、医療薬学専攻を設け、薬学研究を志す者に、薬学に関する高

度な専門知識と研究手法を修得させ、高い課題発見能力と研究倫理を培い、独創性

豊かな研究を立案・遂行できる力を育成する。研究成果を世界に発信し、地域社会

に還元し、薬学の進歩に貢献できる薬剤師、薬学研究者を育成する。 

 ３ 看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実践領域の

２領域を設け、それぞれの看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用につ

いて体系的に学修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門的知識と

技術に立脚し、先駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学

的に解明する教育・研究能力を育成する。 

４ 医療科学研究科は、リハビリテーション科学領域として、病態運動学分野及

び人間活動科学分野の２分野を設け、それぞれの分野において必要となる理論並び

に技術を教授することで、社会に有益な人材を輩出しようとするものである。各分

野内には研究を主とするコースと、高度実践専門職者の育成を目指すコースをおき、

教育研究活動を推進する人材及びより高度な臨床実践能力をもつ人材を育成する。

 

（内部質保証） 

第４条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び

社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行

い公表する。 

② 内部質保証に関し必要な事項及び実施体制等は、別に定める。 

 

（研究科） 

第５条 本学大学院に次の研究科を置く。 

１ 医学研究科 

２ 薬学研究科 

３ 看護学研究科 

４ 医療科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内部質保証） 

第３条 本大学院は、建学の精神及び各種方針の具現化のため、内部質保証制度を

活用して、教育研究水準の向上に努め、その状況を公表するものとする。 

 

 

 

（研究科） 

第４条 本大学院に医学研究科（以下「研究科」という。）を置く。 
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（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定員は、次のと

おりとする。 

 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 ８名 １６名 

医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 ８名 １６名 

 

（課程の目的） 

第７条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究

能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とす

る。 

② 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又は

その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎とな

る豊かな学識を養うことを目的とする。 

 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程の標準修業年限は２年とし、在学年限は４年を超えてはならない。

② 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えてはならない。 

③ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間

にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出た

時は、医学研究科を除き、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認

めることができる。（以下「長期履修」という。） 

④ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（専攻） 

第５条 研究科には、次に掲げる専攻を設ける。 

 医科学専攻 

 先端医学専攻 

 

 

 

 

 

 

 

（課程） 

第６条 本大学院の課程は、博士課程とする。 

 

 

 

 

 

 

（修業年限及び在学年限） 

第７条 修業年限は、４年を標準とし、優れた研究業績を上げた者については、３

年以上在学すれば足りるものとする。 

② 前項の規定に関らず、特別の理由により指導教授を経て学長の許可を得た場合

には、在学期間を８年まで延長することができる。 
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（第６条に移行） 

                     

 

 

 

 

 

 

第２章    組 織 運 営 

 

（教員組織） 

第９条 研究科における授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）は、研究科ごとに大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）に定め

る資格を有する教員（以下「大学院担当教員」という。）が担当するものとする。 

② 大学院担当教員は、学部、研究所等の教員が兼ねることができる。 

 

 

 

 

                          （削 除） 

 

 

 

（学生定員） 

第８条 学生定員は、次の表のとおりとする。 

専 攻 名 研 究 分 野 名 年当定員 総定員 

医科学専攻 

器 官 ･代 謝 制 御 系 

４０ １６０ 

高 次 神 経 制 御 系 

生 体 応 答 制 御 系 

生 体 再 生 制 御 系 

環 境 病 態 制 御 系 

先端医学専攻 

分 子 病 態 制 御 系 

２０  ８０ 疼 痛 情 報 制 御 系 

分 子 再 生 医 学 系 

計 ６０  ２４０ 

 

第２章    組 織 運 営 

 

（教員組織） 

第９条 本大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、本学所属の教授（以下

「研究科教授」という。）、准教授、講師及び助教をもって充てるものとする。 

② 大学院の教員は、学部、研究所等の教員が兼ねることができる。 

 

 

（大学院教員の資格要件） 

第１０条 担当教員は、担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導

能力があると認められる者とする。 

１ 博士の学位を有し、研究上の著名な業績を有する者 

２ 研究上の業績が第１号の者に準ずると認められる者 

３ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 
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③ 医学研究科の各専攻に、研究の指導、学位論文の作成等の指導にあたり、学位

申請における責任を担う者を置き、第１項に定める「大学院担当教員」のうち医学

研究科の教授（以下「指導教授」という。）がこれに充たる。ただし、第１項に定め

る医学研究科の教員のうち教授以外の者から、学長が指名する者をもって指導教授

の任を委嘱することができる。 

 

（研究科長） 

第１０条 各研究科に研究科長を置き、基礎となる学部の学部長をもって充てる。

② 研究科長は、各研究科の学事を統括する。 

 

（研究科教授会） 

第１１条 各研究科に研究科教授会を置く。 

② 研究科教授会組織は以下のとおりとする。 

１ 医学研究科の研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科の研究科教授会は、研究科長並

びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師をもっ

て構成する。 

３ いずれの研究科教授会も、研究科長が必要と認めた場合は、構成員以外の教職

員を出席させることができる。 

③ 研究科教授会は、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり意見

を述べるものとする。 

１ 学生の入学、進級及び課程の修了に関する事項 

２ 学位の授与に関する事項 

３ 学生の身分に関する事項 

４ 教育課程に関する事項 

５ 教員の人事に関する事項 

６ 研究に関する事項 

７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

（指導教授） 

第１１条 各専攻に、研究の指導、学位論文の作成等の指導にあたり、学位申請に

おける責任を担う者を置き、これを「指導教授」と称する。 

② 指導教授は、研究科教授をもって充てる。ただし、第９条第１項に定める教員

のうち研究科教授以外の者から、学長が指名する者をもって指導教授の任を委嘱す

ることができる。 

 

 

 

 

 

（研究科教授会） 

第１２条 研究科に研究科教授会（以下「教授会」という。）を置き、学長、副学

長、研究科教授をもって組織する。 

② 教授会は学長が召集し、その議長となる。 

 

 

 

 

 

第１３条 教授会は、次の事項を審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

１ 学生の入学、進級及び課程の修了に関すること 

２ 学位の授与に関すること 

３ 学生の身分に関すること 

４ 教育課程の編成に関すること 

５ 教員の人事に関すること 

６ 研究に関すること 

７ 教育研究に関する規程の制定、並びに改廃に関すること 
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８ 学位論文に関する事項 

９ 研究科の運営に関する重要な事項 

１０その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定める事項 

 

 

 

④ 前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下「学長等」という。）がつ

かさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ、意見を述べ

ることができる。 

 

 

⑤ 研究科教授会に関する規程は、別に定める。 

 

第３章    教 育 方 法 等 

 

（教育方法） 

第１２条 本学大学院の教育は、研究科が定めるところによる所定の科目の授業並

びに研究指導等によって行う。 

② 前項の教育は、多様なメディアを高度に利用し、当該教育を行う教室等以外の

場所で履修させることができる。 

③ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時

期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

 

（授業科目及び単位数等） 

第１３条 研究科の専攻別授業科目及び単位数は、別表１のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

８ 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を

聴くことが必要なものとして学長が定める事項については別に定める。 

 

② 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する次

の事項について審議し、学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

１ 教育課程の編成以外の学生教育に関すること  

２ 学生の厚生補導に関すること  

３ 教育研究費予算に関すること  

③ その他、教授会に関する必要な事項は別に定める。 

 

第３章    教 育 方 法 等 

 

（教育方法） 

第１４条 本大学院の教育は、研究科が定めるところによる所定の科目の授業並び

に研究指導等によって行う。 

② 前項の教育は、多様なメディアを高度に利用し、当該教育を行う教室等以外の

場所で履修させることができる。 

③ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時

期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

 

（授業科目及び履修方法） 

第１５条 研究科の専攻別授業科目及び単位並びに履修方法は、別表のとおりとす

る。 
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（履修科目の選定及び届出） 

第１４条 履修する授業科目の選定は、医学研究科は指導教授、その他の研究科は

研究指導教員の承認を受けた後、学長に届出るものとする。 

 

（他の専攻分野の授業科目等の履修） 

第１５条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めた

ときは、研究科教授会の意見を聴き、他の専攻分野の授業科目等を履修させ、これ

を所定の単位に充当することができる。 

 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めた

ときは、研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学院等の授業科目を履修させ、１

５単位を超えない範囲でこれを所定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において研究指導を受

けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生にあっては、研究指導を

受けさせる期間は、１年を超えないものとする。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１７条 薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科において、教育上有益と認

めるときは、学生が本学大学院に入学する前の大学院における既修得単位（科目等

履修生等として修得した単位を含む。）について、本学大学院において修得した単位

として認めることができる。 

② 前項により、本学大学院において修得した単位として認めることができる単位

数は、他大学の大学院等における履修認定単位数とあわせて１５単位を超えないも

のとする。 

 

第４章    試験、課程の修了要件及び学位 

 

（試験） 

（履修科目の選定及び届出） 

第１６条 履修する授業科目の選定は、指導教授の承認を受けた後、学長に届出る

ものとする。 

 

（他の専攻分野の授業科目等の履修） 

第１７条 学長は、指導教授が研究指導上必要と認めたときは、教授会の意見を聴

き、他の専攻分野の授業科目等を履修させ、これを所定の単位に充当することがで

きる。 

 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１８条 学長は、指導教授が教育上必要と認めたときは、教授会の意見を聴き、

他大学の大学院等の授業科目を履修させ、１０単位を超えない範囲でこれを所定の

単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において研究指導を受

けることを認めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章    試験、課程の修了要件及び学位 

 

（試験） 
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第１８条 専攻分野の正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対し、所定の

期間内に試験（以下「科目試験」という。）を行う。ただし、平常の成績及びレポー

ト等により、科目試験に代えることができる。 

② 科目試験の実施方法は、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。 

 

（追試験） 

第１９条 学長は、疾病その他のやむを得ない事由によって、科目試験を受けられ

なかった者に対しては、追試験を行うことができる。 

 

（成績の評価） 

第２０条 科目試験の成績評価は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（単位の認定） 

第２１条 前条の規定により科目試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

 

 

（修了要件） 

第２２条 修士課程の修了の要件は、本学大学院に２年（２年以外の標準修業年限

を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）以

上在学し、各研究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けたうえ、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題

についての研究成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関

しては、優れた業績を上げた者については、本学大学院に１年以上在学すれば足り

第１９条 専攻分野の正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対し、所定の

期間内に試験（以下「科目試験」という。）を行う。ただし、平常の成績及びレポ

ート等により、科目試験に代えることができる。 

② 科目試験の実施方法は、教授会の意見を聴き、学長が定める。 

 

（追試験） 

第２０条 学長は、疾病その他のやむを得ない事由によって、科目試験を受けられ

なかった者に対しては、追試験を行うことができる。 

 

（成績の評価） 

第２１条 第１９条第１項及び第２０条の規定に基づく科目試験の成績評価は、

優、良、可、不可とし、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。 

② 成績評価は、次の基準によるものとする。 

   優  １００点から８０点まで 

   良  ７９点から７０点まで 

   可  ６９点から６５点まで 

   不可 ６４点以下 

 

（単位の認定） 

第２２条 前条の規定により科目試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

② 単位の修得については、別に定める。 

 

（課程の修了要件） 

第２３条 本大学院博士課程の修了要件は、原則として研究科に４年以上在学し、

所定の授業科目を３４単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位

論文の審査及び最終試験に合格することを必要とする。ただし、在学年限に関して

は、極めて優秀な者で、所定の要件を満たした場合は、３年以上の在学年数とする

ことができる。 
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るものとする。 

② 博士課程の修了の要件は、本学大学院に４年以上在学し、研究科において定め

る所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、当該大学院の行う博士

論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優

れた研究業績を上げた者については、本学大学院に３年以上在学すれば足りるもの

とする。 

 

（学位論文及び最終試験） 

第２３条 学位論文及び最終試験に関する事項は、別に定める。 

 

 

 

 

（学位論文の審査等） 

第２４条 学位論文及び最終試験は、研究科教授会の意見を聴き、学長が合否を決

定する。 

(第２５条第３項に移行) 

 

 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、次の学位を授

与する。 

 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 修士（看護学） 

 

 

 

 

 

 

（学位論文の提出及び最終試験） 

第２４条 学位論文は、原則として第３学年修了後に学長に提出し、最終試験を受

けるものとする。ただし、早期学位授与に係る学位論文については、第３学年次に

提出することができる。 

② 最終試験は、学位論文を中心として、これに関連ある授業科目について、口答

又は筆答により行う。 

 

（学位論文の審査等） 

第２５条 学位論文及び最終試験は、教授会の意見を聴き、学長が合否を決定す

る。 

② 学位論文の審査その他の学位に関する必要な事項は、兵庫医科大学大学院学位

規程（以下「学位規程」という。）による。 

 

（学位の授与） 

第２６条 学長は、博士課程を修了した者には、学位規程の定めるところにより、

博士（医学）の学位を授与する。 
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医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 修士（医療科学）

 

② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しない者で、学位

規程に定めるところにより、学位論文を提出し、その審査及び試験に合格した者に

は、博士（医学）の学位を授与する。 

③ その他学位に関する必要な事項は、兵庫医科大学大学院学位規程（以下「学位

規程」という。）に定める。 

 

第５章    学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第２６条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

（学期） 

第２７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

 前 期  ４月１日から９月３０日まで 

 後 期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第２８条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

 １ 日   曜   日  

 ２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 ３ 春 季 休 業 日   

 ４ 夏 季 休 業 日   

 ５ 冬 季 休 業 日    

② 前項第３号から５号については、別に定める。 

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。 

④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

 

第２７条 学長は、博士課程を経ない者又は修了しない者で、学位規程に定めると

ころにより、学位論文を提出し、その審査及び試験に合格した者には、博士（医

学）の学位を授与する。 

 

 

 

第５章    学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第２８条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

（学期） 

第２９条 学年を分けて、次の２学期とする。 

 前 学 期  ４月１日から９月３０日まで 

 後 学 期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

（休業日） 

第３０条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

 １ 日   曜   日  

 ２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

 ３ 春 季 休 業 日   

 ４ 夏 季 休 業 日   

 ５ 冬 季 休 業 日    

② 前項第３号から５号については、別に定める。 

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。 

④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

- 新旧対照表 ― 10 -



第６章    入学、休学、退学等 

 

（入学の時期） 

第２９条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程及び薬学研究科博士課程に入学することができる者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を

卒業した者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、 

薬学又は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号に定める者と

同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

 

② 看護学研究科修士課程及び医療科学研究科修士課程に入学することができる者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、看護学研究科修士課程に

おいては、看護師免許を取得している者とする。 

１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の

学力があると認めた者で、２２歳に達したもの 

 

第６章    入学、休学、退学等 

 

 

 

 

（入学資格） 

第３１条 本大学院に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とす

る。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限６年の獣医学、薬学を履修する課程を卒業した 

 者 

 

 

２ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学又は

獣医学、薬学）を修了した者 

３ 文部科学大臣の指定した者 

４ 大学の医学、歯学又は修業年限６年の獣医学、薬学を履修する課程を卒業した

者と同等以上の学力があると、本大学院が認めた者 
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（入学者の選考） 

第３１条 入学者は、研究科教授会で選考の上、学長が合格者を決定する。 

② 選考方法は、各研究科の定めるところによる。 

 

 

（入学手続き） 

第３２条 前条の選考に合格した者は、指定する期日までに、入学金、授業料等を

納入するとともに、本学大学院所定の書類を添えて入学の手続きを完了しなければ

ならない。 

 

（入学許可） 

第３３条 学長は、前条の手続きを完了した者につき、入学を許可する。 

 

 

                      (第２９条へ移行) 

 

 

                      (第３２条へ移行) 

 

 

 

② 入学を許可された者が、指定の期日までに前条の手続きをしないときは、入学

許可を取消す。 

 

（休学及び復学） 

第３４条 疾病その他のやむを得ない事由により、３ヶ月を超えて出席することが

できないときは、事由を具して保証人連署の上学長に願い出て、その許可を得、休

学することができる。ただし、疾病の場合は、診断書を添付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

（入学志願の手続） 

第３２条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類及び入学検定料３０,００

０円を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。 

 

 

（入学許可） 

第３３条 学長は、入学志願者に対しては、教授会の定めるところにより、選考の

上入学を許可する。 

 

（入学の時期） 

第３４条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 

（入学手続） 

第３５条 入学を許可された者は、学長の指定する期日までに保証人２人を定め、

所定の身元保証書及び誓約書を提出し、入学金を納付しなければならない。 

（入学許可の取消） 

第３６条 入学を許可された者が、指定の期日までに前条の手続きをしないとき

は、入学許可を取消す。 

 

（休学及び復学） 

第３７条 疾病その他のやむを得ない事由により、２か月を超えて出席することが

できないときは、事由を具して保証人連署の上学長に願い出て、その許可を得、休

学することができる。疾病の場合は、診断書を添付しなければならない。 
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② 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる場合には、学長は

休学をさせることができる。 

③ 休学期間は、医学研究科はその年度末までの１年以内とする。ただし、特別の

理由がある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認めることができるが、通算し

て２年を超えることはできない。その他の研究科は、連続して２年又は通算して修

業年限を超えることはできない。ただし、特別の理由がある場合は、さらに１年度

以内に限り休学を認めることができる。 

④ 休学期間は、これを在学期間に算入しない。 

⑤ 休学している者又は休学期間を終了した者が、復学しようとするときは、その

事由が消滅したことを証する書類を付した復学願を学長に提出し、その許可を受け

なければならない。ただし、疾病などによる休学の場合は、休学事由が消滅したと

認めた医師の診断書を添付しなければならない。この場合、本学は、本学が承認し

た医療機関又は医師の診断書を提出させることがある。 

 

（退学） 

第３５条 疾病その他のやむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実

を証する書類を添え、保証人連署で学長に退学願を提出して、許可を受けなければ

ならない。 

 

（転入学、再入学） 

第３６条 他大学の大学院から転入学を志願するときは、選考の上許可することが

ある。 

② 学長は、前条の規定により退学した者で、再入学を願い出た者については、欠

員のある場合又は、教育に妨げのない場合に限り、選考により相当の学年に入学を

許可することがある。 

③ 既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱いは、研究科教授会の意見を

聴き、学長が定める。 

④ 修業すべき年数の取扱いは、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。 

 

② 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる場合には、学長は

休学をさせることができる。 

③ 休学期間は、その年度末までの１年以内とする。ただし、特別の理由がある場

合は、さらに１年度以内に限り休学を認めることができる。 

④ 休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

 

 

⑤ 休学期間は、これを在学期間に算入しない。 

⑥ 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学長の許可を受けて復学すること

ができる。 

 

 

 

 

（退学及び再入学） 

第３８条 疾病その他のやむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実

を証する書類を添え、保証人連署で学長に退学願を提出して、許可を受けなければ

ならない。 

 

 

 

 

② 学長は、前項の規定により退学した者で、再入学を願い出た者については、欠

員のある場合に限り、選考により相当の学年に入学を許可することがある。 
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（外国留学） 

第３７条 外国の大学院に留学を志望する学生は、書面をもって学長に願い出て、

その許可を受けなければならない。 

② 前項の許可を得て留学した期間は、第２２条に定める課程修了の要件としての

在学期間に加えることができる。 

③ 外国留学において、修得した単位の取扱いは、第１６条第１項の規定を準用す

る。 

 

（専攻の変更） 

第３８条 学長は、専攻の変更を志願するときは、選考の上許可することがある。

 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、学

長が行う。 

 

（除籍） 

第３９条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の意見を聴

き、学長が除籍する。 

 １ 死亡、又は長期にわたり行方不明の者 

 ２ 第８条の在学年限を超えた者 

 ３ 第３４条第３項の休学期間を超えた者 

 ４ 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

 ５ 疾病、その他の事由により成業の見込みがないと認められる者 

 ６ 他の大学院、大学、短期大学、又は高等専門学校に在籍していることが明ら

かになった者 

② 除籍の手続きについては、別に定める。 

 

 

 

 

（特別研究学生の外国留学） 

第３９条 外国の大学院に留学を志望する学生は、書面をもって学長に願い出て、

その許可を受けなければならない。 

② 前項の許可を得て留学した期間は、第２３条に定める課程修了の要件としての

在学期間に加えることができる。 

③ 外国留学において、修得した単位の取扱いは、第１８条第１項の規定を準用す

る。 

 

（専攻の変更等） 

第４０条 学長は、専攻の変更又は他大学の大学院から転学を志願するときは、選

考の上許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、学

長が行う。 

 

（除籍） 

第４１条 次の各号の一に該当する学生は、これを除籍することができる。 

  

１ 死亡した者 

 ２ 所定の在学期間を超えた者 

 

 ３ 授業料の納付を怠り、督促を受けても納付しない者 

 

 

② 除籍の手続きについては別に定める。 
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第７章    学生行動規範 

 

第４０条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

 

第８章    賞   罰 

 

（表彰） 

第４１条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、

表彰する。 

② 表彰は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。 

 

（懲戒） 

第４２条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、

懲戒に関する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を

軽減し、あるいは懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。 

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。 

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

 ２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

 ３ 学生の本分に背く行為 

４ 本学の名誉を汚す行為 

 ５ 本学の学則及び規程に違反する行為 

 ６ 研究倫理に反する行為 

 ７ 本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。 

⑤ 懲戒に関する規程は、別に定める。 

 

 

 

第７章    学生行動規範 

 

第４２条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

 

第８章    賞   罰 

 

（表彰） 

第４３条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、

表彰する。 

② 表彰は、教授会の意見を聴き、学長が行う。 

 

（懲戒） 

第４４条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、

懲戒に関する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を

軽減し、あるいは懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。 

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。 

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

 ２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

 ３ 学生の本分にそむき、本学の名誉を汚す行為 

  

４ 本学の学則及び規程に違反する行為 

 ５ 論文等執筆における学問的倫理に反する行為 

 ６ 本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、教授会の意見を聴き、学長が行う。 

⑤ 学生の懲戒に関する規程は別に定める。 
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第９章    学 費 等 

 

（入学検定料及び授業料等） 

第４３条 入学検定料及び授業料等については、別表２に示すとおりとする。 

② 授業料等は、次の期間に納付しなければならない。 

 １ 医学研究科  

   一年分 ４月１日から４月１５日まで 

 ２ 薬学研究科、看護学研究科、医療科学研究科 

前期分 ４月１日から４月１５日まで 

後期分 １０月１日から１０月１５日まで 

 

（休学、復学、退学及び除籍の場合の授業料等） 

第４４条 休学期間中の学費は免除する。ただし、休学又は復学した日の属する期

分の学費は、返還しない。退学又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた

場合も同様とする。 

 

 

第１０章    大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生等 

 

（大学院聴講生） 

第４５条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の聴講を希望する者につい

ては、医学研究科を除き、本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、聴講生と

して入学を許可することがある。 

 

（大学院研究生） 

第４６条 本学大学院において特定の事項について研究を希望する者については、

医学研究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、研究生

として入学を許可することがある。 

 

第９章    学 費 等 

 

（学費等） 

第４５条 入学金及び学費は、それぞれ次のとおりとする。 

 入 学 金   １００，０００円 

 授 業 料   １５０，０００円（年額） 

 実験実習費   １００，０００円（年額） 

 

 

 

 

（学費の納付） 

第４６条 学費は、毎年４月１５日までに納付しなければならない。 

② 休学期間中の学費は免除する。ただし、休学又は復学した日の属する期分の学

費は、返還しない。退学し又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた場合

も同様とする。 

 

第１０章    特別聴講学生、特別研究学生 
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（大学院科目等履修生） 

第４７条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の履修を希望する者につい

ては、本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、科目等履修生として入学を許

可することがある。 

 

（大学院受託生） 

第４８条 本学以外の機関等から、その所属職員について、研究の指導又は研修の

委託の願い出があるときは、医学研究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない

限り、選考のうえで、受託生として入学を許可することがある。 

 

 

                    （削 除） 

 

 

 

（特別研究学生） 

第４９条 他大学の大学院学生で、本学において研究指導を受けようとする者があ

るときは、当該大学との協議に基づき、特別研究学生として受け入れることがある。

 

 

（その他） 

第５０条 大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院受託生及び

特別研究学生に関する規程は、別に定める。 

 

 

第１１章    外国人特別学生 

 

（外国人特別学生） 

第５１条 外国人で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、外国人特別学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別聴講学生） 

第４７条 他大学の大学院学生等で、本大学院において授業科目を履修しようとす

る者があるときは、当該大学との協議等に基づき、特別聴講学生として受け入れる

ことがある。 

② 特別聴講学生には単位を付与することができる。 

 

（特別研究学生） 

第４８条 他大学の大学院学生で、本大学院において研究指導を受けようとする者

があるときは、当該大学との協議に基づき、特別研究学生として受け入れることが

ある。 

 

（その他） 

第４９条 特別聴講学生及び特別研究学生については、別に定めるほかはこの学則

及び関係の規程を準用する。 

 

 

第１１章    外国人特別学生 

 

（外国人特別学生） 

第５０条 外国人で、本大学院に入学を志願する者があるときは、外国人特別学生
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生として選考の上入学を許可することがある。 

 

② 外国人特別学生には、この学則を準用する。 

 

第１２章    学則の改廃 

（改廃） 

第５２条 大学院学則の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の

意見を聴き、理事会が行う。 

 

附 則 

 この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 

（中 略） 

 附 則 

① この改正は、２０２２年４月１日から施行する。 

② ２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、看護学研究科及

び医療科学研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費は、

兵庫医療大学大学院入学時の金額を適用する。 

 

 

別表１ （各研究科科目一覧及び単位数） 

 

（医学研究科科目一覧 省略） 

 

■ 薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 

授業科目名 単位数 

薬学専門 

基礎科目 

先端医薬学特論Ⅰ １ 

先端医薬学特論Ⅱ １ 

として選考の上入学を許可することがある。 

② 前項の学生は、定員外とする。 

③ 外国人特別学生には、この学則を準用する。 

 

第１２章    学則の改廃 

（改廃） 

第５１条 この学則の改廃は、学長が発議し、理事会が行う。 

  

 

  附 則 

 この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 

（中 略） 

 

 

 

 

 

 

別表１ （医学研究科科目一覧及び単位数） 

 

 

（医学研究科科目一覧 省略） 
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先端医薬学特論Ⅲ １ 

先端医薬学特論Ⅳ １ 

薬
学
専
門
演
習
科
目 

医薬品創製科学演習Ⅰ ４ 

医薬品創製科学演習Ⅱ ４ 

免疫病態制御学演習Ⅰ ４ 

免疫病態制御学演習Ⅱ ４ 

神経薬理・薬物治療学演習Ⅰ ４ 

神経薬理・薬物治療学演習Ⅱ ４ 

微生物学演習 I（基盤的微生物学演習） ４ 

微生物学演習Ⅱ（先進的微生物学演習） ４ 

分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅰ ４ 

分子毒性学・レドックス生物学演習Ⅱ ４ 

医薬品適正治療科学演習Ⅰ 

（分子薬物動態学演習） 

４ 

医薬品適正治療科学演習Ⅱ 

（臨床ゲノム薬理学演習） 

４ 

応用医療薬学演習Ⅰ ４ 

応用医療薬学演習Ⅱ ４ 

呼吸器疾患病態治療学演習Ⅰ ４ 

呼吸器疾患病態治療学演習Ⅱ ４ 

医療薬学特別研究 １８ 

薬学研究指導科目 医療薬学特別研究 １８ 

 

■ 看護学研究科 看護学専攻 修士課程 

授業科目名 単位数 

修士課程共通科目

医療統計学特論 １ 

医療倫理学特論 １ 

先進医療支援特論 １ 

- 新旧対照表 ― 19 -



  看護教育論 ２ 

看護倫理 ２ 

看
護
学
共
通
科
目 

Ａ 

看護理論 ２ 

看護管理論 ２ 

看護政策論 ２ 

コンサルテーション論 ２ 

看護研究 ２ 

看護研究演習 １ 

システマティックレビュー ２ 

Ｂ 

アドバンスト・フィジカルアセスメント ２ 

臨床薬理学・薬物治療特論 ２ 

疾病・病態特論 ２ 

看
護
学
専
門
科
目 

基
盤
看
護
学
分
野 

基礎看護学特論 ２ 

基礎看護学援助特論 ２ 

基礎看護学演習Ⅰ ２ 

基礎看護学演習Ⅱ ２ 

基礎看護学演習Ⅲ ２ 

基礎看護学特別研究 １０ 

看護教育学特論 ２ 

看護教育学援助特論 ２ 

看護教育学演習Ⅰ ２ 

看護教育学演習Ⅱ ２ 

看護教育学演習Ⅲ ２ 

看護教育学特別研究 １０ 

看護開発科学特論 ２ 

看護開発科学援助特論 ２ 

看護開発科学演習Ⅰ ２ 

看護開発科学演習Ⅱ ２ 
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看護開発科学演習Ⅲ ２ 

看護開発科学特別研究 １０ 

看
護
学
専
門
科
目 

療
養
支
援
看
護
学
分
野 

急性病態治療学 ２ 

急性看護学特論 ２ 

急性看護学援助特論Ⅰ ２ 

急性看護学援助特論Ⅱ ２ 

急性看護学援助特論Ⅲ ２ 

急性看護学演習ⅠＡ ２ 

急性看護学演習ⅡＡ ２ 

急性看護学演習ⅢＡ ２ 

急性看護学演習ⅠＢ ２ 

急性看護学演習ⅡＢ ２ 

急性看護学演習ⅢＢ ２ 

急性看護学実習Ⅰ ２ 

急性看護学実習Ⅱ ２ 

急性看護学実習Ⅲ ２ 

急性看護学実習Ⅳ ４ 

急性看護学特別研究 １０ 

急性看護学課題研究 ２ 

がん病態治療学 ２ 

がん看護学特論 ２ 

がん看護学援助特論Ⅰ ２ 

がん看護学援助特論Ⅱ ２ 

がん看護学援助特論Ⅲ ２ 

がん看護学演習ⅠＡ ２ 

がん看護学演習ⅡＡ ２ 

がん看護学演習ⅠＢ ２ 

がん看護学演習ⅡＢ  ２ 
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がん看護学演習Ⅲ ２ 

がん看護学実習Ⅰ ２ 

看
護
学
専
門
科
目 

療
養
支
援
看
護
学
分
野 

がん看護学実習Ⅱ ２ 

がん看護学実習Ⅲ ２ 

がん看護学実習Ⅳ ２ 

がん看護学実習Ⅴ ２ 

がん看護学特別研究 １０ 

がん看護学課題研究 ２ 

慢性看護学特論 ２ 

慢性看護学援助特論 ２ 

慢性看護学演習Ⅰ ２ 

慢性看護学演習Ⅱ ２ 

慢性看護学演習Ⅲ ２ 

慢性看護学特別研究 １０ 

精神看護学特論 ２ 

精神看護学援助特論 ２ 

精神看護学演習Ⅰ ２ 

精神看護学演習Ⅱ ２ 

精神看護学演習Ⅲ ２ 

精神看護学特別研究 １０ 

家
族
支
援
看
護
学
分
野 

小児看護学特論 ２ 

小児看護学援助特論 ２ 

小児看護学演習Ⅰ ２ 

小児看護学演習Ⅱ ２ 

小児看護学演習Ⅲ ２ 

小児看護学特別研究 １０ 

母性看護学特論 ２ 

母性看護学援助特論 ２ 
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母性看護学演習Ⅰ ２ 

母性看護学演習Ⅱ ２ 

 

家
族
支
援
看
護
学
分
野 

母性看護学演習Ⅲ ２ 

母性看護学特別研究 １０ 

助産学特論 ２ 

助産学援助特論 ２ 

助産学演習Ⅰ ２ 

助産学演習Ⅱ ２ 

助産学演習Ⅲ ２ 

助産学特別研究 １０ 

生
活
支
援
看
護
学
分
野 

老年看護学特論 ２ 

老年看護学援助特論 ２ 

老年看護学演習Ⅰ ２ 

老年看護学演習Ⅱ ２ 

老年看護学演習Ⅲ ２ 

老年看護学特別研究 １０ 

地域看護学特論 ２ 

地域看護学援助特論 ２ 

地域看護学演習Ⅰ ２ 

地域看護学演習Ⅱ ２ 

地域看護学演習Ⅲ ２ 

地域看護学特別研究 １０ 

在宅看護学特論 ２ 

在宅看護学援助特論 ２ 

在宅看護学演習Ⅰ ２ 

在宅看護学演習Ⅱ ２ 

在宅看護学演習Ⅲ ２ 

在宅看護学特別研究 １０ 
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■ 医療科学研究科 医療科学専攻 修士課程 

授業科目名 単位数 

修士課程共通科目

医療統計学特論  

医療倫理学特論  

先進医療支援特論  

医
療
科
学
専
門
基
礎
科
目 

リハビリテーション科学研究法 １ 

リハビリテーション科学トピックス ２ 

リハビリテーション医学特論 １ 

疾病・病態特論 ２ 

リハビリテーション科学教育論（養成校教育） １ 

リハビリテーション科学教育論（臨床教育） １ 

リハビリテーション科学統計学実践特論 １ 

体表解剖学実践特論 １ 

物理療法実践特論 １ 

バイオメカニクス特論 １ 

運動生理学特論 １ 

精神作業行動特論 １ 

高次脳機能特論 １ 

身体系作業学特論 １ 

地域作業学特論 １ 

高機能広汎性発達障害特論 １ 

ウィメンズヘルス特論 １ 

鑑別診断学（画像診断・臨床検査） １ 

鑑別診断学（臨床推論） １ 

症例提示法特論 １ 

症例検討実践特論 １ 
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教育学特論 ２ 

 鑑別診断学（画像診断・臨床検査） １ 

鑑別診断学（臨床推論） １ 

症例提示法特論 １ 

症例検討実践特論 １ 

教育学特論 ２ 

医
療
科
学
専
門
科
目 

病
態
運
動
学
分
野 

運動器障害学特論 ２ 

運動器障害学特論演習 ６ 

内部障害学特論 ２ 

内部障害学特論演習 ６ 

神経障害学特論 ２ 

神経障害学特論演習 ６ 

人
間
活
動 

科
学
分
野 

身体・認知活動学特論 ２ 

身体・認知活動学特論演習 ６ 

精神活動学特論 ２ 

精神活動学特論演習 ６ 

医療科学 

研究指導科目 

リハビリテーション科学課題研究 ８ 

リハビリテーション科学研究 ８ 
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別表２                            単位（円） 

研究科名 
入学 

検定料 

区分 

入学金 
授業料 

（年額） 

教育充実費

（年額） 
区分合計 

医学研究科 ３０,０００ １００,０００ １５０,０００ １００,０００ ３５０,０００

薬学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００

看護学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００

医療科学研究科 ３０,０００ １００,０００ ４００,０００ １００,０００ ６００,０００

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 
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兵庫医科大学大学運営会議規程（案） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学則第 16 条第 3項の規定に基づき、大学運営会議（以下「会議」と

いう。）に関して必要な事項を定める。 

 

（役割） 

第２条 会議は、本学の運営に関する次の各号に掲げる事項について審議し、学長が当該事

項の決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

 １ 将来計画に関する事項 

 ２ 教育研究活動に係る基本方針及び計画に関する事項 

 ３ 入試に関する基本方針に関する事項 

 ４ 学則その他重要な規程等の制定及び改廃に関する事項 

 ５ 教育研究予算に関する事項 

 ６ 内部質保証に関する事項 

 ７ 教員その他重要な人事に関する事項 

 ８ 学部間、研究科間の調整に関する事項 

 ９ その他学長が必要と認める重要事項 

 

（構成員） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 １ 学長 

 ２ 副学長 

 ３ 学部長 

 

（会議） 

第４条 会議は、学長が招集し、その議長となる。ただし、学長に事故があるときは、学長

があらかじめ指名した者がこれを代行する。 

② 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

③ 議長は、必要に応じて構成員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 

④ 会議の議事については、議事録を作成し、構成員の確認を得なければならない。 

  

（開催） 

第５条 会議は原則として、月 1回定例開催する。ただし、臨時に開催が必要な場合は、学

長が召集することができる。  
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（役員会への報告） 

第６条 学長は、常務会、理事会に必要に応じて大学運営会議審議事項等を報告する。 

 

（事務） 

第７条 会議の事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が行う。        

 

附 則 

①この規程は、平成 28 年 4 月 1日から施行する。 

②この規程の制定に伴い、「兵庫医科大学学長・副学長会議に関する内規」（平成 27 年 4

月 1日施行）は廃止する。 

附 則 

この改正は、2022 年 4 月 1日から施行する 

- 大学運営会議規程 ― 2 -



兵庫医科⼤学研究科教授会規程（案） 
 
（⽬的） 
第 1 条 この規程は、⼤学院学則第１１条第 5 項の規定に基づき、研究科教授会に関する
必要な事項を定める。 
 
（構成） 
第 2 条 研究科教授会は、⼤学院学則第１１条第 2 項に基づき、以下の者をもって構成す
る。 
１ 医学研究科教授会は、研究科⻑及び専任の教授をもって構成する。ただし、臨床教授及
び教育教授等は、この専任の教授には含まれないものとする。 
２ 薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科の各教授会は、研究科⻑並びに研究指導
教員⼜は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師をもって構成する。 
 
（審議） 
第 3 条 研究科教授会は、⼤学院学則第１１条第 3 項に基づく事項を審議し、学⻑に意⾒
を述べるものとし、同条第 4 項に基づき学⻑及び研究科⻑の求めに応じて、意⾒を述べる
ことができる。 
 
（議⻑・招集） 
第 4 条 研究科⻑は、研究科教授会を招集し、その議⻑となる。 
② 研究科⻑に事故があるときは、研究科⻑があらかじめ指名した者がこれを代⾏する。 
③ 研究科教授会を招集するには、あらかじめその⽬的である事項を⽂書で通知する。ただ
し、急を要するときはこの限りでない。 
④ 議⻑は、研究科教授会の運営等について、学⻑と事前協議するものとする。 
 
（開催） 
第 5 条 研究科教授会は、原則として⽉ 1 回定例開催する。ただし、必要あるときは随時
開くことができる。 
 
（定⾜数） 
第 6 条 研究科教授会は、第２条に規定する構成員の過半数が出席しなければ、これを開
くことができない。 
② 次の各号のいずれかに該当する者は、特別な定めがある場合を除き構成員の総数から
除外する。 
1 引続き 2 ⽉以上にわたり研究科教授会に出席することができないと認められる者 
2 海外に出張中の者 
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（研究科教授会構成員以外の出席）
第 7 条 議⻑は、必要に応じて構成員以外の者を臨時に出席させ意⾒を聴くことができる。
② 議⻑は、必要に応じて、教職員を出席させることができる。

（議事録作成・公開）
第８条 研究科教授会の議事については、議事録を作成し、研究科教授会構成員の確認を得
なければならない。
② 研究科教授会の議事次第は、学内外に公開する。
③ 研究科教授会の議事要旨は、学内に公開する。
④ 研究科教授会における発⾔は、公開しない。

（各種委員会の設置）
第９条 研究科教授会は、必要に応じて、各種の委員会を置く。
② 委員会に関する規程は、別に定める。

（役員会への報告）
第１０条 学⻑は、常務会、理事会に必要に応じて研究科教授会審議事項等を報告する。

（事務）
第１１条 この規程に関する事務は、⼤学事務部が⾏う。

（改廃）
第１２条 この規程の改廃は、学⻑が発議し、研究科教授会及び⼤学運営会議の意⾒を聴き、
常務会が⾏う。

附 則
この規程は、平成２７年５⽉１９⽇から施⾏する。

附 則
この改正は、平成２８年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則
この改正は、２０２０年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則
この改正は、２０２２年４⽉１⽇から施⾏する。

- 研究科教授会規程 ― 2 -



 

目 次 

 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２ 

 

Ⅱ 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か・・・・・・・Ｐ．１１ 

 

Ⅲ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１２ 

         

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１２ 

     

Ⅴ 教育方法、履修指導、研究指導方法及び修了要件・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１５ 

 

Ⅵ 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２０ 

 

Ⅶ 基礎となる学部との関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２１ 

 

Ⅷ 「大学院設置基準」第２条の２項又は第１４条による教育方法の実施・・・・・Ｐ．２２ 

 

Ⅸ 入学者選抜の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２４ 

 

Ⅹ 教員組織の編成の考え方及び特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２６ 

     

ⅩⅠ 施設・設備等の整備計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２７ 

     

ⅩⅡ 管理運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．２９ 

     

ⅩⅢ 自己点検・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．３１ 

     

ⅩⅣ 情報の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．３３ 

     

ⅩⅤ 教育内容等の改善のための組織的な研修等・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．３３ 

     

ⅩⅥ 転入学する学生への措置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．３５ 

 

 

 

 

 

- 設置の趣旨 ― 1 -



 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

（１） 学校法人の沿革 

 学校法人兵庫医科大学（以下「本法人」という。）は、昭和４６年１１月に学校法人寄附行為

認可を受け、翌年４月に、「社会の福祉への奉仕」「人間への深い愛」「人間への幅の広い科学的

理解」を建学の精神として、医学部単一学部からなる兵庫医科大学を開学し、昭和５３年４月に

は大学院医学研究科を設置した（西宮キャンパス）。 

平成９年１０月には、地域医療に貢献すべく兵庫医科大学篠山病院を開設し、その後、平成１

１年９月にささやま老人保健施設を開設した（篠山キャンパス）。 

平成１９年には、将来的な医療の在り方、これに対する医学部教育の実績を積み重ねてきた本

法人の役割・責任を踏まえ、「人間への深い愛と豊かな人間性を持ち、幅広い知識と優れた技術

を備え、社会とともに医療を担う医療専門職者を育成する。」との教育理念に基づき、薬学部（医

療薬学科）、看護学部（看護学科）及びリハビリテーション学部（理学療法学科、作業療法学科）

の３学部４学科を擁する兵庫医療大学を開学した。その後、平成２３年４月に大学院看護学研究

科及び医療科学研究科を、平成２５年４月に大学院薬学研究科を設置した（神戸キャンパス）。 

このように、本法人は医療総合大学を標榜しチーム医療推進のため、「学校法人兵庫医科大学

のチーム医療」を定め、チーム医療を実践する医療人の育成に努めてきた。 

兵庫医科大学開学から４９年、兵庫医療大学開学から１４年が経過し、建学の精神に則り、多

くの有為な医療人を社会に輩出するとともに、教育・研究基盤も拡充し、医療系大学として一定

の評価を得るまでに成長してきた（令和２年度までの卒業者数は、兵庫医科大学医学部４，４０

８名、兵庫医療大学：薬学部１，１７１名、看護学部１，１３６名、リハビリテーション学部９

２７名）。  

 

（２） 設置（統合）の経緯及び趣旨 

 現在、大学を取り巻く環境は、１８歳人口減少という人口構造の変化の中、厳しさを増してお

り、各大学が生き残りをかけて戦略を模索している。また、大学の連携・統合等の点では、国立

大学の一法人複数大学制度、私立大学での学部単位での事業譲渡の円滑化や合併の促進など、連

携・統合や事業承継円滑化の環境整備が進められている。 

医療系大学等においても、医療人育成機関の増加、国家試験の難関化など厳しい状況に変わり

はなく、医科大学が医療系学部を順次設置していく中で、統合後の兵庫医科大学の４学部それぞ

れが教育改革を行い、「医系総合大学」として特色ある優れた医療人を養成することで社会的責

任を果たしていく。 

また、チーム医療の現状については、本法人は、「多職種連携教育」に関して「学校法人兵庫

医科大学のチーム医療」を定め、その中で「兵庫医科大学・兵庫医療大学間で大学・学部の垣根

を超え、ボーダレスな教育を行う。」、「両大学は連携してチーム医療の推進について研究を行い、
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情報を発信する。」と謳っており、実際に教育面では４学部合同のチーム医療演習などを行い、

一定の成果を収めている。では実際に医療現場でチーム医療を両大学の卒業生は実践できてい

るかを見ると、時代の趨勢とともにチーム医療は浸透しつつあるものの、現状では役割分担の域

を出ず、多職種が「連携」しているとは言い難い状況にある。今後は、医療の質向上のためには、

業務分担ではなく、多職種が連携し、相互に影響する多職種連携「Ｉｎｔｅｒｐｒｏｆｅｓｓｉ

ｏｎａｌ」を目指す必要がある。 

 現在、本法人では、西宮キャンパスの新病院建設計画を進めており、予定では令和８年度開院

となる。統合後、兵庫医科大学全学部の学生は、最新の医療施設・設備を整えた新病院で臨床実

習等を行うことが可能となり、教育環境が一層改善されることとなる。また、新病院建設に合わ

せて地域医療機関との連携を一層強化することにより、卒業生の安定的な就職先の確保にも寄

与することが見込まれる。 

以上のことも含め、今後の将来展望を踏まえて、本法人に求められる①質の高い医師、医療専

門職者を養成するための教育・研究体制の充実及び教育の質の向上 ②法人運営及び組織体制

の強化 ③「医系総合大学」としての認知度及び評価の向上などの点から、「医学部」「薬学部」

「看護学部」「リハビリテーション学部」それぞれにおける教育を従来以上に緊密な連携のもと

実施するため、兵庫医科大学と兵庫医療大学を統合し、４学部５学科の新たな「医系総合大学」

とすることの結論に至り、令和２年１１月２８日開催の理事会において、令和４年４月に兵庫医

療大学の３学部３研究科を、現状と同じ内容で兵庫医科大学に設置し、兵庫医療大学は廃止する

という大学統合計画が承認された。兵庫医療大学の廃止に際しては、令和４年４月１日に同大学

の学生募集停止及び在学生の兵庫医科大学への転入学を併せて実施する。 

当該計画においては、文部科学省から、令和２年１０月に「学校法人の寄附行為及び寄附行為

の変更の認可に関する審査基準」第四の四の（三）の適用審査において、「適用可能」との回答

を得ており、また、令和２年１２月には「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関

する規則」第３条に係る教員審査省略の該当の適否の事前相談において、「教員審査の省略が可

能」との回答を得ている。 

 

（３） 看護学研究科設置の趣旨 

近年の保健・医療・福祉を取り巻く環境は、超少子高齢化の急速な進行と生活習慣病の増加

に伴う疾病構造の変化や新たな健康危機の発生などに加え、健康寿命の延伸やＱＯＬの向上を

志向する人々のニーズが高まっているが、一方では拡大する健康格差など多様化・複雑化して

いる。また、保健・医療・福祉サービスは、医療の高度化・先進化・専門化に伴って、医療・

保健従事者の教育も高度化・専門化が進み、それを担う専門職者の不足や地域偏在が顕在化し

てきている。 

このような変動の中、人々が安心して安全な、かつ高度な医療・保健サービスを身近な地域
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で享受できる環境を整えることは、医療関連の専門分野で人材育成のみならず学術的な観点か

ら重要な課題である。看護は、人々の健康を支える最も身近な専門職として、優れた看護実践

を提供するとともに、保健・医療・福祉の変革に先駆的・創造的に取り組む役割を担ってきた

が、近年さらに人々の尊厳を護る人間性豊かな高度実践者や教育・研究者の養成への期待も高

まっている。      

学校法人兵庫医科大学は、大学院医学研究科を有する兵庫医科大学、兵庫医科大学病院、兵

庫医科大学ささやま医療センターを有し、特に、看護部門においては従来から高度な専門性を

志向した看護実践及び教育・研究を推進してきている。このようなバックアップのもと、現行

の兵庫医療大学看護学部は、兵庫医科大学と共に高度先進医療におけるチーム医療の重要な担

い手である看護職者の育成を目的として学部教育及び大学院教育を行い、大学院看護学研究科

は令和元年度までに４４人の修了生を輩出してきた。今回、これまでの実績を踏まえ、さらな

る質の高い、充実した大学院教育を展開しようとするものである。 

本法人は、兵庫医療大学の開設時より看護学部の臨地教育の場として整備を充実させ、臨地

実習指導における連携体制も確立している。平成２１年から医療人育成センター（当時）を開

設し、医療従事者の教育を総合的に推進する環境を整えてきた。現在は、同一法人内の兵庫医

科大学病院と看護学研究科が連携して看護職者のキャリアアップを図るとともに、教育・研究

を通して看護実践の質向上を図っている。特に、専門看護師（Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｎｕｒｓ

ｅ Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ：以下ＣＮＳ）については、現在までに８名の急性・重症患者看護

専門看護師・がん看護専門看護師の専門看護師教育課程修了者が、兵庫医科大学病院をはじめ

とする医療機関で活躍している。ＣＮＳの責務は、地域医療と共に大学病院としての高度先進

医療を利用・受用する地域生活者に対して、質の高い、信頼される医療・看護を継続して提供

することにある。ＣｕｒｅとＣａｒｅの両方の側面における卓越した看護実践能力と専門看護

師としての実践・教育・相談・調整・倫理調整・研究の役割を果たせる人材の育成が重要であ

る。兵庫医科大学大学院に修士課程及び看護学研究科、医療科学研究科、博士課程である医学

研究科及び薬学研究科の４研究科が設置され、各研究科の豊富な教授陣による教育が行われる

ことで、このＣｕｒｅとＣａｒｅの融合させた教育内容の充実が図れることは明らかである。

つまり、兵庫医科大学・兵庫医科大学病院の多彩な特徴を活かし、次世代のチーム医療の牽引

者となりうる高度な看護専門職者を継続的に育成と輩出が可能となるのである。 

このような背景のもと、看護学研究科は、看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実

践領域の２領域を設け、それぞれの看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用につい

て体系的に学修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専門的知識と技術に立脚し、

先駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に解明する教育・研究能

力を育成することを目的とする。 

以上、大学院看護学研究科は、高度先進医療の提供を責務とし、地域に開かれた兵庫医科大
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学病院と一体となり、将来の看護学の発展を担う教育者・研究者の育成と共に、高い専門性の

もとで看護実践を遂行する医療専門職者の育成を特有の使命とするものである。 

 

（４） 看護学研究科設置の必要性 

  急速な超少子高齢化の進行に伴う生活習慣病や高齢期特有の疾病・障害による要介護高齢

者の増加、新たな感染症等健康危機の発生など環境変化が著しい。また、高度化・専門分化す

る先進医療に適切に対応するためには、人々の健康を包括的かつ専門的に捉え、当事者を主体

としつつチーム医療を推進できる能力が求められている。そのためには、看護学分野において

看護に関連する医療を科学的裏付けによる新たな展開を進めると共に、専門性の高い実践能力

を持った人材の育成が必要である。即ち、本研究科は看護現象を科学的に解明する研究者や教

育者の養成と高度で専門性の高い看護実践者の育成の二つの柱をおいて、その目的を達成しよ

うとするものである。 

まず、第一の柱である研究推進・教育者の育成については、看護系では大学院課程が主たる

教育の場であり、将来教育・研究者を養成する看護系大学院修士課程は、令和元年度現在１８

０課程にのぼっているが、看護学の充実や発展は、医療の進歩や社会の要請の変化に対応でき

るまでには至っていない状況である。本学が位置する兵庫県については、看護系１５大学に対

し、大学院は９大学がある。それぞれにおいて特徴のある大学院教育を展開しているが、本学

が設置しようとする大学院は看護学研究科以外に医学研究科、薬学研究科、医療科学研究科の、

他の大学院にはない４研究科が設置されることになる。その豊富で多彩な人材と研究資源、学

生間の交流環境は、新しい研究課題を生み出し、新しい発見につながることが期待できる。今

日の社会の複雑で困難な看護課題に対応できる研究者・教育者を育成できることは明らかであ

る。 

第二の柱である高度実践看護専門職者の育成については、わが国では看護職能団体である

（社）日本看護協会が定めた専門看護師（ＣＮＳ）制度が設けられている。この制度は保健・

医療・福祉の発展と看護学の向上のために、特定の専門分野において高度な知識・技術を深め、

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人・家族・集団に対して、水準の高い看護ケアを効率よく

提供する目的で設けられたものである。現在、特定されている分野は、がん看護、精神看護、

地域看護、老人看護、母性看護、小児看護、慢性疾患看護、急性・重症看護、感染症看護、家

族支援、在宅看護、遺伝看護、災害看護の１３分野であり、その教育は日本看護系大学協議会

の専門看護師教育課程認定委員会による審査で認定を受けた大学院修士課程で行われている。

令和２年１２月現在全国で２，７３３名のＣＮＳが認定され、兵庫県は１７４名のＣＮＳが就

業しているが、就業者の専門分野と就業先に偏りがあり、都市部や規模の大きな医療機での就

業が多い。しかし、今後は地方や中小の医療機関での活躍が求められると推測でき、その需要

は今後一層高まっていくと考えられる。また、高度先進医療を実践する兵庫医科大学病院とし
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て、地域の要請に応える高度専門看護職者を求めていることから、今回設置する看護学研究科

においても、専門看護師育成の領域として急性・重症患者看護分野及びがん看護分野の設置を

継続し、積極的に養成することが必要である。 

本研究科に入学を希望する者の一部は、就業を続けながら修学することを望むと考えられる。

そのために、１４条特例による平日夜間、土曜日、夏季休暇中等の開講を今後も計画しており、

大学院修学を目指す看護職者に門戸を拡大し、就業継続が可能となるよう配慮するとともに、

看護実践と学修・研究を並行することを通して、看護実践能力の向上と学修・研究の臨床への

応用・反映を可能となると予測できる。 

 

（５） どのような人材を養成するのか 

① 教育・研究領域の概要 

看護学研究科看護学専攻では、前項の目的を達成するために、看護学基礎研究領域と看護学

課題研究・高度実践領域の２つの柱で構成する（図１参照）。 

 

（ⅰ）看護学基礎研究領域 

看護学固有の研究課題を追求する基礎的段階の教育・研究者の育成であり、将来、博士後

期課程につなげることを視野に入れて養成する。看護学基礎研究領域では４分野１３特定分

野から構成している。４分野は、①基盤看護学分野、②療養支援看護学分野、③家族支援看

護学分野、④生活支援看護学分野である。 

 

（ⅱ）看護学課題研究・高度実践領域 

高度専門看護職者である専門看護師（ＣＮＳ）を育成する領域であり、以下の分野を設ける。

高度実践領域として課題研究を課すことにより、希望する者は将来博士課程への進学を可能と

する。その構成は次の２分野である。それらは、①急性・重症患者看護専門看護師分野、②が

ん看護専門看護師分野である。 
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＜ 図１ ＞ 

 

② 各分野の概要 

各領域、分野及び特定分野の概要は以下のとおりである。 

 

（ⅰ）看護学基礎研究領域 

ア 基盤看護学分野 

基礎看護学、看護教育学、看護開発科学の３特定分野で構成している。基礎看護学は看護の

方向性を導く看護理論、看護実践の基盤を支える倫理観と人間相互関係、及び科学的根拠（生

理学的検証）に基づいた看護技術の検証、専門性に基づく技術に関する研究（皮膚排泄ケア・

感染制御）などの基礎的研究能力を育成する。看護教育学は看護教育に関する諸理論と概念の

理解を基に、その本質を探究し、看護職への教育的働きかけ、教育環境づくり、教育方法の有

効性等に関する知識と技術を追求し、看護教育における基礎的研究能力を育成する。 

また、看護開発学は看護実践と研究のギャップを埋めるＥＢＨＣ（Ｅｖｉｄｅｎｃｅ－ｂａ

ｓｅｄ ｈｅａｌｔｈ ｃａｒｅ）について学び、ＥＢＨＣの基礎となる様々なＳｙｓｔｅｍ

ａｔｉｃ Ｒｅｖｉｅｗ研究、研究と実践の橋渡しに求められる方法論とＥＢＨＣを実現する

ためのリーダーシップ、現場をエビデンスで改善していけるリーダー、ガイドライン作成など

で求められるエビデンス研究の専門家を育成する。 

看護学基礎研究領域 看護学課題研究・高度実践領域 領域 

分野 

①基盤看護学分野 

②療養支援看護学分野 

③家族支援看護学分野 

④生活支援看護学分野 

①急性･重症患者看護専門看護師分野 

②がん看護専門看護師分野 

学位 修士（看護学） 

対象 看護師・保健師・助産師 

基盤 看護学部 看護学科 

研究科 

専攻 

看護学研究科  

看護学専攻 
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イ 療養支援看護学分野 

急性看護学、がん看護学、慢性看護学、精神看護学の４特定分野で構成している。急性看護

学はクリティカルな状況にある患者・家族の生命の維持・回復、苦痛の緩和、セルフケア能力

の回復、ＱＯＬの向上を目的とした看護援助技法、家族への支援などを含む専門的な看護を提

供できる看護実践能力と研究能力を育成する。がん看護学はがん看護の基盤となる概念・理論

に関する知識や諸研究、がんの病態・診断・治療に関する最新の知見を学修し、がん看護領域

における看護研究を実践する力を育成する。慢性看護学は慢性看護の基盤となる概念・理論に

関する知識や諸研究の学修、臨床現場の課題や疑問から、研究テーマを絞りこみ、自らの力で

看護研究を実践する力を育成する。精神看護学はセルフケア理論に基づく包括的アセスメント、

教育的介入方法等に関する幅広い知識を身につけ、精神看護学分野の専門家として精神障がい

者自身の社会復帰過程への主体的参加を促進する支援において有用な実践能力と研究能力を

育成する。 

  

ウ 家族支援看護学分野 

小児看護学、母性看護学、助産学の３特定分野で構成している。小児看護学は子どもとその

家族を取り巻いている社会状況や生活を理解しアセスメントする方法を探究し、あわせて慢性

疾患などの健康障害を持つ子ども、親、きょうだいが内包している健康問題や課題、不適切な

親子関係や現在の子育てにおける課題を解決するための看護支援について実証的な研究能力

を養う。母性看護学は女性のライフサイクル各期を中心にした健康支援について、疾病中心の

医療と看護の観点に留まらず、文化的、歴史的、社会的背景も勘案した健康課題を探求し女性

のリプロダクティブ・ヘルス／ライツを根幹に据えて、ヘルスプロモーションやＷｅｌｌ－ｂ

ｅｉｎｇ等の様々な視点から看護介入モデルを学修し実践的な研究能力を育成する。助産学は

出産を取り巻く環境の歴史的変遷を概観、女性のもつ生殖の性とジェンダーについての理解を

深めると共に、出産の医学的管理を誘引した諸政策についても探求する。様々な女性と家族の

健康に関する諸問題について、Ｅｖｉｄｅｎｃｅ－Ｂａｓｅｄ Ｈｅａｌｔｈ Ｃａｒｅ（Ｅ

ＢＨＣ）を用いた解決方法の基礎的能力を育成する。また国際的な視点を基に実践的な研究能

力を育成する。 

     

エ 生活支援看護学分野 

老年看護学、地域看護学、在宅看護学の３特定分野で構成している。老年看護学は高齢者が

健康的な生活を維持できるよう、老年看護に必要な概念や理論、健康生活評価方法等を修得し、

高度な専門的 援助を実践し、また看護方法の研究・開発を行う能力を育成する。地域看護学

は地域で生活する人々を対象とした地域看護支援技術の開発と評価方法について実践的な研

究能力を育成します。在宅看護学は在宅療養者及び介護家族の健康生活の向上、在宅看護実践
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の質的改善、介護家族への支援方略、在宅ケアシステムの構築など、在宅看護の知識体系の発

展に寄与する知見を探究し、在宅看護領 域における臨床疑問や研究課題を明確化し、科学的

プロセスを踏まえて研究していく能力を育成する。 

 

（ⅱ）看護学課題研究・高度実践領域 

ア 急性・重症患者看護専門看護師分野 

この分野ではクリティカルな状況にあり複雑で解決困難な看護問題を持つ個人・家族や集団

を対象に、クリティカルな状況にある人間を総合的にとらえるキュアとケアの融合による高度

な知識・技術、個人・家族を中心とした治療環境を総合的に管理するために必要な知識を学修

するとともに、専門看護師として役割を果たすための実践能力を育成する。 

 

イ がん看護専門看護師 

がん看護の基盤となる概念・理論に関する知識や諸研究、がんの病態・診断・治療に関する

最新の知見を学修し、水準の高い看護ケアを効率よく提供するための卓越した技術と問題解決

能力を修得する。また、臨床現場の課題や疑問に関するディスカッションやフィールドワーク

から、がん看護 領域の実践現場に活用できる実践・研究能力をも育成する。 

 

（６） 修了後の進路 

看護学基礎研究領域の修了生は、保健・医療・福祉機関や教育・研究機関に就業し、看護３

職種並びに学生の教育指導にあたる。特に看護系教育機関は平成１７年の１２７大学から令和

元年２７２大学へと、この１３年間で約２倍と急激に増加しており、修士課程については１８

０課程ある。その中で、各大学では教員の確保困難が続いている。平成３０年の日本看護系大

学協議会と日本私学看護系大学協議会との協働調査によれば、大学院修士課程修了者の就職先

は、病院・診療所が５８．１％（うち１４％は専門看護師課程）であり、大学等教育機関・研

究機関は１１．５％であった。一方で、博士後期課程修了者については大学等教育機関・研究

機関への就職が５９．０％であった。大学教員の需要は当面継続すると考えられるが、博士後

期課程修了者の半数が大学等教育機関・研究機関に就職していることから、博士後期課程につ

ながる本学の修士課程の存在意義はある（【資料１】参照）。 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科修了後の就業先実績としては、兵庫医科大学病院・

兵庫医科大学ささやま医療センターをはじめ兵庫県内及び近隣府県の医療機関を中心に、訪問

看護機関、保健所・保健センターなどの保健機関、高齢者保健福祉施設等である。それらの看

護実践の場が現在そして将来の指導的役割を担う人材を求めており、修了後の進路は充分に確

保可能と考えている。 

また、看護学課題研究・高度実践領域の修了者は、保健・医療・福祉機関の看護専門職者と

- 設置の趣旨 ― 9 -



 

して就業し、急性・重症患者看護分野、がん看護分野の専門分野の実務研修期間修了後に日本

看護協会による専門看護師の認定審査を受審し資格取得を目指す。専門看護師の資格取得後は、

高度な看護実践、及び相談・調整・倫理調整・教育・研究の６つの役割を果たしながら、実践

現場における指導的役割を担い、看護の向上と変革を組織的に推進する。専門看護師の就業数

は年々増加しているが、大都市圏及び大学病院等大規模病院と専門病院に偏っている状況も続

いている。 

中国・四国地方の専門看護師数は近畿圏内の数と比較して格段に少ない。また兵庫県北部地

方なども少ない。本学の立地からこれらの地域において、医療機関等の看護レベル質向上や指

導的役割を担うことができる専門看護師は、今後も本学の修士課程修了後の需要は充分にある

といえる（【資料２】参照）。 

【資料１ ２０１８年度看護系大学に関する実態調査】 

【資料２ 都道府県別専門看護師登録者数】 

 

（７） 人材需要の見通し 

  近年の看護系教育機関の急増は、全国的に看護学教員の不足をもたらしており、将来教育・

研究を担う人材の養成が急務とされ、人材需要は高まる一方である。 

  大学教員の量的充実だけではなく、質的な充実に関しても重要な課題である。文部科学省で

は、看護系大学が急増している状況を受け、「大学における看護系人材養成の在り方に関する

検討会最終報告（平成２３年３月）」を取りまとめている。 

この報告書の提言では、看護系大学院における教員養成機能の強化を図ることが打ち出され

ている。その点から考えても大学教員の質的・量的な充実が求められている 

また、保健・医療・福祉機関では質の高い看護実践を提供できる高度専門看護実践者が求め

られている。特に専門看護師については、令和２年１２月現在で１０８大学院３４７専門看護

師教育課程があるが、急性・重症患者看護分野は３６課程、がん看護分野は７７課程である。

しかし、その教育機関は偏在し、関西圏では兵庫県・大阪府に留まり、中国、四国地方の急性・

重症患者看護分野は３大学となっている。本学の立地から中国・四国からの受験者が見込まれ

る。また、各大学院の養成数は数人弱に限られることから社会的な要請と修学希望者のニーズ

に十分に対応できているとはいえない。 

令和２年に兵庫医療大学看護学部の第３学年次生に実施した進学意向調査では（【資料３】

参照）、大学院に進学したいと回答した者は２２名（２３．２％）、さらに本学大学院を受験し

たい、且つ合格した場合進学したいと回答した者は１０名（１０．５％）という結果であった

（【資料４】参照）。これらの結果から、学部在学生の本学大学院への進学希望は将来に向けて

継続的に確保可能と考えられる。 

また、これまで現行の兵庫医療大学看護学部卒業生の大学院入学も平成２８年からあり、現
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在卒業生２名が在学している。平成２２年４月に本学看護学部第１～４学年次生の４１８人の

在学生を対象として実施した進路希望調査結果によれば、卒直後及び看護職者としてキャリア

を積んだ後に大学院への進学を希望した者は６０人（１４．６％であり）、今は決められないが

将来大学院進学を検討したいと１４５人（３５．２％）が回答しており、将来も含めて約５０％

の学部生が大学院進学を志向している（【資料５】参照）。加えて、大学院への進学希望者が将

来目指すものとして、研究者が６．４％、専門看護師が５７．１％、教育者が１１．０％であ

った。このことから臨床での経験を積み、その後に大学院への進学を希望していると考えられ、

現行の兵庫医療大学看護学部の卒業生１，０１４名の今後の大学院進学が継続的に見込まれる。 

【資料３ 看護学研究科に関するアンケート】 

【資料４ 看護学研究科 進学意向調査（看護学部第３学年次生）集計表】 

【資料５ 平成２２年進路希望調査結果】 

 

（８） 到達目標等 

看護学研究科修了時の到達目標は、看護学基礎研究領域・看護学課題研究・高度実践領域と

もに修了に必要な科目を履修し、特別研究または課題研究論文を完成させ、審査に合格し修士

の学位を取得することである。 

  看護学課題研究・高度実践領域の修了生は、それまでに実務研修５年以上、そのうち３年以

上は専門看護分野の実務研修、このうち６ヶ月の修士課程終了後の実務研修を経て、専門看護

師認定審査に合格して専門看護師資格を取得する。そして専門看護師として就業し、専門看護

師の役割を果たすとともに、看護実践の場の発展と変革を推進する。 

看護学研究科修了後には、科学的根拠と基礎理論及びその応用について体系的に修得した看

護学を、保健・医療・福祉の場で高度かつ専門的に提供・実践するとともに、指導的役割を担

い組織の発展と変革に貢献できる看護専門職者及び教育・研究者としてグローバルな視点で社

会に貢献できることを目標とする。 

 

Ⅱ 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か 

看護学研究科では、修士課程の完成後に博士課程設置を目指し、修士課程における看護学基

礎研究領域と看護学課題研究・高度実践領域の２領域ともに、修士論文または課題研究を課し

ており、一定の成果を修めた者に対しては、看護学教育者、看護学研究者及び高度実践看護専

門職者としての能力の高度化を図るための博士課程進学を可能とすることを目指している。博

士課程の設置後には、修士課程から博士課程前期・後期とし、継続的に研究課題の考究できる

機会を提供する、また、ケアの質改善に取り組むためのチームを牽引できるリーダーシップや

変革者として活躍できるなどの高度実践能力の深化のための機会を提供することを構想する

ものである。 
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Ⅲ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

本研究科看護学専攻では、看護学研究を遂行できる人材養成と高度看護実践者としての専門

看護師の養成に主眼をおくことから、研究科・専攻名称、学位名称について以下のとおりとす

る。 

（１） 研究科名称 

看護学研究科 

Ｇｒａｄｕａｔｅ Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

（２） 専攻・学位名称 

看護学専攻 

 Ｃｏｕｒｓｅ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

修士（看護学） 

Ｍａｓｔｅｒ ｏｆ Ｎｕｒｓｉｎｇ 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

看護学研究科は、看護専門職者が保健・医療・福祉の場で行う看護実践の科学的根拠となる

基礎理論及びその応用について体系的に教授・研究すると共に、地域社会における人々の健康

生活の維持増進、疾病の予防と健康の回復及び人生の終末期を生きる人々に役立つ看護援助・

支援を高度かつ教育的に実践できる能力を養うという目的を達成するための教育課程である。

また、コースワークとリサーチワークを組み合わせ編成しており、教育課程全体は、修士課程

共通科目、看護学共通科目及び看護専門科目で構成している（【資料６】参照）。 

【資料６ 看護学研究科の科目構成】 

（１） 修士課程共通科目 

本研究科設置の趣旨であるチーム医療を推進する学際的な環境を整備するために、同時に開

設する医療科学研究科と連携・協力を推進することを特色としており、両研究科の連携のもと

で開講する研究科共通科目で構成する。科学的根拠に基づいた高い専門知識の修得と、高度実

践への応用及び先進医療に関わる最新の情報と課題を修得するために、「医療統計学特論」、「医

療倫理学特論」「先進医療支援特論」の３科目を設けている。  

（２） 看護学共通科目 

将来研究者・教育者を志向する看護学基礎研究領域と高度専門看護職者を目指す看護学課題

研究・高度実践領域の各専門領域・分野を超えて必要な能力を高める看護学共通科目を設けて
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いる。まず、看護学を探求し看護実践の科学的根拠を構築するための基礎的理論を中心とした

「看護理論」及び看護専門職者として高い倫理観に基づく看護を実践するために「看護倫理」

を設け、高度看護実践と看護学研究を遂行するために必要な科目として「看護教育論」、「看護

管理論」、「看護政策論」、「コンサルテーション論」を設けた。また、看護学研究の理論と概念

枠組み、主要な研究手法を修得する「看護研究」「看護研究演習」「システマティックレビュー」

を設け、看護学課題研究・高度実践領域を選択した学生が専門看護師資格認定に必要な教育、

相談、調整機能を高める科目を含む科目を配置した。さらに、将来的により高度な専門知識と

技術を活用し幅広く活躍できる高度専門看護師の育成も視野に入れて、「アドバンスト・フィ

ジカルアセスメント」及び「臨床薬理学・薬物治療特論」「疾病・病態特論」の３科目を設け、

専門看護師の資格取得にも対応している。  

 

（３） 看護学専門科目 

看護学専門科目は、各専門分野における看護学の主要な概念・理論を中心に探究する「看護

学特論」、看護対象の特性を追求し看護援助の枠組みを探求する「看護学援助特論」、学内・臨

地における体験を通して専門的看護実践能力を高める「看護学演習」により構成している。さ

らに、看護学基礎研究領域の選択者に対し、看護学研究能力を高めるために「看護学特別研究」

を設けており、学位論文として修士論文を作成する。  

看護学課題研究・高度実践領域の選択者には、ＣｕｒｅとＣａｒｅの両方の側面における卓

越した看護実践能力と専門看護師としての実践・教育・相談・調整・倫理調整・研究の役割に

ついて修得する「看護学実習」、及び看護実践の質向上を探求する「看護学課題研究」を設けて

おり、学位論文として課題研究報告書を作成する。 

 

（４） 看護学研究科のカリキュラムについて 

① ディプロマ・ポリシー 

＜看護学基礎研究領域＞  

１．高い倫理観を基盤とした看護の高度な実践能力や研究者としての基礎的能力を有する。  

２．医療・保健・福祉チームにおける連携・協働を促進する役割を果たすことができる。  

３．国際的な視野に立ち看護の課題に取り組む姿勢を有する。  

 

＜看護学課題研究・高度実践領域（専門看護師、Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｎｕｒｓｅ Ｓｐｅｃｉ

ａｌｉｓｔ： ＣＮＳ）＞ 

１．高い倫理観を基盤とした看護の高度な実践能力や研究者としての基礎的能力を有する。  

２．専門看護師（ＣＮＳ）に求められる「卓越した実践能力」「教育能力」「コンサルテーショ

ン能力」「コーディネーション能力」「研究能力」「高邁な倫理観」の６つの能力を有する。 
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② カリキュラム・ポリシー 

＜編成方針＞ 

１．修士課程における共通科目は、科学的根拠に基づいた医療・保健・福祉に関連する専門的 

知識の修得と高度実践への応用、先進医療に関わる最新の情報と課題の修得を目的として１ 

年次に配置する。 

２．看護学研究科共通科目は、各看護学分野、及び看護学基礎研究領域と高度看護学課題研 

究・高度実践領域の枠を超えて必要な専門知識と研究・実践能力の修得を目的として１年次 

に配置する。  

３．看護学研究科専門科目は、主要な概念・理論を探求する看護学特論、看護対象や援助の枠 

組みを探求する看護学援助特論、学内・臨地における体験を通じて専門的看護実践能力を高 

める看護学演習を配置する。  

４．看護学基礎研究領域では研究能力育成のために看護学特別研究を配置する。 

５．看護学課題研究・高度実践領域（ＣＮＳ）では専門看護師としての看護実践能力・役割を 

修得するための実習及び看護実践の質向上を探求する看護学課題研究をそれぞれ配置する。 

 

＜実施方針＞ 

コースワークとして実施される共通科目や専門科目における講義科目は、学生の広い視野を

涵養するとともに教育・研究者の育成及び高度看護実践者の育成のため、双方向・多方向の講

義形態を用いる。リサーチワークとして実施される専門科目は、研究指導教員の指導のもとに

実施する。研究課題の明確化と研究テーマの設定、研究計画に基づく実施データの分析と考察、

論文の作成と公表を通じて、研究者となるに足る知識・技術・態度を修得する。また、看護学

課題研究・高度実践領域における専門看護師（ＣＮＳ）養成は、専門看護師としての高い専門

性と優れた看護実践能力を修得するとともに、看護実践の質向上を探求する看護学課題研究を

修得する。 

 

  前述した科目の編成方針及び実施方針に基づいた看護学研究科のカリキュラムマップを示

した（【資料７】参照）。カリキュラムマップには、修士課程共通科目、看護学共通科目及び看

護専門科目別に授業科目を一覧に示した。また、それぞれの科目の配当年次を明記した。さら

に、看護学基礎研究領域、看護学課題研究・高度実践領域別に科目と以下の看護学研究科のデ

ィプロマ・ポリシーとの関係を〇印で示した。 

【資料７ カリキュラムマップ】 

 

（ⅰ）修士課程共通科目 

修士課程共通科目は、２領域共にＤＰ１の修得に向けて、科学的根拠に基づいた医療・保健・
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福祉に関連する専門的知識の修得と高度実践への応用、先進医療に関わる最新の情報と課題の

修得を目的として１年次に配置する。  

 

（ⅱ）看護学研究科共通科目 

看護学基礎研究領域と看護学課題研究・高度実践領域の枠を超えて、主にＤＰ１及びＤＰ２

の修得に向けて、必要な専門知識と研究・実践能力の修得を目的として１年次に配置する。特

に、高度看護学課題研究・高度実践領域では専門看護師（ＣＮＳ）に求められる能力を修得す

るために必要な基盤的な知識・技術を修得するための科目の配置である。 

 

（ⅲ）看護学研究科専門科目 

専門科目は、主にＤＰ１及びＤＰ２あるいはＤＰ３の修得に向けて、専門看護学分野ごとに

主要な概念・理論を探求する「看護学特論」、看護対象や援助の枠組みを探求する「看護学援助

特論」、学内・臨地における体験を通じて専門的看護実践能力を高める「看護学演習」を配置す

る。 

 また、看護学基礎研究領域では、全てのＤＰの修得に向けて、研究能力育成のために看護学

特別研究を配置する。看護学課題研究・高度実践領域（ＣＮＳ）では、全てのＤＰの修得に向

けて、専門看護師としての看護実践能力・役割を修得するための実習、看護実践の質向上を探

求する看護学課題研究をそれぞれ配置する。  

   

Ⅴ 教育方法、履修指導、研究指導方法及び修了要件 

（１） 教育方法 

授業科目と単位は【資料８】に示す。修士課程共通科目、看護学共通科目及び各専門分野の

特論と援助特論は講義科目であり、演習、実習科目、特別研究、課題研究で構成する。 

【資料８ 教育科目と単位表】 

 

（２） 履修指導及び研究指導の方法 

① 指導教員の決定 

受験希望者への周知は、大学ホームページ及び入学案内パンフレットにおいて看護学研究科

を紹介し、各専門分野と教員の研究活動を開示する。オープンキャンパスでは受験希望者が相

談できる場を設け、個々の志望に対応できる機会を設ける。また、募集要項には受験前に、必

ず主指導教員の事前相談を受けるように明記し、受験生の希望に沿う領域と専門分野が選択で

きるよう教員が相談に乗る。入学後のガイダンスでは、各専門分野の教育・研究内容及び研究

課題に取り組む課程を説明する。 
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② 領域の決定と履修指導  

「看護学基礎研究領域」または「看護学課題研究・高度実践領域」の選択については、受験前

の主指導教員との事前相談における意向を踏まえ、入学後に主指導教員と相談のうえ決定する。

決定後の領域変更は履修科目が異なるため不可能である。 

また、履修科目については、履修ガイダンス及び主指導教員から履修指導を受けて検討する。

その際、学位規程、履修規程及びシラバスの学修内容、単位の修得と評価等を十分に検討し理

解した上で決定する。 

  看護学課題研究・高度実践領域の実習科目については、優れた看護実践を提供し、専門看護

師をはじめ専門的な指導ができる指導者が確保できる実習施設（兵庫医科大学病院、兵庫県が

んセンター、訪問看護ステーション他）を選定し、指導教員と共に指導可能な環境を整えてい

る（【資料９】参照）。 

  成績評価は、授業・研究への積極的・能動的な取り組み姿勢と提出された成果物（レポート、

研究成果論文など）の内容に基づいて科目責任者が行い、看護学研究科委員会で確認する。 

【資料９ 実習要項】 

 

③ 研究指導・論文指導 

履修指導、研究指導及び論文指導は、指導教員が個々の学生に応じて行う。指導に当たって

は学生の経験、志望、能力、適性等を充分に配慮した上で、高度な看護実践者と教育・研究者

の育成を目指した指導を行う。修士論文・課題研究の質向上と円滑な遂行を図るために、研究

計画書審査と倫理審査を経て研究が進められる体制を整えている。 

看護学基礎研究領域は、特別研究において看護学の研究課題を追究し、学位論文として修士

論文を作成する。看護学課題研究・高度実践領域は、課題研究において看護実践を深く追求し

た課題を探求し、学位論文として課題研究報告書を作成する。特別研究は主指導教員１名及び

副指導教員１名の指導を受ける。課題研究報告書では指導教員１名の指導を受ける。特別研究

論文（修士論文）及び課題研究報告書の指導は、専門分野の知見と研究業績を有し、当該研究

方法に卓越した研究実績を持つ教員を主指導・副指導とする。主指導及び副指導は合教員以上

が担当する。 

  これらの研究指導体制は各学生の中間報告後に決定する。特別研究及び課題研究を実施する

過程において、研究計画書・倫理審査申請書類を作成し、看護学研究科事前倫理審査・指導を

受け、兵庫医療大学倫理審査委員会を受審し承認が必要となる（【資料１０】参照）。 

【資料１０ 大学院看護学研究科学位論文審査に関する内規】 

 

（２） 修了要件 

① 看護学研究科の修了要件  
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看護学研究科に２年以上在学し、次のいずれかの要件を満たしていること。早期修了を希望

する大学院生については、兵庫医科大学大学院学則第２２条ただし書きに基づき、１年以上在

学すれば足りるものとする。  

（ⅰ）看護学基礎研究領域を選択した学生は３２単位以上を履修し、かつ必要な研究指導を受け

た上で修士論文の審査及び最終試験に合格する。  

（ⅱ）看護学課題研究・高度実践領域を選択した学生は４２単位以上を履修し、かつ必要な研究

指導を受けた上で課題研究報告書の審査及び最終試験に合格する。  

 

② 履修科目と単位  

【看護学基礎研究領域の履修科目と単位】  

基盤看護学分野（基礎看護学・看護教育学）、療養支援看護学分野（急性看護学・がん看護学・

慢性看護学・精神看護学）、家族支援看護学分野（小児看護学・母性看護学・助産学）、生活支

援看護学分野（老年看護学・地域看護学・在宅看護学）を履修する場合には、以下の（ⅰ）（ⅱ）

（ⅲ）の科目を履修した上で合計３２単位以上になるように履修する。  

 

（ⅰ）修士課程共通科目 

３科目のうち２科目（２単位）以上選択  

（ⅱ）看護学共通科目 

１２科目のうち２科目（４単位）以上選択  

（ⅲ）看護学専門科目 

専攻分野の看護学特論、看護学援助特論、看護学演習の計１０単位以上、及び看護学特別研

究１０単位  

 

【看護学課題研究・高度実践領域の履修科目と単位】  

急性・重症患者看護専門看護師分野、がん看護専門看護師分野を履修する場合には、以下の

（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）の科目を履修した上で合計４２単位以上になるように履修する。 

  

（ⅰ）修士課程共通科目 

３科目のうち２科目（２単位）以上選択  

（ⅱ）看護学共通科目 

専門看護師（ＣＮＳ）の資格認定には、専門看護師の機能を高める科目として、看護学共通

科目Ａの「看護教育論」、「看護倫理」、「看護理論」、「看護管理論」、「看護政策論」、「コンサル

テーション論」、「看護研究」の７科目のうち４科目８単位以上を選択する。さらにＣｕｒｅの

実践力を高める科目として、看護学共通科目Ｂの「アドバンスト・フィジカルアセスメント」、
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「臨床薬理学・薬物治療特論」、「疾病・病態特論」の３科目（６単位）を履修する。 

（ⅲ）看護学専門科目 

専攻分野の看護学特論、看護学援助特論、看護学演習から１４単位以上、看護学実習１０単

位と課題研究２単位を履修する。 

 
＜図２ 看護学基礎研究領域と看護学課題研究・高度実践領域の履修単位＞ 

科  ⽬ 看護学基礎研究領域 看護学課題研究・⾼度実践領域 

修⼠課程共通科⽬ ２単位以上 ２単位以上 

看護学共通科⽬Ａ 
４単位以上 

８単位以上 

看護研究演習、システマティックレビューを除く

看護学共通科⽬Ｂ ６単位 

看護学専⾨科⽬ １０単位以上 １４単位以上 

看護学実習  １０単位 

特別研究 １０単位  

課題研究  ２単位 

修了要件 
上記の単位を含み総計３２単

位以上になるように履修する。

上記の単位を含み総計４２単位以上になる

ように履修する。 

 

※ 看護学共通科目Ｂの「アドバンスト・フィジカルアセスメント」、「臨床薬理学・薬物治療特

論」、「疾病・病態特論」は、将来の高度実践看護職者にとって重要な科目であり、看護学基

礎研究領域を選択する学生についても積極的な履修が望ましい。 

 

（４） 修了までのスケジュール表 

入学後２年間のスケジュールは以下の図のとおりである。 

 

＜図３ 入学から終了までのプロセス＞ 

時 期 看護学基礎研究領域 看護学課題研究・⾼度実践領域 

１年次前期 主指導教員の指導・相談のもとに履修科⽬を決定し履修する。 

主指導教員のもとに研究課題を明確化する。 
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１年次後期 研究課題の決定 

研究計画書・倫理審査申請書類の作成 

中間報告会  

「看護学研究科事前倫理審査・指導」に研究計画書及び倫理審査申請書類を提出

し、指導を受ける。（偶数⽉予定） 

中間報告会の後に副指導教員を決定し、主指導教員・副指導教員の指導を受けな

がら研究をすすめる。 

２年次前期 「看護学研究科事前倫理審査・指導」に研究計画書及び倫理審査申請書類を提出

し、指導を受ける。（偶数⽉予定） 

「兵庫医療⼤学倫理審査委員会」に倫理審査を申請し承認を得る。（奇数⽉予定）

２年次後期 データ収集・分析 

修⼠論⽂作成 

看護学実習 

データ収集・整理、分析 

課題研究報告書作成 

 

 １⽉中旬 

 １⽉下旬 

 ２⽉上旬 

 ３⽉初旬 

 

修⼠論⽂提出 

修⼠論⽂審査（公聴会） 

最終試験 

修⼠研究報告会 

 

課題研究報告書提出 

課題研究報告書審査（公聴会） 

最終試験 

修⼠研究報告会 

 ３⽉１５⽇ 学位記授与 学位記授与 

＊修士論文・課題研究報告書作成プロセス日程の詳細は、決まり次第、別途通知する 

 

 看護学基礎研究領域、看護学課題研究・高度実践領域の２領域別に列を分けて表に示した。

学生は、１年次において、各専門の特論において専門分野の主要な概念や理論を、さらに研

究法に関連した科目の履修を行い、看護における研究課題を明確にしながら、文献検討、研

究方法の決定、研究法を修得し、基礎的研究力を身につけるとともに、研究計画書及び兵庫

医療大学倫理審査申請書類を作成する。看護学研究科事前倫理審査・指導（研究の概要及び

倫理的配慮について）を受ける。さらに、兵庫医療大学倫理審査委員会に申請し承認を得て、

研究をすすめ、修士論文あるいは課題研究報告書として完成させる（【資料１１】【資料１２】

【資料１３】参照）。看護学課題研究・高度実践領域の実習は１年後期～２年前期に実施さ

れる。実習期間中あるいは実習後にデータ収集・分析へとすすみ課題研究報告書の作成へと

進む。 

【資料１１ 看護者の倫理綱領】 

【資料１２ 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針】 

【資料１３ 兵庫医療大学倫理審査委員会規程】 
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（５） 履修モデル 

看護学研究科の特徴を盛り込んだ履修モデルを【資料１４】に示す。 

【資料１４ 履修モデル】 

 

Ⅵ 特定の課題についての研究成果の審査を行う場合 

（１） 特別研究論文（修士論文及び課題研究報告書） 

特別研究論文（修士論文及び課題研究報告書）は、専門分野の知見と研究業績を有し、当

該研究方法に卓越した研究実績を持つ教員を主査・副査とする。主査２名・副査１名を含む

審査委員会を設置し、厳正に合否の審査を行うと共に、公開で発表の場を設け、他の専門分

野から助言を受けて研究の質・向上を図る。審査の客観性・公平性を担保するために、指導

体制とは区別して審査委員会を設置する。審査委員会の設置は学内に公表する。 

主査は、審査の研究指導教員（○合）とし、学生が専攻する領域外から選出する。副査は

主指導教員・副指導教員が努める。主査は審査委員会の責任者として、論文審査（公聴会）、

及び最終試験を行い、その結果は文書をもって研究科委員会に報告する（【資料１０】【資料

１５】参照）。 

論文審査基準は、修士論文、課題研究報告書別に以下に示す。 

 

＜図４ 論文審査基準＞ 

 

看護学基礎研究領域は、看護学研究として確かな問題意識、テーマに関わる文献検討、研究目

的、研究方法と枠組み、研究倫理、データ収集方法及びデータの量・質、分析方法と分析結果の

妥当性・信頼性、研究結果の学術的検討（考察）、看護学発展への貢献等に関する各基準の審査

を経て修士論文として合格とする。 

看護学課題研究・高度実践領域は、専門看護師（ＣＮＳ）申請資格取得を目指した看護学実習

１０単位以上の履修が必須であり、学生の関心と経験及び専門性の高い実習を通じて臨床的な
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課題を見出して研究を進める課題研究の履修が必須である。この領域では特別研究１０単位に

相当する単位として看護学実習１０単位の成果及び関連する課題研究２単位の総合とする。課

題研究への取り組みを通じて、専門看護師を志望する学生特有の技術的、倫理的、社会的な困難

な課題への挑戦が可能となる。問題意識、文献検討、研究目的、研究方法と枠組み、研究倫理、

データ収集、分析方法、研究結果の学術的検討（考察）、看護学発展への貢献等に関する各基準

の審査を経て課題研究論文として合格とする。 

【資料１０ 大学院看護学研究科学位論文審査に関する内規】 

【資料１５ 兵庫医療大学大学院学位規程】 

 

（２） 最終試験 

学位論文審査終了後、学位論文審査を担当した審査委員会（主査・副査）が実施する。 最

終試験の内容は、ディプロマ・ポリシーに基づき修得した能力を評価するために、学位論文を中

心として関連する科目について口頭試問を実施する。 

 

（３） 修士課程修了の判定 

 看護学研究科委員会において、学位論文及び最終試験の合否判定及び修士課程修了要件に必

要な単位の確認を行い、ディプロマ・ポリシーに基づき修得した能力を総合的に評価し修士

課程修了の判定を行う。 

 

（４） 修士研究報告会の実施 

 学位論文審査及び最終試験に合格後に実施する。公開による発表形式とする。 

 

Ⅶ 基礎となる学部との関係 

本研究科は看護学部看護学科の教育を基盤として、看護専門職者が科学的根拠となる基礎理

論及びその応用について体系的に教授・研究し、高度で専門性の高い看護研究者・看護実践者

を養成することを目指している。基盤となる学部と看護学研究科の教育研究組織の関係は次の

とおりである。 
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＜図５ 既設の学士課程との関係＞ 

     看護学部学士課程              看護学研究科修士課程 

基盤看護学 基礎看護学  

  ⇒ 

 

 

  ⇒ 

 

 

 

  ⇒ 

 

 

  ⇒ 

基盤看護学 

 

基礎看護学 

看護教育学 

看護開発科学 

療養支援看護学 成人看護学 

がん看護学 

精神看護学 

療養支援看護学 急性看護学 

慢性看護学 

がん看護学 

精神看護学 

家族支援看護学 小児看護学 

母性看護学 

助産学 

家族支援看護学 

 

小児看護学 

母性看護学 

助産学 

生活支援看護学 

 

 

老年看護学 

公衆衛生看護学 

在宅看護学 

生活支援看護学 

 

 

老年看護学 

地域看護学 

在宅看護学 

総合 （国際看護・災害

看護・研究方法

論・統合看護実

習） 

 

 

 表に示すように看護学部学士課程は「基礎看護学」、「療養支援看護学」、「家族支援看護

学」、「生活支援看護学」の４分野１０領域とそれらを統合する分野で構成している。それら

の学士課程の教育を基盤として、さらなる専門的な学修を考究するために、看護学研究科は

４分野、１３領域で構成している。 

 

Ⅷ 「大学院設置基準」第２条の２項又は第１４条による教育方法の実施 

近年、保健・医療・福祉の急速な変化や高度先進医療の発展に伴い、人々の健康にかかわる

ニーズの増加と多様化に的確に対応できる人材が求められている。そのためには保健・医療・福

祉機関や教育機関で活躍している社会人に対して門戸を開き、研究科に修学して臨床の場にお

ける複雑で困難な課題を追求すると共に、高度で専門的な看護実践能力を修得することを通じ

て、相互の質向上を図ることが可能となる。また、１４条特例による学生の受け入れは、離職や

休職することなく勤務を続けながら就学し、勤務先の大きな負担を防ぐことができるとともに、

就業先看護職のキャリアアップのモデルとなることも考えられる。 
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（１） 修業年限・在学年限 

修士課程の標準修業年限は２年とし在学年限は４年を超えてはならない。ただし、教育研究

上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準

修業年限は２年を超えるものとすることができる。学生が職業を有している等の事情により、事

前相談により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了する

ことを希望する旨を申し出た時は、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認める。 

 

（２） 履修指導及び研究指導の方法 

学生は１年次に研究科共通科目、看護学共通科目、各専門分野の特論と援助特論を履修し、

２年次にかけて研究に関連した演習や特別研究を履修する。大学院教育は教室、研究室、実習室、

情報処理室、図書館等を利用して行い、土曜日、授業開講時間の利用を可能とする。 

社会人であることを考慮し、ＩＴを活用して、Ｅ－ｍａｉｌ、Ｗｅｂでの資料提示、対面授

業と共にオンライン授業（オンデマンド型あるいは同時双方向型）なども駆使して、学生の履修

の便宜とともに、学修内容に応じて積極的な学修ができるような授業環境をつくる。 

看護学課題研究・高度実践領域の臨床での実習及び課題研究の指導においては、臨床症例へ

の看護介入の検討・評価やケースカンファレンスなど、教員と臨床指導者が密接な連携のもとで

実践及び研究指導を行う。 

 

（３） 授業の実施方法 

社会人入学生が無理なく受講できるように平日は夜間授業（６時限 １８：００～１９：３

０、７時限 １９：４０～２１：１０）を開講する。また、夏季休暇中に集中講義を行い、社会

人が効果的に学修できるよう調整する。 

講義科目については、平日夜間、あるいは、土日の昼間に開講するものとし、平日夜間の通

学が困難な大学院生においては、夏期、冬期、春期に集中講義を開講して補う。特に、必修科目

については通学の便を考え土日に集中させて開講する。また、選択科目については、平日夜間開

講科目と土日開講科目を毎年入れ替えることにより２年間で全科目が履修できるよう時間割に

て配慮を行う。平日の夜間の開講曜日は、各教員の平日昼間の学部教育の時間割と連動させて検

討を行うものとし、教員の負担の均衡を図った時間を策定する。 

 

（４） 教員の負担の程度 

研究科の開講期・開講曜日並びに時間を考慮し、勤務割り振りによって週４０時間を大きく

逸脱しないように工夫することで教員の負担が増えない体制をとる。土日開講を設定するが隔

週の開講となるように時間割を調整し、教員の負担の緩和策を講じる。さらに、昼夜開講に際し

ては、同日に昼間と夜間双方に授業を担当することがないように授業時間割の編成を工夫する
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ことで、教員の負担をできるだけ抑えるよう配慮する（【資料１６】参照）。 

高度実践領域において履修する「看護学実習」については、共同指導者である専門看護師と

綿密な指導計画を立案し、教員負担に配慮した連携指導の体制を作る。 

【資料１６ 時間割】 

 

（５） 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配       

置 

ＩＣカードによる図書館入退館システム並びに情報処理施設の利用ができるようにし、電子

ジャーナル等については随時アクセス可能とするとともに、アクセス数の契約についても利用

状況を鑑みて増設を検討する。文献複写に関する手続きや入手に関して研究活動が活性化する

ような細かな配慮を行う。また、図書館司書が院生の文献検索に関しての相談に応じる。 

 

（６） 入学者選抜の概要 

 アドミッション・ポリシー、出願資格、及び選抜方法については、「Ⅸ 入学者選抜の概要」

を参照されたい。 

 

Ⅸ 入学者選抜の概要 

 現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科においては以下のとおり入学者の選抜を行っている。

統合後の兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、同様の選抜方法で適正な実施を行って

いく。 

 

（１） アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針） 

生命と人権を尊重し、医療・保健・福祉及び社会の変動に対応し、創造的かつ科学的に看護

が実践できる能力をもち、人々の健康とＱｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅの向上及び看護学の

発展に寄与できる高度専門職業人、研究者、教育者、管理者を育成するため、以下のような人

材を受け入れる。 

①主体的に学び、目標に向かって邁進できる人 

②看護専門職者として高度看護実践・看護学の発展に貢献する意欲を有する人 

③志望する専門分野に必要な基礎的知識と技術を有する人 

④国際的視野に立ち、柔軟な発想並びに論理的思考で課題を探究する姿勢を有する人 

⑤倫理的な感受性と想像力をもって行動できる人 

     

前述した受け入れ方針と入学試験との連関は次のとおりである。専門科目は志望する分野

の専門的知識と専門分野の動向と現状の理解と課題を明確にできる能力を判定する。また、外
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国語は最新の知見を各種論文から読み取るための能力を判定する。さらに、面接では志望動機、

学修準備状況、自主性、学修意欲、心構えを判定する。 

 

（２） 入学資格 

看護学研究科修士課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。ただし、看護学研究科修士課程においては、看護師免許を取得している者とする。 

①大学を卒業した者 

②大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

③外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

④文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

⑤文部科学大臣の指定した者 

⑥研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力があると

認めた者で、２２歳に達したもの 

 

（３） 選抜方法、選抜体制 

看護学研究科の入学定員は８名とする。看護学４領域特定分野において、個々の学生に緻密

な研究・論文指導を行う計画である将来専門看護師を目指す看護学高度実践領域では、学生の

実習等の指導が臨地の場で必要であり、指導できる学生数が限られる等の理由から適切な入学

定員として８名と決定する。 

入学者選抜は、本学大学院の教育課程を履修できる基礎的な学力と看護学専門知識、及び修

学に対する明確な動機と意欲・情熱が重要であり、修学期間を通じた修学条件の確認も必要と

なる。そのために、学力検査（外国語、専門科目）及び面接を実施して判定する。 

入学志願者は、希望する専門分野の指導教員と事前相談を行い、看護学基礎研究または看護

学課題研究・高度実践の領域の選択、希望する研究分野及び修了年限・履修期間等の十分な指

導を実施する。 

 

（４） 社会人に対する選抜の上での配慮等 

社会人が受験しやすいように、学力検査と面接の日程を土・日・祝日に設定する。 

 

（５） 科目等履修生の選抜 

科目等履修生として出願できる者は、研究科に入学志願できる資格を持つ者とする。科目等履

修生の受け入れを可としている授業科目において、大学院学則に従い、科目毎に履修の可否を研

究科委員会にて審議し判断する。 
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Ⅹ 教員組織の編成の考え方及び特色 

看護学研究科の教員組織は、看護学部から継続した基盤看護学、療養支援看護学、家族支援

看護学、生活支援看護学の４領域で構成し、学部教育からの発展と教育・研究内容の向上を図

り円滑に教育・研究を推進できる体制を整えている。 

  各看護学領域の教育組織は教授・准教授・講師・助教の構成とし、博士の学位取得者（１９

名）及び大学院教育経験や看護現場の経験豊富な教授・准教授を中心に本研究科の教育・研究

を担当する。各専門分野の理論的基盤となる講義科目（特論・援助特論）及び研究科目（特別

研究・課題研究）は、専門分野の豊富な教育・研究業績を有する教授・准教授を中心に担当し、

専門的看護実践能力を高める演習・実習科目には講師・助教が加わり手厚い教育・指導体制と

する。また、看護学共通科目と専門科目の一部には、当該分野の専門的な研究者・実践者を非

常勤講師として依頼し教育内容の充実をはかる。 

また、看護学課題研究・高度実践領域における専門看護師（ＣＮＳ）養成の２分野（急性・

重症患者看護、がん看護）は、専門分野の臨床経験及び専門看護師教育経験豊富な教授・准教

授が担当する。特に卓越した看護実践と専門看護師の相談・教育・調整等の役割を果たす能力

の育成には、ＣＮＳ認定資格を取得し活躍中の専門看護師が非常勤として教育にあたる体制を

整えている。さらに、修士課程共通科目及び看護学共通科目・においては、医学部、薬学部、

看護学部、リハビリテーション学部の学術的専門性を活かし、法人として教育・研究に積極的

に参画し教育・研究資産を有効に活用する体制を整えている。 

学部組織の看護学研究科を担当する教員の年齢構成は３０～７０歳代であり（「専任教員の

年齢構成・学位保有状況」参照）、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を損なうこと

がないように、基盤看護学、療養支援看護学、家族支援看護学、生活支援看護学の４領域、１

３分野内での教育研究の活性化を図るとともに、看護学研究科独自のＦＤ体制を整え、カリキ

ュラム検討、教育方法の検討などのワーキング活動をとおして若手の教育研究の水準の維持向

上に努めている。 

さらに、平成３１年に６月に現行の兵庫医療大学が求める教員像及び教員組織の編成方

針が策定され、９月には兵庫医療大学看護学研究科教員組織の編成方針を策定した。そ

の編成方針を以下に示す。 

 

  １）教員組織は、文部科学省が定める大学設置基準に則った専任教員数を配置するととも

に、大学院の教育目的やディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを実現す

るのに必要な教員組織を編成する。  

２）研究科委員会は、大学院学則第９条第２項の規定に基づき、研究科長及び研究指導教

員、研究指導補助教員の教授、准教授及び講師をもって構成する。  

３）看護学研究科の専門分野である基礎看護学・療養支援看護学・家族支援看護学・生活
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支援看護学分野に相応しい教員編成とし、特定の範囲に年齢が著しく偏ることのない

ようバランスを確保する。  

４）看護学研究科における担当教員の研究指導教員、研究指導補助教員、科目担当教員な

どの資格審査は調書及び研究業績書に基づき公正性・透明性を確保した手続きにて行

う。  

５）質の高い大学院教育を実践し優れた研究成果を生むために、ファカルティ・ディペロ

ップメントを組織的かつ継続的に取り組む。 

 

  なお、完成年度末に在任予定の教員のうち、１名が客員教授として定年を超えて教育研究に

従事する予定であるが、開設後についても教員組織の継続性を確保するため教員補充を順次行

う。 

 

ⅩⅠ 施設・設備等の整備計画 

（１） 校地、運動場の整備 

 薬学部、看護学部、リハビリテーション学部並びに大学院 薬学研究科、看護学研究科、医療

科学研究科を設置している神戸キャンパスは、神戸市中央区港島（ポートアイランド）に位置し

ている。キャンパス全体の校地等の総面積は４９，１３８．２５㎡で、神戸の中心地からのアク

セスが良好なポートアイランドには本学以外にも大学があり、研究・教育活動等で連携する文教

ゾーンである。 

また、本法人本部、医学部及び兵庫医科大学病院のある西宮キャンパスからは、車で約３０分、

公共交通機関で約６０分の距離にあり、教育、研究、課外活動等あらゆる面での協力体制、相互

交流を充実させることができる。 

附属施設（薬用植物園）を除く敷地面積は、収容定員上の換算で学生１人当たり約３０㎡と大

学設置基準に定められた１０㎡の約３倍の面積を有しており、屋外の芝生広場等、敷地内におけ

る学生の憩うスペースも十分確保されている。 

また、レストラン、Ｍ棟・Ｇ棟ラウンジの開放により、屋内における学生の居留スペースにも

十分な配慮を行っている。 

運動スペースについては、体育館（Ｇ棟アリーナ）があり、体育の授業やクラブ・サークル活

動として利用する。 

また、敷地内にミニグランド、テニスコートなどを備えている。 

 

（２） 校舎等施設の整備計画 

 神戸キャンパスは、主たる校舎として４棟の建物を有し、その大部分を校舎等のスペースに充

当している。 
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Ｐｏｒｔ Ｗｉｎｇ（Ｐ棟）には、事務室、レストラン・売店・書店等の厚生施設、オクタホ

ール（講堂）、図書館、ラーニングスクエア、グループ学習室等を配置。 

Ｍｔ．Ｗｉｎｇ（Ｍ棟）には、講義室、各種実習室、教員研究室、臨床薬学研修センター、カ

ンファレンスルーム等教育施設を配置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ（Ｇ棟）には、動物実験センター、ＲＩ実験センター等の特殊実験室、

先端医薬研究センター、共同機器室、薬学部研究室、リハビリテーションラボ等を配置。 

Ｇａｒｄｅｎ Ｗｉｎｇ Ａｒｅｎａ（Ｇ棟アリーナ）には、アリーナ、多目的ホール、スタ

ジオ、アトリエ工作室等を配置。 

施設配置の考え方は、医療関係３学部を併設する教育・研究上の強みを活かし、ボーダレスな

教育を志向することにともない、学部固有のスペースを極力排し、学生、教員とも学部間の交流

が容易に図り得る施設配備を行っている。 

いずれの学部も講義に加えて演習・実習による講義形態の科目の比重が大きく、講義室ととも

にこれら演習・実習に対応した各種実習室を整備する。学部横断的な学科目も多数配しているこ

ともあり講義室は３学部の共同利用とし、また、学部間で跨る教育研究の促進のための共同機器

室・実験室の設置など、効率性にも繋がる施設配備を行っている。 

また、各棟には、学生教職員が、憩い、コミュニケーションを図る場としてのラウンジスペース

を隋所に確保し、特にＭ棟及びＧ棟４階の教員研究室スペース周辺には、学生指導、教員間のコ

ミュニケーションの確保のためのスペースを十分に確保し、開かれた環境を重視している。 

 

（３） 図書等の資料及び図書館の整備計画 

 現行の兵庫医療大学の図書館は、現在、兵庫医科大学及び兵庫医療大学の２大学が共用する

図書館としてすでに運用している。 

図書館はＰ棟３階に位置し、面積は２，７９５．２４㎡、閲覧席は４０８席（学生収容定員数

１，６６４名に対し２４．５％）を有しており、学生・教員の教育研究の場として十分な座席数

を確保している。 

館内には、グループ学習室２０室、ラーニングコモンズとして「ラーニングスクエア」も設置

しており、アクティブラーニングなど多様化する「学び」を支える場を提供している。 

収容可能冊数は約８８，０００冊で、現在、和書約２８，０００冊、外国書約６，０００冊、

学術雑誌約４８０種（電子ジャーナル除く）、視聴覚資料約１，７００点を所蔵している。教育

研究・自学自修に必要な最新図書の収集は、シラバス掲載の教科書・参考書の購入及び図書館委

員会を中核とした選書により行われ、各学部の専門分野及び必要性を考慮して整備している。 

兵庫医科大学に薬学部、看護学部、リハビリテーション学部、薬学研究科、看護学研究科、医

療科学研究科の設置を計画するにあたり、現行の兵庫医療大学の上記資料及び兵庫医療大学と

して契約していた電子リソース（電子ジャーナル・データベース・電子書籍）についても、引き
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続き契約し、神戸キャンパス、西宮キャンパスの両キャンパスで活用することとする。電子リソ

ースは、ＳＳＬ－ＶＰＮを利用して学外からのアクセスも可能としている（【資料１７】参照）。

さらに、医中誌Ｗｅｂ、ＳｃｉＦｉｎｄｅｒ等のデータベースの検索結果から、電子ジャーナル

や電子ブック・ＯＰＡＣ・ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ・ＣｉＮｉｉ Ａｒｔｉｃｌｅｓ・Ｗｅｂサ

ーチエンジン等、利用者が求める最適な資料へと購読状況などの状況判断をしながらナビゲー

ションするリンクナビゲーションシステム「ＥｘＬｉｂｒｉｓ ＳＦＸ」も導入しており、学生・

教員の利便性を高めている。 

また、国立情報学研究所目録所在情報サービス「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ／ＩＬＬ」に参加して

おり、「ＮＡＣＳＩＳ－ＣＡＴ」により形成されている総合目録データベースのデータを利用す

ることで、本学の蔵書目録データベースを構築し、蔵書検索を可能にしている。さらに、「ＮＡ

ＣＳＩＳ－ＩＬＬ」により、全国のＩＬＬサービス参加大学機関図書館間での相互貸借サービス

（文献複写・現物貸借）を可能としている。 

他大学の図書館等との協力については、日本図書館協会、私立大学図書館協会、日本看護図書館

協会、大学図書館コンソーシアム連合（ＪＵＳＴＩＣＥ）、オープンアクセスリポジトリ推進協

会に加盟し、情報交換や実務研修、相互利用等で連携を図っている。 

【資料１７ 電子リソースリスト】 

 

（４） 大学院学生の研究室（自習室）等の整備計画 

看護学研究科修士課程は、１学年８名（２学年合わせて１６名）の定員であり、２学年で大

学院生研究室（自習室）として１室を整備する。大学院生１名ごとに机、椅子、書庫、ロッカ

ーを設備し、共有のパソコン８台、プリンター３台を設備する。また、Ｍ棟１階に設置されて

いる情報処理演習室１・２の利用も可能であり、キャンパス内の無線ＬＡＮも利用可能である。

よって、自習環境として、広さや収容人数等を含めて十分な環境が整備できるものと考えられ

る。 

講義室については大学院専用の講義室や学部共用の講義室を使用し、学びに必要な備品等

を整備している（【資料１８】参照）。 

【資料１８ 大学院学生研究室等整備状況】 

 

ⅩⅡ 管理運営 

 統合後の兵庫医科大学の教学面の管理運営は、大学の代表で包括的責任者である学長の下に、

学長が必要に応じて置く職務毎の副学長（５名以内）及び各学部の学部長（大学院研究科長を兼

務）を置く体制とする。 

学長が教育研究事項に係る決定を行うに当たり意見を聴く目的で学部教授会及び研究科教授

会並びに大学運営会議を置き、大学の意思決定がより効果的に行えるガバナンス体制とする。 
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大学運営会議は、大学全体の重要事項を審議するとともに学部間・研究科間の調整等の役割を

果たし、教授会の運営等については、教授会規程で規定された学長との事前協議を通して学長・

学部長間の意見調整が図られる。 

大学院の管理運営について、現在の兵庫医療大学では大学院の各研究科委員会（教授会相当）

の上位に「兵庫医療大学大学院運営委員会」を置き、大学院全体の運営等の共通事項を協議する

体制とし大学院の独立性を確保している。統合後、大学院全体の管理運営、大学院各研究科間の

調整等の協議は、当面、大学運営会議において行う予定とする。 

 

（１）研究科教授会 

大学院学則第１１条第１項に基づき各研究科に設置する研究科教授会は、次の者をもって構

成し、研究科長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、必要があるときは随時開く

ことができる。 

 

医学研究科： 

研究科長及び専任の教授 

薬学、看護学及び医療科学研究科： 

研究科長並びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師 

  

研究科教授会は同条第３項に基づき、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり

意見を述べるものとする。 

 １ 学生の入学、進級、卒業及び課程の修了に関する事項 

 ２ 学位の授与に関する事項 

 ３ 学生の身分に関する事項 

 ４ 教育課程に関する事項 

 ５ 教員の人事に関する事項 

 ６ 研究に関する事項 ７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

 ８ 学位論文に関する事項 

 ９ 研究科の運営に関する重要な事項 

 １０ その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定めた事項 

  

 同条第４項に基づき、その他、学長及び研究科長の求めに応じ、教育研究に関する事項につい

て審議し意見を述べることができる。 
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（２）大学運営会議 

 学則第１６条に基づき、大学の重要事項を審議する会議体として大学運営会議を置き、学長、

副学長及び学部長をもって構成する。役割は兵庫医科大学運営会議規程第２条に規定する事項

を審議し、学長が当該事項の決定を行うに当たり意見を述べることとする。 

同会議は学長が議長となり、原則として月１回定例開催するほか、臨時に開催が必要な場合は、

学長が召集することができる。 

１ 将来計画に関する事項 

２ 教育研究活動に係る基本方針及び計画に関する事項 

３ 入試に関する基本方針に関する事項 

４ 学則その他重要な規程等の制定及び改廃に関する事項 

５ 教育研究予算に関する事項 

６ 内部質保証に関する事項 

７ 教員その他重要な人事に関する事項 

８ 学部間、研究科間の調整に関する事項 

９ その他学長が必要と認める重要事項 

（３）各種センター、委員会等 

現行の庫医療大学では、平成１９年度の開学以来、チーム医療を支える人材の養成のために、

３学部の密なる連携によるボーダレスな教育体制の下、融合的・連携教育プログラムを提供する

との方針で、大学全体に関わる主要事項を審議する委員会等（学生委員会、教育委員会、研究委

員会、入試センター運営会議、広報委員会、内部質保証委員会など）は、各学部からの選出委員

で構成する全学委員会として設置し、更に学部独自での審議は各教授会の下に関連する委員会

を設置してきた。一方、兵庫医科大学は医学部単科のため、殆どの委員会等を教授会の下に設置

しているが、大学統合後は、両大学の現状を踏まえながら、委員会の目的に応じて、全学、キャ

ンパス毎又は学部独自での委員会の設置を整備する。 

その中で、多職種連携教育の更なる推進、附属病院での臨床実習管理統括等を目的とした「臨

床統教育統括センター」、学部教育の充実、改善に特化した「薬学教育センター」の設置などの

組織再編を図る。 

ⅩⅢ 自己点検・評価

 （１） 目的 

本学では、兵庫医科大学学則第３条第１項に、本学はその教育研究水準の向上を図り、大学の

目的を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表すると規定し、大学院学則第４条にも同様に規定している。また、学則第３条第
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２項には、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育法施行令に規定する期間ごとに、

文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けることとし、その結果を公表すると規定して

いる。 

 

（２） 実施体制等 

現行の兵庫医科大学では、学長を議長とする「兵庫医科大学内部質保証会議」が次に掲げる事

項を審議し、各学部・研究科、委員会等に対して、同会議が示す方針及び年度毎の課題について

の自己点検・評価の実施を指示し、その結果について報告を受ける。その結果は年次報告書の作

成等に活用するとともに、自己点検・評価の実施方法、評価項目の活用等を見直し、必要に応じ

て改善方策を策定の上、各学部等へ助言・改善に努めている（【資料１９】【資料２０】参照）。  

 

（審議事項） 

① 自己点検・評価及び内部質保証の実施体制に関する事項 

② 自己点検・評価の基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関する事項 

③ 本学の使命や各種方針・ポリシーの点検・策定に関する事項 

④ センター及び委員会等の自己点検・評価の総括に関する事項 

⑤ 自己点検・評価年次報告書の作成及び改善方法の策定に関する事項 

⑥ 学校教育法に定められた認証評価などの外部評価に関する事項 

⑦ 自己点検・評価及び内部質保証に必要な事項に関する資料収集、調査研究及び啓蒙活動に

関する事項 

⑧ その他自己点検・評価及び内部質保証に関する事項 

 

 現行の兵庫医療大学では、内部質保証担当副学長を委員長とする「内部質保証に関する委員会」

において、学部長、研究科長、委員長等を責任者とする各部局内の内部質保証委員会等が認証評

価（第３サイクル）の基準及び自己点検・評価項目を基本として、該当項目について実施する自

己点検・評価結果の報告を受け、全体の内部質保証委員会において、助言・改善等のフィードバ

ックを行っている。これらの報告等は担当副学長から学長に報告される（【資料２１】参照）。 

  

（点検評価の基準）①理念・目的、②内部質保証、③教育研究組織、④教育課程・学習成果、⑤

学生の受け入れ、⑥教員・教員組織、⑦学生支援、⑧教育研究等環境、⑨社会連携・社会貢

献、⑩大学運営・財務 

  

 統合後の兵庫医科大学においては、上記の内部質保証会議及び各学部、研究科、委員会等によ

る自己点検・評価について、兵庫医療大学で実施していた点検評価項目を加味した上、全学内部

質保証システムを再整備する。また、兵庫医科大学内部質保証会議が取りまとめた報告に対して、

第三者（教職員、学生、同窓会会員、学外評価者等）の視点による客観評価を行う「兵庫医科大

学内部質保証評価会議」は継続して設置し、統合後の組織に対応するよう改正のうえ、内部質保

証の質の維持及び向上を図る。 

 また、各学部、研究科単位で実施する自己点検・評価については、それぞれの分野での外部評
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価を踏まえた独自の点検項目も加えることとする。 

【資料１９ 兵庫医科大学内部質保証会議規程】 

【資料２０ 兵庫医科大学内部質保証評価会議に関する内規】 

【資料２１ 兵庫医療大学の内部質保証に関する規程】 

 

（３） 認証評価及び公表 

 最新の大学認証評価については、兵庫医科大学は平成２９年度（第２期）に、兵庫医療大学は

令和元年（第３期）に公益財団法人大学基準協会による認証評価を受審し、ともに同協会が定め

る大学基準に適合しているとの認定を受けている。統合後は、兵庫医科大学での受審サイクルに

より認証評価に対応する予定となる。 

また、各学部・学科のそれぞれの分野における教育評価機構等の外部機関により実施される分野

別認定の結果も併せて、現状どおり大学ホームページ上に公表する。 

 

ⅩⅣ 情報の公表 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科では、大学ホームページを活用して、情報を公表して

きた。建学の精神をはじめ、理念、教育目的、カリキュラム、シラバス、学則、専任教員のプロ

フィール・研究テーマ・研究業績、認証評価報告書、大学の基本的な情報、学生数、教職員数、

入試情報、就職及び財務に関する情報などを公表している。 

さらに、学校教育法施行規則第１７２条の２に基づく情報についても、大学ホームページに

「情報の公表」のページを設け、公表している（【資料２２】参照）。 

統合後の兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、同様の情報を適正に公表していく。 

【資料２２ 「学校教育法施行規則第１７２条の２」等に規定する教育情報の公表について】 

 

ⅩⅤ 教育内容等の改善のための組織的な研修等 

 

現行の兵庫医療大学では、授業内容及び方法の改善を図るための組織的なＦＤ及びＳＤ研修

等について、主に次のような取組みを行っており、統合後は、兵庫医科大学として全学的な実施

体制（仮称：ＦＤ・ＳＤ統括本部）を整備し、両大学が既に実施している研修等各種取組の充実・

改善を図り、更なる教職員の資質向上を目指す。 

 

（１） 組織的な研修等の実施体制（ＦＤ・ＳＤ） 

教育内容等の改善を図るための組織として、学部等の教育体制の支援を目的とする「教育支援

室」にＦＤ・ＳＤ部門を設置し、学内で開催されるＦＤ・ＳＤ研修等の情報を収集・管理し、新

たな研修企画等に役立てている。 

具体的には、同部門が毎年度、全教員（事務職の管理監督職を含む。）を対象に開催する「全
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学ＦＤ・ＳＤワークショップ」の企画・実施をはじめ、各学部・研究科が独自で企画・開催す

る研修、管理運営に係るＳＤ研修等について、年間実施計画、実施内容（実施日、テーマ、参

加者等）の提出を求め、それらの情報を把握したうえ、関係会議等への報告している（【資料２

３】【資料２４】参照）。 

また、各学部等が個々に開催する学外講師を招聘しての研修会、事務部門が実施する管理運営

に必要な知識・能力の向上ためのＳＤ研修なども、テーマに応じて学内Ｗｅｂ上に公開し、より

多くの教職員が参加できる状況にある。また、法人部門、兵庫医科大学及び附属病院が主催する

医学・医療、管理運営に関わるＦＤ・ＳＤ研修についても、部門、学部等を超えて共有すべきテ

ーマでは法人内Ｗｅｂ上に公開されることで各キャンパスからの教職員も参加できる。 

事務職員に関しては、全員が法人事務局に所属しており、新人研修、階層的研修の他、個々の

スキルアップ、業務知識の向上を図るため、学内外での各種研修、講演会等への参加を研修・自

己啓発活動状況として個人データベースに記録する制度も構築しており、対象イベントの開催

は学内周知され、研修の機会を提供している。 

【資料２３ 兵庫医療大学教育支援室規程及び同部門内規】 

【資料２４ ２０１９年度ＦＤ・ＳＤ研修会等実施一覧】 

 

（２） 大学院独自の研修等の実施体制（ＦＤ・ＳＤ） 

本学は、「幅広い知識と豊かな人間性を持ち、社会とともに医療を担う医療専門職者を育成す

る」という教育理念に基づき、豊かな人間性とともに幅広い専門知識と優れた技術を備え、医療

を通じて社会に貢献できる人材を世に送り出すことを使命とする。したがって、教育研究水準の

向上に組織的に積極的に取り組み、輩出する有資格者の能力・資質への責任を負うことが求めら

れる。 

このような趣旨から、本学では自己点検・評価に加え、教育研究水準の向上や教育内容及び教

授方法の改善を図るため、これまでの大学ＦＤ活動を基盤に組織的に大学院ファカルティ・ディ

ベロップメント（以下「大学院ＦＤ」という。）を推進する。大学院研究科教授会構成員からＦ

Ｄ担当教員を選出し、大学院ＦＤの企画運営を行う。 

 

① 研究会・研修会・講習会の実施 

看護学研究科における教育研究上の目的に応じ、年に数回、講師を招聘し、研究会、研修会、

講演会を開催する。また、兵庫医科大学との共同開催も進める。なお、企画については、学内向

けに教員、大学院及び学部学生にもオープンとする。 

看護学研究科におけるＦＤ活動は、①研究力向上のための活動・研究倫理に関する活動、②教

育力向上のための活動、③看護実践力向上のための活動などである。 

ＦＤ担当委員が企画し計画的に実施する。講演だけでなくワークショップ、グループ討議等に
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よる企画・実施とする。また、企画の内容に応じて、兵庫医科大学病院看護部の看護師及び専門

看護師、認定看護師などのスペシャリストなどの専門看護師養成のための実習施設における臨

床指導者の参加を求める。また、学術交流協定締結校であるアデレード大学教員の講演より国際

的な視点での大学院教育の方向性を探るとともに共同研究の流れをつくる。 

 

② 大学院合同ワークショップの開催 

教員間での教育・研究内容に関する意見交換の場、学部教員の交流などから開催を計画する。 

 

③ 研究活動の成果報告 

各研究科のホームページで適宜活動報告を行うと共に、兵庫医療大学として隔年で纏めてい

る大学年報に大学院の成果も加えて外部に公表する。 

   

④ 学生からの授業評価アンケートの実施による振り返り 

年２回（前期・後期）において、学生からの授業評価アンケートを実施する。その結果を踏

まえ、授業内容・方法を検討する。 

 

ⅩⅥ 転入学する学生への措置について 

（１） 学生、保護者、入学志願者、卒業者等への周知について 

 法人内の２大学を統合するため、令和４年度に兵庫医科大学（医学部）及び兵庫医科大学大学

院（医学研究科）に３学部（薬学部、看護学部及びリハビリテーション学部）及び３研究科（薬

学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科）を設置し、現行の兵庫医療大学（薬学部、看護学

部及びリハビリテーション学部）及び兵庫医療大学大学院（薬学研究科、看護学研究科及び医療

科学研究科）を廃止する。 

廃止する兵庫医療大学及び同大学院に在籍する学生については、兵庫医科大学に設置する学

部学科及び同大学院研究科へそれぞれ転入学させる計画であり、学生、保護者、卒業生、入学志

願者等に周知、説明している。 

学生に対しては、令和元年１２月２０日開催の大学統合に関する説明会において、学長が直接

２大学の統合計画の経緯、概要等を説明のうえ、統合後も教育研究活動は基本的にはこれまで通

りの形で行う旨を併せて説明をした。また、同月内に保護者・学部生宛及び大学院生宛に、それ

ぞれ、「兵庫医科大学と兵庫医療大学の統合について（お知らせ）」の説明文書を郵送した。更に、

令和２年８月下旬からは、学内Ｗｅｂ上に学長のメッセージ動画を掲載し、周知を図った。 

保護者に対しては、上記の説明文書送付の他、令和２年１月２５日開催の３学部保護者会役員

会において、学長が直接説明を行い、質疑応答の場とした。 

卒業生に対しては、令和元年１２月に同窓会役員宛及び同窓会員（全卒業生）宛に統合計画の
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概要に係る説明文書を送付した。 

また、対外的には、令和２年１月１０日付のニュースリリースに合せて、ホームページ及び学

内インフォメーションボードに統合の経緯、概要を常時掲載し周知を図っている。 

兵庫医療大学の入学志願者に対しては、大学案内、資料送付用の保護者宛のリーフレット、高

校訪問時の進路指導担当者宛のリーフレットに大学統合の情報を記載し、入学予定者には大学

統合計画の概要の資料を配付して広く周知している。今後とも学生、保護者、入学志願者、卒業

生等に対して、各々が関係する行事等において、又はホームページ上等で必要情報を順次、発信

していく。 

 

（２） 転入学に伴う教育方法等の担保 

 設置する薬学研究科、看護学研究科及び医療科学研究科を開設する令和４年度に、現行の兵

庫医療大学大学院から転入学する学生については、設置後の兵庫医科大学大学院学則において

教育方法、教育課程、修了要件等での変更はないが、統合に際して各研究科の入学金、授業料及

び教育充実費の区分の金額を変更（合計額では薬学研究科は減額、他の２研究科は同額）するこ

とから、同大学院学則の附則に「２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、

看護学研究科及び医療科学研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費

は、兵庫医療大学大学院入学時の金額を適用する。」と明示している。また、転入学生の兵庫医

療大学大学院における修業年数及び在学年数並びに修得単位等については、設置後の兵庫医療

大学大学院に継承する。 

 その他、設置後も校地・校舎等の施設設備、教員等も同一性を保持するため、修学のための履

修・研究指導、健康管理、ハラスメント対策及び障がい学生への支援、就職活動支援、危機管理

等、これまで兵庫医療大学が提供してきた学生生活支援サービスは継続して実施する。 

以上のとおり、転入学する学生への教育条件の維持及び学生支援等については、万全を期する

こととする。 
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看護者の倫理綱領 

2003年 日本看護協会 

前文  

人々は、人間としての尊厳を維持し、健康で幸福であることを願っている。看護は、このような人

間の普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に貢献することを使命としている。  

看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象とし、健康の保持増進、疾病の予防、

健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、その人らしく生を全うできるように援

助を行うことを目的としている。  

看護者は、看護職の免許によって看護を実践する権限を与えられた者であり、その社会的な責務を

果たすため、看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保つ権利、敬意のこもった看護を

受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる。  

日本看護協会の『看護者の倫理綱領』は、病院、地域、学校、教育・研究機関、行政機関など、あ

らゆる場で実践を行う看護者を対象とした行動指針であり、自己の実践を振り返る際の基盤を提供す

るものである。また、看護の実践について専門職として引き受ける責任の範囲を、社会に対して明示

するものである。  

条文  

１．看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。  

２．看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経済的

状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々に平等に看護を提供

する。 

３．看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供す

る。 

４．看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 

５．看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場

合は適切な判断のもとに行う。 

６. 看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされているときは、

人々を保護し安全を確保する。

７．看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人としての責任をも

つ。 

８．看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 

９．看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供する。 

10．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、看護研究の望

ましい基準を設定し、実施する。 

11．看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄

与する。 

12. 看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増進に努める。 

13．看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。 

14．看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社会と責任を共

有する。 

15．看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、よりよい社

会づくりに貢献する。 

【資料１１】

- 設置の趣旨 ― 92 -



解説 

１．看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。 

看護者の行動の基本は、人間の生命と尊厳の尊重である。看護者は、病院をはじめさま

ざまな施設や場において、人々の健康と生活を支える援助専門職であり、人間の生と死と

いう生命の根元にかかわる問題に直面することが多く、その判断及び行動には高い倫理性

が求められる。  

さらに、今日の科学技術の進歩はこれまで不可能であった医学的挑戦を可能にし、他方

で医療費の抑制の問題は国家的課題になっており、複雑かつ困難な生命倫理的問題や資源

の平等な配分のあり方という問題を提起している。  

看護者は、いかなる場面においても生命、人格、尊厳が守られることを判断及び行動の

基本とし、自己決定を尊重し、そのための情報提供と決定の機会の保障に努めるとともに、

常に温かな人間的配慮をもって対応する。  

２．看護者は、国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的

地位、経済的状態、ライフスタイル、健康問題の性質にかかわらず、対象となる人々

に平等に看護を提供する。  

すべての人々は、平等に医療や看護を受ける権利を有している。看護における平等とは、

単に等しく同じ看護を提供することではなく、その人の個別的特性やニーズに応じた看護

を提供することである。看護者は、人々をその国籍、人種・民族、宗教、信条、年齢、性

別及び性的指向（同性愛・異性愛などの指向の別をいう）、社会的地位、経済的状態、ラ

イフスタイル、健康問題の性質によって差別しない。また、看護者は、個人の習慣、態度、

文化的背景、思想についてもこれを尊重し、受けとめる姿勢をもって対応する。  

３．看護者は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて

看護を提供する。  

看護は、対象となる人々との間に築かれる信頼関係を基盤として成立する。高度な知識

や技術による看護行為は、信頼関係のもとで初めて効果的な看護援助となりうる。看護者

には、信頼関係を築き発展させるよう努める責任がある。  

看護の援助過程においては、対象となる人々の考えや意向が反映されるように、積極的

な参加を促すように努める。看護者は、自らの実践について理解と同意を得るために十分

な説明を行い、実施結果に責任をもつことを通して、信頼を得るように努める。また、人々

の顕在的潜在的能力に着目し、その能力を信頼し、忍耐をもって見守る。  

さらに、看護者は、対象となる人々に対する忠実義務を有し、築かれた関係によって生

まれる看護者への信頼感や依存心に誠実に応えるように努める。  
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４．看護者は、人々の知る権利及び自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する。 

人々は、自己の健康状態や治療などについて知る権利、十分な情報を得た上で医療や看

護を選択する権利を有している。看護者は、対象となる人々の知る権利及び自己決定の権

利を擁護するために、十分な情報を得る機会や決定する機会を保障するように努める。診

療録や看護記録などの開示の求めに対しては、施設内の指針等に則り誠意をもって応じる。  

自己の判断に基づき決定するためには、十分な情報を得るとともに、その内容を理解し

たり受け入れたりすることへの支援が不可欠である。看護者は対象となる人々の理解度や

意向を確認しながらわかりやすく説明し、意思表示をしやすい場づくりや調整、他の保健

医療福祉関係者への働きかけを行う。さらに、必要に応じて代弁者として機能するなど、

これらの権利の擁護者として行動する。  

自己決定においては、十分な情報に基づいて自分自身で選択する場合だけでなく、知ら

ないでいるという選択をする場合や、決定を他者に委ねるという選択をする場合もある。

看護者は、人々のこのような意思と選択を尊重するとともに、できるかぎり事実を知るこ

とに向き合い、自分自身で選択することができるように励ましたり、支えたりする働きか

けも行う。個人の判断や選択が、そのとき、その人にとって最良のものとなるように支援

する。  

５．看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者

と共有する場合は適切な判断のもとに行う。 

看護者は、個別性のある適切な看護を実践するために、対象となる人々の身体面、精神

面、社会面にわたる個人的な情報を得る機会が多い。看護者は、個人的な情報を得る際に

は、その情報の利用目的について説明し、職務上知り得た情報について守秘義務を遵守す

る。診療録や看護記録など、個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、情報の漏出を防

止するための対策を講じる。  

質の高い医療や看護を提供するために保健医療福祉関係者間において情報を共有する場合

は、適切な判断に基づいて行う。また、予め、対象となる人々に通常共有する情報の内容

と必要性等を説明し、同意を得るよう努める。家族等との情報共有に際しても、本人の承

諾を得るよう最大限の努力を払う。  

６．看護者は、対象となる人々への看護が阻害されているときや危険にさらされて

いるときは、人々を保護し安全を確保する。  

看護者は、常に、対象となる人々が適切な看護を受けられるよう配慮する。しかし、保

健医療福祉関係者によって、治療及び看護が阻害されているときや、不適切な判断や行為

に気づいたときは、人々を保護するために働きかけたり、あるいは他の適切な手段によっ

て問題を解決したりするように行動する。対象となる人々の生命、人権が脅かされると判

断した場合には、害を為さないために、疑義の申し立てや実施の拒否を行う。  

また、看護者の行為が対象となる人々を傷つける可能性があることも含めて、看護の状

況におけるいかなる害の可能性にも注意を払い、予防するように働きかける。  
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７．看護者は、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した看護について個人とし

ての責任をもつ。  

看護者は、自己の責任と能力を常に的確に認識し、それらに応じた看護実践を行う。看

護者は、自己の実施する看護について、説明を行う責任と判断及び実施した行為とその結

果についての責任を負う。  

看護者の責任範囲は保健師助産師看護師法に規定されており、看護者は法的責任を超え

る業務については行わない。自己の能力を超えた看護が求められる場合には、支援や指導

を自ら得たり、業務の変更を求めたりして、提供する看護の質を保つよう努める。また、

他の看護者に委譲する場合は自己及び相手の能力を正しく判断する。  

８．看護者は、常に、個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める。 

看護者には、科学や医療の進歩ならびに社会的価値の変化にともない多様化する人々の

健康上のニーズに対応していくために、高い教養とともに高度な専門的能力が要求される。

このような要求に応えるべく、計画的にたゆみなく専門職業人としての研鑽に励み、能力

の維持・開発に努めることは、看護者自らの責任ならびに責務である。  

日本看護協会は継続教育の基準を提示するとともに、様々な継続教育のプログラムを実

施している。看護者は、自施設の現任教育のプログラムの他に、都道府県看護協会が開催

する研修、専門分野の学会・研究会、及び各種研修などの継続学習の機会を積極的に活用

し、専門職業人としての自己研鑽に努める。 

９．看護者は、他の看護者及び保健医療福祉関係者とともに協働して看護を提供す

る。  

看護者は、看護及び医療の受け手である人々に対して最善を尽くすことを共通の価値と

して協働する。看護者は、この共通の価値のもと、他の看護者及び保健医療福祉関係者と

協力関係を維持し、相互の創意、工夫、努力によって、より質の高い看護及び医療を提供

するように努める。  

また、看護者は、協働する他の看護者及び保健医療福祉関係者との間に、自立した専門

職として対等な関係を構築するよう努める。すなわち、お互いの専門性を理解し合い、各々

の能力を最大限に発揮しながら、より質の高い看護及び医療の提供をめざす。  

10．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護実践、看護管理、看護教育、

看護研究の望ましい基準を設定し、実施する。  

自らの職務に関する行動基準を設定し、これを遵守することを通して自主規制を行うこ

とは、専門職として必須の要件である。看護実践の基準は、看護実践の内容や方法などを

規定し、看護管理の基準は、要求される看護実践を可能にするための組織化、資源管理、

環境整備、質保証プログラム、継続教育などについて規定する。また、看護教育の基準は、

教育内容や教育環境などについて規定し、看護研究の基準は、研究の内容及びその優先性
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の検討、研究方法や研究成果の提示に関する手続きなどについて規定する。  

このような基準の作成は組織的に行い、個人としてあるいは組織としてその基準を満た

すよう努め、評価基準としても活用する。また、社会の変化や人々のニーズの変化に対応

させて、適宜改訂する。  

日本看護協会は看護業務基準や各種の指針を作成し、会員施設に配布している。これら

を活かして、各施設では、施設や看護の特徴に応じたより具体的・実践的な基準等を作成

することにより、より質の高い看護を行うように努める。  

11．看護者は、研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造と開発に努め、看護

学の発展に寄与する。  

看護者は、常に、研究や実践等により得られた最新の知見を活用して看護を実践すると

ともに、より質の高い看護が提供できるよう、新たな専門的知識・技術の開発に最善を尽

くす。開発された専門的知識・技術は蓄積され、将来の看護の発展に貢献する。すなわち、

看護者は、研究や実践に基づき、看護の中核となる専門的知識・技術の創造と開発を行い

看護学の発展に寄与する責任を担っている。  

また、看護者は、看護学の研究のみならず、あらゆる研究の対象となる人々の不利益を

受けない権利、完全な情報公開を得る権利、自分で判断する権利、プライバシー・匿名性・

機密性を守る権利を保障するよう努める。  

12．看護者は、より質の高い看護を行うために、看護者自身の心身の健康の保持増

進に努める。  

人々の健康を支援することを業とする看護者は、自らの心身の健やかさを基盤として看

護を提供する。看護者は、看護を提供する能力を維持し、より質の高い看護を行うために、

自らの健康の保持増進に努める。  

心身の健康を保持増進するために、職業生活と私生活のバランス、活動と休息のバラン

スを保つように努める。特に、援助専門職が陥りやすい心身のストレス状態や燃えつきを

予防・緩和するために、個人及び職場内のストレスマネジメントをうまく機能させる。  

また、看護者がその職責にふさわしい処遇を得て看護を行うことができるように、労働

条件や職場環境を整える。さらに、被曝防止、感染防止、暴力からの保護など、健康的な

職業生活を実現するための安全の確保や、リスクマネジメントに組織的に取り組む。 

13．看護者は、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持

する。  

看護は、看護を必要とする人々からの信頼なくしては存在しない。看護に対する信頼は、

専門的な知識や技術のみならず、誠実さ、礼節、品性、清潔さ、謙虚さなどに支えられた

行動によるところが大きい。また、社会からの信頼が不可欠であり、専門領域以外の教養

を深めるにとどまらず、社会的常識などをも充分に培う必要がある。常に、看護者は、こ

の職業の社会的使命・社会的責任を自覚し、専門職としての誇りを持ち、個人としての品
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行を高く維持するように努める。  

14．看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくために、環境の問題について社

会と責任を共有する。 

看護者は、人々の健康を保持増進し、疾病を予防する責任を担っており、健康で文化的

な生活を享受する権利を擁護することも求められる。それゆえに、健康を促進する環境を

整備し、自然環境の破壊や社会環境の悪化に関連する問題についても社会と責任を共有し、

解決に努める。  

看護者は、医療廃棄物の適切な処理及び処理過程の監視などを通して、保健医療福祉活

動による環境破壊を防止する責務を果たすとともに、清浄な空気と水・安全な食物の確保、

騒音対策など、人々の健康を保持増進するための環境保護に積極的に取り組む。  

また、地域の自然環境及び社会環境に関する問題を解決し健康増進を図るために、人々

と協力し、保健医療福祉に関連する施策の提言や政策決定に参画する。  

さらに、人々の生命の安全と健康が守られ、安心して生活できるための環境づくりの基

盤である平和な社会を実現し維持するために人々とともに活動する。  

15．看護者は、専門職組織を通じて、看護の質を高めるための制度の確立に参画し、

よりよい社会づくりに貢献する。  

看護者は、いつの時代にあっても質の高い看護を維持し発展させるよう、看護専門職の

資質の向上という使命を担っている。この使命を果たすためには、保健医療福祉及び看護

にかかわる制度に関心を持ち、社会の変化と人々のニーズに対応できる制度への変革の推

進に努める。  

また、看護専門職の質及び社会経済福祉条件を向上させるために、専門職能団体などの

組織を通じて行動する。看護者は、このような活動を通してよりよい社会づくりに貢献す

る。
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【資料17】電子リソースリスト（電子ジャーナル）
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電子リソースリスト（データベース）
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電子リソースリスト（電子書籍）
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「学校教育法施行規則第 172 条の 2」等に規定する教育情報の公表について

情報の公表ページ
https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

［第１号関係］《大学の教育研究上の目的に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

建学の精神他
ホーム > 大学案内 > 建学の精神・教育
理念・沿革

https://www.huhs.ac.jp/about/education/ 

学部、学科、研究科の目
的

ホーム > 大学案内 > 情報の公表 > 教
育研究上の基礎的な情報

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

［第２号関係］《教育研究上の基本組織に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

学部、学科、研究科の名
称

ホーム > 学部・大学院 https://www.huhs.ac.jp/faculty 

学部、学科、研究科の定
員

ホーム > 大学案内 > 情報の公表 > 収
容定員・入学者数・在学生数・卒業生数

https://www.huhs.ac.jp/about/publish/capacity 

教育研究上の基本組織
概要

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 教育
研究上の基礎的な情報

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

［第３号関係］《教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

教員組織、各教
員が有する学位
及び業績

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学上の情
報

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 

年齢別・職階別
専任教員数

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 教育研究上
の詳細情報

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/09/teacher-age2020.pdf 

専任教員と非常
勤教員の比率

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 教育研究上
の詳細情報

学部
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp- 
content/uploads/2020/12/students_ 
per_teacher2020_01_document.pdf 
大学院
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp- 
content/uploads/2020/10/students_ 
per_teacher2020_document.pdf 

研究業績
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学上の情
報

http://ofcach.ofc.huhs.ac.jp/hhshp/KgApp 

教員担当授業科
目

ホーム > 学生生活 > シラバス・教務便覧 https://www.huhs.ac.jp/campuslife/syllabus 

【資料２２】
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［第４号関係］《入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修
了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。》 

掲載内容 掲載場所 URL 

アドミッションポリ
シー 

ホーム > 大学案内 > 3 つのポリシー・各
種方針 

https://www.huhs.ac.jp/about/policy 

収容定員、入学者数、
在学生数、卒業生数 

等 

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/publish/capacity/ 

卒業生の進路・就職先 
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/career/career-
design/results/ 

学科別就職率一覧 
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/08/employment_rate.pdf 

国家試験結果 
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修学
上の情報 

薬学部 医療薬学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/pharmacy/results 
看護学部 看護学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/nursing/results 
リハビリテーション学部 理学療法学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/ 
rehabilitation/pt/results 
リハビリテーション学部 作業療法学科
https://www.huhs.ac.jp/faculty/ 
rehabilitation/ot/results 
 

［第５号関係］《授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。》 
掲載内容 掲載場所 URL 

カリキュラム・ポリシー 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/about/policy/ 

教育課程 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 

薬学部 医療薬学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-
pharmacy_01.pdf 
看護学部 看護学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-nurse_01.pdf 
リハビリテーション学部 理学療法学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-pt_01.pdf 
リハビリテーション学部 作業療法学科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/04/course-ot_01.pdf 
薬学研究科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/course-
science_pharmacy.pdf 
看護学研究科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/course-
science_nurse.pdf 
医療科学研究科 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/10/course-
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science_medical.pdf 
シラバス（年間授業計画、
単位認定評価基準・評価
方法含む） 

ホーム> 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報 

https://csweb.ofc.huhs.ac.jp/syex/index.html 

［第６号関係］《学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。》 
掲載内容 掲載場所 URL 

ディプロマ・ポリシー 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
修学上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/policy/ 

卒業要件等学部学科 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2020/04/elements.pdf 

修了要件等大学院研究科 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/graduate/ 

学位授与数（学部・大学
院） 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
修学上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2020/04/ 
number_of_degrees_awarded_2020_docment.pdf 

大学院論文審査基準（大
学院研究科） 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

修学上の情報 
https://www.huhs.ac.jp/about/publish/ 
graduate_examination_criteria 

［第７号関係］《校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること》 
掲載内容 掲載場所 URL 

校地、校舎概要 構成施
設、面積など 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

教育研究上の基礎的な情報 
https://www.huhs.ac.jp/ 
about/publish/schoolhouse/ 

キャンパスツアー 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/photo 

課外活動状況 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.huhs.ac.jp/campuslife/club/ 

交通アクセス 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.huhs.ac.jp/access/ 

学校法人兵庫医科大学 
施設および延床面積 

ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 
教育研究上の基礎的な情報 

https://www.corp.hyo-
med.ac.jp/library/guide/pdf/floor-taishin_2020.pdf 

［第８号関係］《授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること》 
掲載内容 掲載場所 URL 

学費・その他の費用 
ホーム  > 大学案内> 情報の公表  > 

教育研究上の基礎的な情報 
https://www.huhs.ac.jp/admission/pay 
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［第９号関係］《大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。》
掲載内容 掲載場所 URL 

進路選択支援体制
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/career/ 

学生保健管理体制
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/campuslife/health-
facilities/ 

修学実態調査
ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/stateofstudy 

「高等教育の修学支援新
制度」に係る機関要件確
認申請書

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/09/Scholastic-Support.pdf 

兵庫医療大学における障
がい学生支援に関するガ
イドライン

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/12/support_guidelines.pdf 

グローバル教育への取り
組み

ホーム > 大学案内> 情報の公表 > 修
学上の情報

https://www.huhs.ac.jp/career/global/ 

［第３項関係］《大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基
準についての情報》

掲載内容 掲載場所 ＵＲＬ 

大学院論文審査基準
（大学院研究科）

ホーム > 大学案内 > 情報の公表>
大学院論文審査基準（大学院研究
科）

https://www.huhs.ac.jp/about/
publish/ graduate_examination_criteria 

［その他の公開情報］
掲載内容 掲載場所 URL 

財務諸表
ホーム > 大学案内> 情報の公表 
> 財務情報 

http://www.corp.hyo-med.ac.jp/guide/ 
financial_statement/ 

学則
ホーム > 大学案内> 情報の公表 
> その他の情報 

兵庫医療大学学則
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/09/gakusoku_202004.pdf 
兵庫医療大学大学院学則
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-
content/uploads/2020/09/daigakuin_gakusoku_202004.pdf 

設置認可申請関係
ホーム > 大学案内> 情報の公表 

> その他の情報 

設置認可申請書大学
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2017/06/settininkasinseisyo.pdf 
設置認可申請書看護学研究科・医療科学研究科
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2017/06/application-guraduate.pdf 
設置認可申請書薬学研究科
https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2017/06/ 
application-guraduate-yaku.pdf 

大学評価認証評価、自
己点検・評価活動

ホーム > 大学案内> 情報の公表 

> その他の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/authentication 
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教育上の目的に応じ
学生が修得すべき知
識及び能力に関する
情報 

ホーム > 大学案内> 情報の公表 
> 修学上の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/publish 
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【資料２３】
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【資料２４】
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Ⅰ 学生確保の見通し及び申請者としての取組状況 

「設置の趣旨等を記載した書類」の記載のとおり、本大学院看護学研究科の設置は、学校

法人兵庫医科大学内の２大学（兵庫医科大学、兵庫医療大学）を統合するための計画であり、

兵庫医科大学大学院への設置後も、兵庫医療大学大学院の現状の校地・校舎等の施設設備、

教員、教育、学生支援等について、同一性を保持することを前提とする。 

 

（１）学生確保の見通し 

 ① 定員充足の見込み 

 ア 入学定員設定の考え方 

 社会環境等の急激な変化の中で、複雑多様化する人々の健康課題及びニーズに応じるた

め、保健・医療・福祉の充実を図るべく、兵庫医科大学大学院看護学研究科修士課程を設置

する。 

本学が修士課程で育成する人材は教育者、研究者、専門看護師としての高度実践看護師で

ある。本学が位置する兵庫県内の医療機関、本法人内の医療機関である兵庫医科大学病院及

びささやま医療センターに勤務する看護職者、本学看護学部の卒業生が進学することを想

定して、定員を８名とした。 

 大学院の役割として看護学研究を推進する研究者の育成はもちろんであるが、「教育体制

充実のための看護系大学院における教育者養成に関する調査研究報告書」（平成２７年３月）

によると、看護系大学院教育の課題として看護系教員の不足が挙げられている。研究者とと

もに大学教員の育成も重要である。 

また、専門看護師の急性・重症患者看護分野における教育機関は、兵庫県内は３大学ある

が、中国地方では兵庫県に隣接する岡山県にはなく、広島県に１大学と山口県に１大学設置

されているのみである（【資料１】。このため、中国地方、特に山陰地方の医療機関に勤める

看護職の本学への進学の希望が予想される。 

さらには、本法人内の兵庫医科大学病院にはがんセンターが設置され、地域がん診療連携

拠点病院としての役割を担っていることから、本学でのがん看護分野における学修に対す

る希望者も多い。 

以上のことから、定員は妥当であると考えられる。 

【資料１ 専門看護師教育機関及び課程一覧】 

 

イ 定員充足の見込み 

入学定員は、近畿圏における看護系大学の設置状況及び全国的な看護系学部への志願者

数や、学部生、卒業生、および社会人対象のアンケート結果、それに加え医療専門職の育成

を担う大学病院を有する本学の環境等を総合的に勘案し、定員８名とした。 
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ⅰ）全国における看護系大学・大学院の状況 

文部科学省「大学における看護系人材養成の在り方に関する検討会（２０１９）」の調査

によると、看護系大学は令和元年度現在で２７２大学２８５課程存在するが、１８歳人口が

減少している昨今の状況下においても、現行の兵庫医療大学看護学部の受験倍率も高い状

況で推移してきたことからもわかるように、看護学部に対する学生ニーズが高いことは明

らかである。看護学部の学生は、大学を卒業後すぐに看護職に就業するのが一般的な流れで

あり、これまで兵庫医療大学看護学部を卒業した学生もまず看護職に就業している。しかし

ながら、少子高齢化の進展、医療技術の進歩、及び医療提供の場の多様化等により医療を取

り巻く環境が大きく変わってきている中で、看護実践経験を重ねた看護職者が、より質の高

い医療・看護を求めて看護系大学院修士課程への進学を希望する事例が増加してきている。 

 

ⅱ）近隣地区における看護学研究科の設置状況 

本学が位置する兵庫県神戸市の近隣の看護学研究科の設置状況は、国公立３大学（神戸大

学、兵庫県立大学、神戸市看護大学）、私立大学８大学（関西福祉大学、関西看護医療大学、

兵庫大学、姫路大学、甲南女子大学、関西国際大学、神戸女子大学、武庫川女子大学）であ

る。この１１大学の看護系大学院の中で、本学のように特定機能病院として厚生労働大臣か

ら承認を受け、大学病院として高度先端の医療の提供、高度の医療技術の開発及び研修を実

施する能力等を備えた病院施設を持つ大学は神戸大学と本学のみであり、看護学研究科に

おける教育・研究には充実した環境であることから本学大学院への進学需要があると思わ

れる。 

また、専門看護師の急性・重症患者看護分野における教育機関については、兵庫県内では

３大学あるが、中国地方では兵庫県に隣接する岡山県にはなく、広島県に１大学と山口県に

１大学存在するのみである。中国地方、特に山陰地方の医療機関に勤める看護職者にとって

は、機能的、立地的にも本学大学院での学修を希望する声がある。 

さらに、がん看護分野の教育機関としても、兵庫医科大学病院にはがんセンターが設置さ

れ、地域がん診療連携拠点病院としての役割を担っていることから本学での学修に対する

希望も多い。以上のことからも進学希望者が一定数いると予測される。 

 

② 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要 

ア 看護学教育の現況 

上述のとおり、本学が位置する兵庫県神戸市の近隣の看護学研究科の設置状況は、国公立

３大学（神戸大学、兵庫県立大学、神戸市看護大学）、私立大学８大学（関西福祉大学、関
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西看護医療大学、兵庫大学、姫路大学、甲南女子大学、関西国際大学、神戸女子大学、武庫

川女子大学）であり、入学定員は合わせて１，０１５名である。 

文部科学省「学校基本調査」の高等教育機関の調査によると、大学におけるすべての学部

の卒業生（平成２２年３月～令和２年３月）の増加率は６％であるのに対し、大学における

看護系学部の同期間の卒業生の増加率は８９．７％となっており、１８歳人口の減少が言わ

れる中、看護学部の入学者及び卒業生が増加していることが読み取れる。看護学部を卒業し

た学生は看護職に就業したうえで、専門職である看護職としての専門的知識や高度な技術

の修得が求められていることを考慮すると、将来大学院への進学を希望する層が一定数い

ることが推測される。 

 

イ 既設の兵庫医療大学大学院の入学志願者状況 

 現行の兵庫医療大学大学院の看護学研究科修士課程は平成２３年４月に開設され、開設

時からの志願者及び入学者は以下の表のとおり推移している。 

 下表のとおり、例年志願者数については一定数確保している状況であり、今後はさらに志

願者数を増やすとともに志願者の質を上げる取り組みを行っていきたい。 

 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

志願者数

（人） 

8 10 11 8 12 10 5 11 7 7 

入学者数

（人） 

8 8 8 8 8 7 4 6 5 5 

 

現行の兵庫医療大学看護学部卒業生が令和２年度で１，１３６名に上る。近年では、卒業

生が、キャリアアップや臨床での課題への取り組み、看護実践力の向上等を目的として大学

院に進学して修士を取得することを志すケースが増えてきている。現に、平成２８年度より、

兵庫医療大学看護学部１～３期生の卒業生が４名本学大学院看護学研究科へ入学しており、

これらの学生については５～１０年の臨床経験を経て大学院へ進学している。 

平成２２年４月に本学看護学部第１～４学年時の４１８人の在学生を対象として実施し

た進路希望調査結果（資料２）によれば、「何年か看護職としてキャリアを積んでから大学

院に進学したい」と回答した者は５２人（１２．６％）であり、「今は決められないが将来

大学院進学を検討したい」と回答した者は１４５人（３５．２％）であった。将来も含め約

５０％の学部生が大学院進学を志向していることがわかる。 

兵庫医療大学看護学部第１期生の卒業から１０年が経過した今、特に第１期生から第５

期生までの卒業生が臨床での経験を積み、その後に大学院への進学を希望する時期に達し
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ており、その後も兵庫医療大学看護学部の卒業生１，１３６名の大学院進学が継続的に期待

される。 

 また、科目等履修生、あるいは職業実践力育成プログラム（ＢＰ）の受講修了生の大学院

への進学も徐々に認められており、平成２９年１名、平成３０年２名、平成３１年２名、令

和２年２名の実績がある。今後もこのような入学志願者の増加を図っていきたい。 

【資料２ 平成２２年進路希望調査結果】 

 

ウ 在学生に対するニーズ調査結果 

 兵庫医科大学大学院看護学研究科修士課程の設置計画において、学生確保の見通しを数

値的側面から検証することを目的として、現行の兵庫医療大学看護学部に在籍している第

３学年次生を対象に、大学院修士課程における受験意向及び進学意向に関するアンケート

調査を実施した（【資料３】参照）。 

 その結果、大学院への進学意向については、大学院に「ぜひ進学したいと思う」「機会が

あれば進学したいと思う」と回答した者は、有効回答者数９５人の約２３％にあたる２２人

であった。さらに、有効回答者数の約１０％にあたる１０人が、兵庫医科大学大学院看護学

研究科看護学専攻修士課程を「受験してみたい」かつ「進学したいと思う」と回答した。 

 上記のように、兵庫医療大学看護学部看護学科に在籍している第３学年次生に限定した

調査においても、兵庫医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程への進学意向が伺

えることから、学生確保においては十分な見通しがあると考えられる（【資料４】参照）。 

【資料３ 兵庫医科大学大学院「看護学研究科」（仮称、設置構想中）に関するアンケート】 

【資料４ 看護学研究科進学意向調査（看護学部第３学年次生）集計表】 

 

③ 学生納付金の設定の考え方 

学生納付金については、近隣の医療機関、学部卒業者などの進学を想定し学生の経済的負

担の軽減を鑑みたうえで、近隣他大学の状況も踏まえ、入学金１０万円、授業料４０万円、

教育充実費１０万円とし、学費合計を近隣大学院と比較して最下限値に設定し、経済面での

学生確保の優位性を実現した。近隣の私立４大学院の入学金の平均は約２２万円、授業料は

約５９．５万円となっている（【資料５】参照）。 

学生の経済的支援のため、兵庫医療大学看護学研究科修士課程は厚生労働省の教育訓練

給付金講座に指定されており、給付資格を得た者については上限１０万円の給付金を受給

できる。また、兵庫医療大学出身者及び学校法人兵庫医科大学の教職員として通算５年以上

の勤務実績のある者については、入学金を免除する制度を整備している。 

【資料５ 近隣大学院学費比較一覧表】 
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（２） 学生確保に向けた具体的な取組状況 

① 現行の取組内容と今後の広報活動 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科では、大学院案内パンフレットやホームページ

で研究科の特色や育成する人材像等の情報を提示し学生募集の活動を実施してきた。また、

オープンキャンパス、教員による個別相談会等においても同様に、研究科の特色や育成する

人材像等の情報を提供するとともに、相談者の個別の相談を受けることで、相談者の疑問や

迷いを軽減し受験行動につなげることができていた。これらの広報活動は継続して実施す

る。なお、令和３年６月に実施したオープンキャンパスでは過去最高の１４名の参加があり、

参加者へのアンケートでは１４名中７名がすでに今年度の修士課程への出願を検討してい

ると回答している（【資料６】参照）。これら 7名の前向きな志願者含めオープンキャンパス

に参加した他の 7名へ継続的にアプローチを行い、確実に入学につなげるようにする。 

加えて、これまで行ってきた兵庫県看護協会及び大阪府看護協会などの職能団体の研修

会、学会などでの大学院の進学・本学大学院の情報提供などの他、以下の広報活動の取り組

みについても継続することで、安定的な学生確保につなげていく。 

・卒業生に向けた広報活動 

  本学卒業生に対し、オープンキャンパスの開催案内メールの送信や就職先への大学院

案内の送付、第４学年次のゼミ担当教員からの大学院進学への勧め等、卒業後も継続的な

コンタクトを行いながら大学院進学への興味を持たせる。 

・学部在学生に向けた広報活動 

  第１学年次から第４学年次の授業等において、本学大学院看護学研究科修士課程の紹

介を行う。また、第４学年次の研究ゼミ生と大学院生の接触の機会を設け、大学院に対す

る興味を促進する。 

・学校法人兵庫医科大学内在職者への広報活動 

  兵庫医科大学病院看護部全病棟、外来に大学院案内を送付する。また、看護部への研究

サポートにおいて修士課程の紹介とともに進学を進める。 

・看護職者への広報活動 

  前述の取り組みの他、近畿、四国、中国地方の病院や本学ＢＰ受講修了生に対し大学

院案内を送付する。また、本学大学院看護学研究科修士課程修了生により、自施設に

おいて大学院の紹介をしてもらうことで、本学大学院の魅力や大学院進学の不安の解

消等、生の声を届ける。 

【資料６ ２０２１年度 ZOOM オープンキャンパス アンケート結果】 

 

② 同一法人内での取り組みと兵庫医科大学病院との連携 
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本法人内には、特定機能病院として指定されている医療機関であり、各関係学会の研修施

設認定を受けている兵庫医科大学病院を有していることから、高い専門性と豊富な臨床経

験を有する看護師が多数在籍している。看護学研究科の看護実践能力と研究能力を併せ持

つ人材育成という目的を踏まえ、このような看護師に向けた大学院進学の案内についても

より強化する。また、専門看護師の育成は、大学病院に勤務する看護師にとってキャリアを

考える上で重要であると思われる。現行の兵庫医療大学看護学部と兵庫医科大学病院看護

部とは兵庫医療大学開学当初から教育・研究の両者において強い連携を構築し、これまでそ

の連携を強化してきた。卒前・卒後の教育連携や臨床で看護師が抱く疑問・課題を、研究と

して追及するための研究方法に関する助言・指導を兵庫医科大学病院の看護部教育室との

連携で進めるなど、教育・研究の両面における活動は充実している。さらに、学校法人兵庫

医科大学の看護職者が大学院へ進学しやすい環境を整備するため、在籍したまま進学をす

ることができる進学休職制度や、５年以上の勤務実績のある教職員に対する入学金免除の

制度等の支援も行っている。この大学と病院の関係性からも、社会人の大学院への進学が継

続的に見込まれ、兵庫医科大学と兵庫医療大学が統合することでこの兵庫医科大学病院と

の関係性がさらに強固となり、この進学への意識がより高まると予測できる。 

 

Ⅱ 人材需要の動向等社会の要請 

（１） 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

学校法人兵庫医科大学は、建学の精神として、「社会の福祉への奉仕 人間への深い愛 人

間への幅広い科学的理解」を掲げて昭和４７年に兵庫医科大学を開学し、兵庫医科大学病院

を開院した。昭和５３年には大学院医学研究科を、平成９年には兵庫医科大学篠山病院（現

在の兵庫医科大学ささやま医療センター）を、平成１９年には兵庫医療大学を、平成２３年

には兵庫医療大学大学院を設立し、医療の諸分野において建学の精神を実現させてきた。 

看護学研究科の理念は、保健･医療･福祉及び社会の変動に対応して、生命と人権を尊重し、

看護学の専門的知識と技術に立脚し、創造的かつ科学的に看護が実践できる人材並びに看

護学の教育と研究に携わる人材を育成し、人々の健康とＱＯＬの向上及び看護学の進歩･発

展に寄与することにある。 

さらに、保健・医療・福祉の場で行う看護実践の科学的根拠となる基礎理論及びその応用

について体系的に学修し、人々の尊厳を守り人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専

門的知識と技術に立脚し、先駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科

学的に解明する看護学の教育・研究能力を育成することを目的とする。 

看護学は実践の科学として、その価値を高め進歩発展してきている。同時に、医療の高度

化・複雑化は、安全・安心を第一とする看護実践の質を問い、さらなる質向上の必要性が求

められている。看護現場の発展のためには、科学的根拠に基づく看護学の教育・研究並びに
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高度な実践能力が必須である。 本学の看護学研究科は、建学の精神に則り、真に人々にと

って必要とされる看護学の専門的知識・技能を修得し、看護実践能力を強化して、社会の求

めに応じて役割･機能を果たすことのできる看護専門職者を育成する。  

 

教育・研究の目標を以下に示す。 

１）専攻する看護学専門分野に関連する科学的根拠と理論を修得し、看護実践に応用する

ことができる。  

２）専攻する看護学専門分野において、専門性の高い知識・技術を持って看護を実践し、

教育・相談・調整能力を高め、看護の質向上と変革を推進することができる。  

３）人間愛と高い倫理観を持ち、複雑な倫理的問題を的確に判断し調整することができ

る。  

４）先進医療における看護実践を先導的に行うことを通じて、地域医療の向上に資するこ

とができる。  

５）専攻する看護学専門分野に関する研究課題に取り組み、研究能力を高める。 

これからの看護職者は、医療の高度化・複雑化は進み、安全安心を第一とする看護実践の

質を問われ、少子高齢化などの社会的要因の変動に対応し、医療機関内で活用できる知識や

技術はもとより、地域社会においても看護のより専門的な知識、高度な技術、新たなケアプ

ログラム及びシステム開発が求められている。そのため、本学では卓越した看護実践力を持

ち、高度職業人としての高度実践看護師、看護学の研究者・教育者、医療機関における今後

医療の場において必要となる人材、を育成する。 

 

（２） 上記（１）が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観

的な根拠 

① 社会的、地域的な人材需要の動向 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科が設置されている神戸キャンパスは、兵庫県神

戸市に所在し、兵庫医科大学大学院看護学研究科となった後も同一のキャンパスにおいて

教育・研究を行う。 

また、本法人には、兵庫県西宮市に位置し特定機能病院として専門的な知識や高度な技術

を修得できる臨床の場である兵庫医科大学病院と、兵庫県丹波篠山市に位置し、地域医療を

担う医療機関であるささやま医療センターの二つの医療機関がある。 

このように、本学大学院、高度先進医療を学ぶ兵庫医科大学病院及び地域医療や在宅医

療・看護を学ぶささやま医療センターのそれぞれの場での実践と教育・研究が循環すること

で、より質の高い看護の提供、教育・研究の発展に繋げることができる。このような教育・
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研究環境から本研究科修了後は、それぞれの地域特性に応じた将来の保健・医療・福祉・教

育分野での活躍が想定され、社会的、地域的な人材需要を踏まえたものと言える。 

 

ア 社会人へのアンケート結果 

兵庫医科大学大学院看護学研究科の設置計画を進めるにあたり、本法人内の病院に勤め

る看護職者を対象として、兵庫医科大学大学院看護学研究科修士課程に対する受験意向及

び進学意向に関するアンケート調査を実施した（【資料７】参照）。 

大学院への進学意向については、大学院に「ぜひ進学したいと思う」「機会があれば進学

したいと思う」と回答した者は、有効回答者数３３３人の約４５．６％にあたる１５２人で

あった。さらに、約３７．８％にあたる１２６人が、兵庫医科大学大学院看護学研究科修士

課程を「受験してみたい」かつ「進学したいと思う」と回答した。大学院への進学について

「ぜひ進学したい」「機会があれば進学したい」との意向を示す社会人は、３０代・４０代

の年代の比率が高く、看護基礎教育を卒業後、ある程度臨床で専門職としてのキャリアを積

み、その後に大学院への進学を希望していると推測できる。現行の兵庫医療大学大学院にお

いて、社会人に対する学生確保の取り組みをしてきた経緯なども鑑みると、今後も継続して

兵庫医科大学大学院看護学研究科看護学専攻修士課程への受験希望・入学希望の社会人が

見込め、特に、短期大学及び専門学校を卒業した看護職者のさらなる看護実践力の向上、キ

ャリアアップのための大学院として、学生確保できると判断できる。 

【資料７ 看護学研究科進学意向調査（社会人）集計表】 

 

イ 京阪神の都市部を除く近畿地区及び中国・四国地方における社会人へのアンケート結

果 

 上記に加え、近畿（京阪神の都市部を除く）、中国・四国地方のおける医療機関に勤務す

る「看護師経験５年以上の社会人」及び「病棟看護師長」を対象に大学院修士課程における

受験意向及び進学意向に関するアンケート調査を実施した（【資料８】【資料９】参照）。 

看護師経験５年以上の社会人へのアンケートの有効回答数は２８２名であった。そのう

ち「進学希望あり」と明確に回答したのは約１１％の３１名であったが、「どちらともいえ

ない」を含めると約４０．１％の１１３名であった。また、アンケート結果からは経済的支

援やＩＣＴを活用した遠隔授業など社会人学生特有のニーズが伺えたため、上記のニーズ

への対応を行うことで学生確保の可能性がより高まることが推測される（【資料１０】参照）。 

また、管理職（病棟看護師長）対象にスタッフの大学院進学に対する意向を調査した結果、

有効回答数は１００名であった。そのうち、４７名（４７％）の看護師長がスタッフの大学

院進学について「ぜひ進学してほしい」と回答し、現行の兵庫医療大学大学院の進学希望に

ついては「強く勧める」「少し勧める」と回答した者は６３名（６３％）であったことから、
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管理職もスタッフの今後のキャリアアップには大学院への進学が視野にあると判断できる

（【資料１１】参照）。 

【資料８ 看護師対象アンケート調査】 

【資料９ 病棟看護師長対象アンケート調査】 

【資料１０ 看護師対象アンケート調査集計結果】 

【資料１１ 病棟看護師長対象アンケート調査集計結果】 

 

② 現在の兵庫医療大学大学院看護学研究科における状況 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科においては、現職の看護師が臨床における研究

能力向上を目的として入学した学生が多く存在している。 

令和３年６月に開催した看護学研究科オープンキャンパスでの参加者に対するアンケー

トにおいて、「大学院を選ぶときにあなたは何を重視しますか」の問いに対し、「仕事・その

他との両立が可能な履修ができるかどうか」の回答が９１．７％（１１名）と一番多く、次

いで「学費」の回答が７５％（９名）であった（【資料６】参照）。 

これらの社会人学生のニーズに対応するべく、長期履修制度や大学院設置基準第１４条

に基づく教育方法の特例制度の導入、法人内に勤務する看護職者への休職制度等を整えて

おり、個々の勤務状況などに応じて、カリキュラム及び教員の研究指導を夜間や土日に対応

するなどの取り組みを行ってきた。長期履修制度については毎年３名程度の利用実績があ

り、社会人学生のニーズに応じた制度であることが伺える。また、学生の経済的負担軽減の

ために、厚生労働省の教育訓練給付金講座への指定や、本学出身者及び法人内教職員に対す

る入学金免除制度、ティーチング・アシスタント制度等も導入している。 

兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、社会人学生が学びやすい環境を引き続き

構築していくことで、より柔軟な学生確保が期待できる。特に、今後は、社会人として就業

と学業の両立を考慮して、オンライン（オンデマンド型・双方向型）などによる授業の活用・

環境づくりをより強化する。 

【資料６ ２０２１年度 ZOOM オープンキャンパス アンケート結果】 
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：新規認定 ：26単位から38単位へ新たに移行

専門看護師教育機関及び課程一覧 〇 ：38単位 ◆ ：26単位

専門看護師教育課程は日本看護系大学協議会が認定している。 （2020年度　108大学大学院347課程） 38単位（292課程） 26単位（55課程）

2020年4月現在

教育機関名
（都道府県順）

認定
課程
数

が
ん
看
護

精
神
看
護

地
域
看
護

老
人
看
護

小
児
看
護

母
性
看
護

慢
性
疾
患
看
護

急
性
・
重
症
患
者
看
護

感
染
症
看
護

家
族
支
援

在
宅
看
護

遺
伝
看
護

災
害
看
護

北海道医療大学大学院 7 ◆　〇 〇 〇 〇 〇 〇

札幌医科大学大学院 3 〇 〇 〇

旭川医科大学大学院 2 〇 〇

天使大学大学院 3 〇 〇 〇

日本赤十字北海道看護大学大学院 2 〇 〇

札幌市立大学大学院 9 ◆　〇 ◆　〇 ◆　〇 ◆　〇 〇

北海道大学大学院 1 〇

青森県 青森県立保健大学大学院 2 〇 ◆

岩手県 岩手県立大学大学院 4 〇 ◆ ◆　〇

宮城大学大学院 4 ◆　〇 ◆　〇

東北大学大学院 2 〇 〇

秋田大学大学院 1 〇

日本赤十字秋田看護大学大学院 2 〇 〇

山形大学大学院 2 〇 〇

山形県立保健医療大学大学院 3 〇 〇 〇

福島県 福島県立医科大学大学院 3 〇 〇 〇

茨城県立医療大学大学院 2 ◆ ◆

筑波大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

茨城キリスト教大学大学院 3 ◆　〇 〇

自治医科大学大学院 5 〇 〇 〇 〇 〇

獨協医科大学大学院 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

国際医療福祉大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

群馬県 群馬大学大学院 5 〇 〇 ◆　〇 〇

埼玉医科大学大学院 1 〇

埼玉県立大学大学院 5 〇 ◆　〇 ◆　〇

千葉大学大学院 2 〇 〇

順天堂大学大学院 9 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

千葉科学大学大学院 1 〇

聖路加国際大学大学院 9 〇 〇 ◆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東京医科歯科大学大学院 4 ◆ ◆ ◆ ◆

東京女子医科大学大学院 5 〇 〇 〇 〇 〇

日本赤十字看護大学大学院 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

首都大学東京大学院 2 ◆ ◆

杏林大学大学院 3 〇 〇 〇

東邦大学大学院 2 〇 〇

東京慈恵会医科大学大学院 3 〇 〇 〇

武蔵野大学大学院 1 〇

国立看護大学校研究課程部 4 〇 〇 〇 〇

北里大学大学院 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東海大学大学院 9 ◆　〇 ◆ ◆　〇 ◆　〇 ◆　〇

慶應義塾大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

横浜市立大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

昭和大学大学院 3 〇 〇 〇

神奈川県立保健福祉大学大学院 2 〇 〇

新潟大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

新潟県立看護大学大学院 3 〇 ◆　〇

新潟医療福祉大学大学院 1 〇

山梨県 山梨県立大学大学院 8 ◆ ◆　〇 ◆　〇 ◆　〇 〇

長野県 長野県看護大学大学院 5 〇 ◆　〇 ◆　〇

富山県 富山大学大学院 3 〇 ◆　〇

石川県立看護大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

金沢医科大学大学院 2 〇 〇

福井県 福井大学大学院 3 〇 〇 〇

岐阜県 岐阜県立看護大学大学院 3 〇 〇 〇

聖隷クリストファー大学大学院 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

浜松医科大学大学院 1 ◆

静岡県立大学大学院 1 ◆

名古屋大学大学院 1 〇

愛知医科大学大学院 1 〇

愛知県立大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

名古屋市立大学大学院 2 ◆ 〇

日本赤十字豊田看護大学大学院 5 ◆　〇 ◆　〇 ◆

三重大学大学院 2 ◆ 〇

三重県立看護大学大学院 5 ◆　〇 〇 ◆　〇

四日市看護医療大学大学院 1 ◆

滋賀県 滋賀県立大学大学院 2 〇 〇

京都橘大学大学院 5 〇 〇 〇 〇 〇

京都大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

京都府立医科大学大学院 1 〇

大阪府立大学大学院 10 〇 〇 ◆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大阪大学大学院 1 〇

大阪医科大学大学院 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

関西医科大学大学院 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

兵庫県立大学大学院 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

神戸市看護大学大学院 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

神戸女子大学大学院 2 〇 〇

神戸大学大学院 1 〇

兵庫医療大学大学院 2 〇 〇

甲南女子大学大学院 2 ◆ ◆

関西国際大学大学院 1 〇

奈良県立医科大学大学院 2 〇 〇

奈良学園大学大学院 1 〇

和歌山県 和歌山県立医科大学大学院 1 〇

鳥取県 鳥取大学大学院 1 〇

島根県 島根大学大学院 2 〇 ◆

岡山大学大学院 1 〇

山陽学園大学大学院 1 〇

川崎医療福祉大学大学院 2 ◆　〇

広島大学大学院 2 〇 〇

日本赤十字広島看護大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

広島文化学園大学大学院 2 〇 〇

山口県 山口大学大学院 2 〇 〇

徳島県 徳島大学大学院 2 〇 〇

香川県 香川県立保健医療大学大学院 1 ◆

高知県 高知県立大学大学院 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

愛媛県 愛媛大学大学院 1 〇

久留米大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

福岡県立大学大学院 2 〇 〇

聖マリア学院大学大学院 2 〇 〇

日本赤十字九州国際看護大学大学院 2 〇 〇

福岡大学大学院 1 〇

佐賀県 佐賀大学大学院 1 ◆

長崎県 長崎大学大学院 1 〇

熊本県 熊本大学大学院 3 〇 〇 〇

大分県 大分大学大学院 3 〇 〇 〇

宮崎県 宮崎大学大学院 1 ◆

琉球大学大学院 1 ◆

沖縄県立看護大学大学院 4 〇 〇 〇 〇

38単位　計 292 67 43 2 36 33 12 26 30 12 6 18 4 3

26単位　計 55 10 8 1 9 8 5 4 6 1 1 1 1 0

347 77 51 3 45 41 17 30 36 13 7 19 5 3

【日本看護協会認定部作成】

秋田県

都道府県

専門看護分野（13分野）

北海道

宮城県

三重県

山形県

茨城県

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

石川県

静岡県

愛知県

福岡県

沖縄県

　総計

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

岡山県

広島県

【資料１】
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兵庫医療大学 看護学部 大学院進学と卒業後の進路に関する調査 

Ⅰ．調査目的 

兵庫医療大学大学院看護学研究科の設置にあたり、当学看護学部の学生が希望する進路や、大学院進

学への意向を明らかにし、当学大学院への学生のニーズを把握する。

Ⅱ．方法 

１． 対象：看護学部全学年 431 人 
（第 4 学年：114 人 第 3 学年：98 人 第 2 学年：111 人 第 1 学年：108 人） 

２．調査実施：平成 22 年 4 月 
３．方法：集合調査 無記名自記式質問紙を配布回収

Ⅲ．回答者数（回収率）： 全学年 418 人（97.0%） 
第 4 学年 105 人（92.1%） 第 3 学年 97 人（99.0%） 第 2 学年 110 人（99.1%） 第 1 学年 106 人（98.1%） 

Ⅳ．結果 

１．大学院進学に関する意向

【回答率】全学年：98.6% 第 4 学年：98.1% 第 3 学年：100% 第 2 学年：99.1% 第 1 学年：97.2% 

 
 

２．大学院へ進学する場合の希望進路

【回答率】全学年：78.0% 第 4 学年：85.7% 第 3 学年：78.4% 第 2 学年：78.2% 第 1 学年：70.0% 
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【資料２】
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３．卒業直後の進路

１）「卒業直後の進路」で「就職する」を回答した者の希望職種

２）「卒業直後の進路」で「進学する」を回答した者のうち大学院進学希望者数

全体で 7 人（58.3%）（第 4 学年：2 人 第 3 学年：1 人 第 2 学年 3 人 第 1 学年：1 人）が、

卒業直後に大学院への進学を希望していた。

４．当学大学院で関心のある分野（複数回答）

対象：第 4 学年、第 3 学年、第 2 学年の 312 人（第 1 学年は非対象） 
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看護学部3年生、又は看護職者の方へ

令和2年10・11月　兵庫医科大学

問１． あなたご自身についてお教えください。 ※回答から個人を特定することは一切ありません。

1. 20代 2. 30代 3. 40代 4. 50代 5. 60代以上

1. 看護学部3年生 2. 社会人（病院・診療所勤務）

【社会人】の方のみにお伺いします。

1. 看護師 2. 保健師 3. 助産師 4. その他（ ）

1. 兵庫県 2. 大阪府 3. その他（ ）

1. 大学 2. 短期大学 3. 専門学校 4. その他（ ）

【全員】の方にお伺いします。

問２． あなたは、大学院に進学したいと思いますか。

現在のあなたのお気持ちに一番近いもの１つに○をつけてください。（１つだけ）

1. ぜひ進学したいと思う 2. 機会があれば進学したいと思う 3. 進学したいとは思わない

問３． あなたは、兵庫医科大学 大学院の「看護学研究科」（仮称、設置構想中）を

受験してみたいと思いますか。あなたのお気持ちに一番近いもの１つに○をつけてください。（１つだけ）

1. 受験してみたいと思う 2. 受験したいとは思わない

問４． あなたが、もし兵庫医科大学 大学院の「看護学研究科」（仮称、設置構想中）を受験して合格したら、

進学したいと思いますか。あなたのお気持ちに一番近いもの１つに○をつけてください。（１つだけ）

1. 進学したいと思う 2. 進学したいと思わない

兵庫医科大学では、2022年（令和4年）4月に、新しく
大学院「看護学研究科」（仮称）を設置することを構想しています。

ؙ＊＊＊質問は以上です。ご協力ありがとうございました。＊＊＊

※ ここからは、裏面の資料をご覧いただいた上でお答えください ※

連絡先：兵庫医科大学　大学統合準備室　TEL：078-304-3007

※このアンケートに記載されている内容はあくまで予定であり、内容が変更になる可能性もあります。

年代
（１つに○）

保有資格
（いくつでも○）

勤務地
（１つに○）

最終学歴
（ひとつだけ○）

この調査についてご不明な点、ご質問などありましたら、お手数ですが下記にご連絡ください。

学年・所属
（１つに○）

2.看護

兵庫医科大学 大学院「看護学研究科」（仮称、設置構想中）

に関するアンケート
～2022年４月、兵庫医科大学と兵庫医療大学は統合します～

　2022年（令和4年）4月に、兵庫医科大学大学院と兵庫医療大学大学院は統合します。それに伴い、兵庫
医科大学大学院では、現在の兵庫医療大学大学院の教育内容を継承した大学院「看護学研究科」（仮称、設置
構想中）の開設を計画しております。
　兵庫医科大学では、現在、学部生または、看護職者として勤務されている皆様へ調査させていただき、構想
中の「看護学研究科」（仮称）の内容をより充実したものにするための参考とさせていただきたいと考えてお
ります。なお、この調査は無記名で行います。アンケートへのご協力をよろしくお願い致します。

【資料３】
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兵庫医科大学大学院

看護学研究科修士課程（仮称、設置構想中）の設置計画の概要

（注）概要は現在計画中の予定であり、変更される場合があります。 

１．名称 看護学研究科（修士課程） 

２．開設予定時期  ２０２２（令和４）年４月 

３．設置の理念、養成する人材像 

  看護学基礎研究領域及び看護学課題研究・高度実践領域の２領域を設け、それぞれの看護実践の科学的

根拠となる基礎理論及びその応用について体系的に学修する。人間性豊かな看護専門職者として、看護学の専

門的知識と技術に立脚し、先駆的・創造的に高度看護実践できる能力、並びに看護現象を科学的に解明する看

護学の教育・研究能力を育成することを目的とする。 

４．修了後に想定される主な進路 

①病院や診療所、地域、教育機関などで活動する看護職（保健師・助産師・看護師）としてキャリアアップ

②大学教員として看護学教育に携わりながら研究活動を継続・追及

③高度な専門的知識・技術と実践力を身につけた専門看護師として活躍

（看護学課題研究・高度実践領域を修了後、認定審査に合格し専門看護師資格を取得した場合） 

５．研究科の特徴とコース紹介 

社会人が働きながらでも学びやすいように共通科目は、主に土曜日・日曜日に開講しています。また、標準修

業年限を超えての履修が可能になる「長期履修制度」を設け、時間的な制約のある社会人がキャリアを断絶させ

ることなく仕事と学びを両立できる環境を整えています。 

■看護学基礎研究領域

研究能力を育成する領域です。日々の看護現場で気づいた疑問を、どのように具体的な研究に結びつける

のかについて教員が丁寧に指導します。また、研究課題に沿って研究計画・データ収集・分析を行い、学位

論文として修士論文を作成します。

■看護学課題研究・高度実践領域（CNS）

看護実践能力を育成する領域です。複雑な看護問題を持つ個人や集団を対象に、合計１０単位（１０～１５

週間以上）程度の臨地実習を行い、質の高い看護実践を学びます。また、看護実践の質向上を探求する課

題研究報告書を作成し、それを学位論文とします。

６．学位の名称 修士（看護学） 

７．設置場所 神戸キャンパス（兵庫県神戸市中央区港島１丁目３番６） 

・ポートライナー「みなとじま（キャンパス前）」駅下車、徒歩約１０分 

・神姫バス「ポーアイキャンパス東」バス停下車、すぐ 

８．入学定員 ８人（収容定員１６人） 

９．学生納付金 入学金１００，０００円  授業料（年額）５００，０００円  

※本学出身者および、学校法人兵庫医科大学の教職員として通算 5 年以上の勤務実績のあるものについては、入学金を免除しま

す。 

＜類似の他大学院研究科専攻＞ 

大阪医科大学大学院看護学研究科、関西医科大学大学院看護学研究科 
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看護学研究科進学意向調査（看護学部第3学年次生）集計表

このアンケートは、兵庫医科大学大学院看護学研究科への進学意向調査の一部を抜粋したものであ
る。

問３．あなたは、兵庫医科大学大学院の「看護学研究科」（仮称、設置構想中）を受験してみたいと
思いますか。（択一）

問４．あなたが、もし兵庫医科大学大学院の「看護学研究科」（仮称、設置構想中）を受験して合格
したら、進学したいと思いますか。（択一）

調
査
数

進
学
し
た
い

評
価

問２．あなたは、大学院に進学したいと思いますか。（択一）

有
効
回
答
件
数

無
回
答

【資料４】
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近隣⼤学院学費⼀覧表

看護学研究科 単位：円
⼤学名 研究科名 定員（⼈） 授業料（1年分） 教育充実費（1年分） その他 2年次学費 合計

兵庫医療⼤学 看護学研究科 8 100,000 400,000 100,000 500,000 1,100,000

武庫川⼥⼦⼤学 看護学研究科 12 800,000 200,000 1,000 1,000,000 2,281,000

神⼾⼥⼦⼤学 看護学研究科 8 600,000 150,000 750,000 1,700,000

関⻄医科⼤学 看護学研究科 20 500,000 100,000 600,000 1,400,000

⼤阪医科⼤学 看護学研究科 8 480,000 100,000 580,000 1,360,000

200,000

200,000

200,000

⼊学⾦

280,000

【資料５】
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2021年度 ZOOM オープンキャンパス アンケート結果 

12名/14名（回収率 85.7％） 

申込時希望領域：在宅３名、がん３名、看護開発科学２名、慢性２名、急性１名、基礎１名、

老年１名、BP１名

75.0%

16.7%

8.3%

本日のオープンキャンパスは何で知りましたか。

本学ホームページ

本学の教員から案内された（メー
ル、研修会、勉強会、セミナー）
卒業生への案内メール

66.7%, 8

50.0%, 6

8.3%, 1

50.0%, 6

25.0%, 3

8.3%, 1

25.0%, 3

本学の修士課程への進学を考えている

大学院の修士課程への進学を考えている（他大学との比較のため）

本学のBPへの進学を考えている

入試対策（英語）に参加しようと思った

キャンパスや所属する教員を知りたかった

先輩院生との懇談会に参加しようと思った

日程が参加しやすかった

本日のオープンキャンパスに参加した理由は何ですか（複数回答可）

33.3%, 4
91.7%, 11

25.0%, 3

41.7%, 5

8.3%, 1

75.0%, 9

58.3%, 7

66.7%, 8

8.3%, 1

カリキュラム内容

仕事・その他との両立が可能な履修ができるかどうか

大学の学習・研究環境

大学の立地・アクセスのよさ

大学のネームバリュー

学費

指導教員の研究内容

指導教員の人柄

先輩院生の大学院での研究内容・実績

大学院（修士課程・BP）を選ぶときにあなたは何を重視しますか（複数回答可）

【資料6】

12件の回答

12件の回答

12件の回答
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8.3%

91.7%

現在まで本学の修士課程の入試は1期9月と2期1月にありました（BPの出願は12月
-1月で書類審査のみ）。
この場合、進路の決定や受験勉強に備えて、オープンキャンパスを最も希望する
時期をお聞かせください。

１・２月

３・４月

５・６月

７・８月

９・１０月

１１・１２月

何月でもよい

58.3%

8.3%

25.0%

8.3%

本学への出願のご意向についてお伺いします。

今年度の修士課程の出願を検討している

次年度以降の修士課程の出願を検討して
いる
他大学と検討のうえ修士課程の出願を考
えたい
BPの出願を検討している

出願は考えていない

BPと修士どちらも悩んでいる。

58.3%
33.3%

8.3%

オープンキャンパスに参加した満足度は次のうちどれですか

満足している

概ね満足している

どちらともいえない

あまり満足していない

全く満足していない

12件の回答

12件の回答

12件の回答
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オープンキャンパスに参加したご感想およびご意見をお聞かせください。 

zoomではありましたが、先生方を拝見する事が出来てとてもよかったです。ありがとうござい

ました。 

院生の方から具体的な学生生活と仕事の両立など聞かせていただき、イメージが湧きました。

試験対策の英語の解答時の考え方についてもよく分かりました。 

充実した内容で参加してとても良かった。英語の読解能力に自信が無くなった。先輩のお話し

を聞けて、現実的に想像が出来、分かりやすくて良かった。半面課題が大変そうだと感じ、仕

事との両立が可能なのか不安にもなった。3年に伸ばす人が 8 割もいると聞き、更に 2年で終

われるのか不安にもなった。他大学のオープンキャンパスでは、募集要項に沿っての説明をし

て下さる所もあったので、それについても少し説明してもらえると受験出願時の確認が出来て

良いなぁとも思った。不明な事は教育支援担当者にお聞きしたいと思う。 

先生方の雰囲気、学ぶ内容、英語対策、在学院生からは大学院での授業日程調整など具体的な

事を教えてもらいました。ありがとうございました。 

カリキュラム内容を丁寧に説明していただいたので、わかりやすかったです 

Webでも全く抵抗なく、参加出来ました。ありがとうございました。 

先輩院生との懇談では、具体的なタイムスケジュールや生活や仕事との両立をイメージしやす

くなりました。英語試験対策についても、大変丁寧にご解説いただきわかりやすかったです。

ありがとうございました。 

今の臨床の疑問などを大学院での学びや研究として形になるかどうかは、指導教員と話し合う

必要がありますが、大学院での学びを深めたいと興味が強くなりました。 

院生の方との懇親会では具体的に質問しやすくかったです 

9件の回答
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ぜ
ひ
進
学
し
た
い

と
思
う

機
会
が
あ
れ
ば

進
学
し
た
い
と
思
う

実数 333 333 152 25 127 176 5

％ 　― 100.0% 45.6% 7.5% 38.1% 52.9% ―

評
価

調
査
数

有
効
回
答
件
数

受
験
し
て
み
た
い

と
思
う

受
験
し
た
い
と
は

思
わ
な
い

無
回
答

実数 333 333 126 207 0

％ ― 100.0% 37.8% 62.2% ―

評
価

調
査
数

有
効
回
答
件
数

進
学
し
た
い

と
思
う

進
学
し
た
い
と

思
わ
な
い

無
回
答

実数 126 126 126 0 0

％ ― 100.0% 100.0% 0.0% ―

進
学
し
た
い
と
は

思
わ
な
い

看護学研究科　進学意向調査（社会人-病院勤務-）　集計表

このアンケートは、兵庫医科大学大学院看護学研究科への進学意向調査の一部を抜粋したものであ
る。

問３．あなたは、兵庫医科大学大学院の「看護学研究科」（仮称、設置構想中）を受験してみたいと
思いますか。（択一）

問４．あなたが、もし兵庫医科大学大学院の「看護学研究科」（仮称、設置構想中）を受験して合格
したら、進学したいと思いますか。（択一）

調
査
数

進
学
し
た
い

評
価

問２．あなたは、大学院に進学したいと思いますか。（択一）

有
効
回
答
件
数

無
回
答

【資料７】
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アンケートにご回答いただけましたら、封筒に入れて封をしてください。同意されない場合

でも、職場での不利益は生じません。不投函や白紙での投函でも構いません。 

無記名のため投函後は、同意撤回ができないことをご了承ください。 

Ⅰ．あなた自身およびあなたが勤務する病院についてお伺いします。 

1．年齢 （ ）歳 

2．看護師経験年数 （ ）年 

3．保有している看護専門資格を教えてください。 

4．看護師の基礎教育を受けた教育機関を教えて下さい。 

5．あなたが病棟で担っている役割について教えて下さい。（複数回答可） 

6．あなたが自己研鑽やキャリアアップのために、過去 5年間で取り組んだことのある 

ものを教えてください。（複数回答可） 

7．あなたがこれまでに参加したことのある研修会・講習会を教えてください。 

（複数回答可） 

本調査への回答に □協力します □協力しません（□にチェックをお願いします） 

①看護師 ②助産師 ③保健師 ④准看護師 

⑤認定看護師（分野： ） 

⑥専門看護師（分野： ） 

⑦その他（ ） 

①看護専門学校（３年制）  ②看護専門学校（2年制） ③短期大学（3年制）

④短期大学（2年制） ⑤大学 ⑥その他（ ） 

①スタッフ ②リーダー ③主任 ④副師長

⑤プリセプター等の新人指導 ⑥委員会のリーダー・サブリーダー

⑦研究指導 ⑧その他（ ） 

①院内の勉強会・研修への参加 ②院外の勉強会・研修会への参加

③学会への参加 ④院内での研究発表

⑤学会での研究発表 ⑥専門書や雑誌の閲覧

⑦文献の活用 ⑧通信教育や e-learning

⑨その他（ ） 

①認定看護管理者（ファーストレベル セカンドレベル サードレベル）

②専任教員養成講習会 ③実習指導者講習会

④認定看護師（分野： ） 

⑤特定行為研修（特定行為・特定行為区分： ） 

⑥各種学会の認定資格（ ） 

⑦その他（ ） 

【資料８】
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8．あなたが勤務されている病院の設置主体はどれにあたりますか。 

9．病院のベッド数を教えて下さい。 

10．現在のご所属を教えて下さい。 

Ⅱ．以下の質問について、あなたの考えや気持ちに最もあてはまる番号に〇をつけてください。 

非
常
に
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
る 

少
し
あ
て
は
ま
る 

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い 

1 看護を学ぶことは楽しい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

2 看護について最新の情報を得たい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

3 看護を学ぶことは面白い １ ２ ３ ４ ５ ６ 

4 看護に関する書物をできるだけ読みたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

5 看護を学ぶことが好きだ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

6 看護についてわからないことはすぐに調べたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

7 看護師としての知識を高めたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

8 興味のあることを徹底的に調べたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

9 看護師として新しいことに挑戦したい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

10 周りの人から看護師として認められたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

11 上司・先輩などから頼られる存在でありたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

①国立 ②自治体（都道府県、市町村、地方独立行政法人等）

③公的医療機関（日赤、済生会等）

④社会保険関係団体（社会保険病院、健保組合、共済組合等）

⑤医療法人・個人 ⑥学校法人 ⑦医師会 ⑧企業

⑨その他（ ）

①300床未満 ②300～500床未満 ③500～700床未満

④700～900床未満 ⑤900床以上 ⑥わからない 

①内科系病棟 ②外科系病棟 ③ICU・HCU・CCUなど

④手術室 ⑤精神科病棟 ⑥小児病棟 ⑦産科病棟

⑧救急病棟 ⑨緩和ケア病棟 ⑩外来（ ） 

⑪その他（ ） 
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非
常
に
あ
て
は
ま
る 

あ
て
は
ま
る 

少
し
あ
て
は
ま
る 

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
い 

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い 

12 看護師としてのモデルとなる存在に近づきたい １ ２ ３ ４ ５ ６ 

13 役割を与えられるとやる気が出る １ ２ ３ ４ ５ ６ 

14 看護職として技術を磨いている １ ２ ３ ４ ５ ６ 

15 看護師として新しいことに挑戦している １ ２ ３ ４ ５ ６ 

16 自分の看護実践能力に自信を持っている １ ２ ３ ４ ５ ６ 

17 看護師としての仕事に喜びを感じている １ ２ ３ ４ ５ ６ 

18 自分で目標を定めて頑張っている １ ２ ３ ４ ５ ６ 

19 常に看護に関する情報を得ている １ ２ ３ ４ ５ ６ 

20 看護師としてのキャリアアップを図っている １ ２ ３ ４ ５ ６ 

21 自分に必要な研修を自ら選択している １ ２ ３ ４ ５ ６ 

22 研修などに積極的に参加している １ ２ ３ ４ ５ ６ 

Ⅲ．今後、進学や資格取得を考えていらっしゃいますか。 

①はい Ⅳ（p.４）以降の質問にご回答ください 

②いいえ Ⅴ（ｐ.６）以降の質問にご回答ください 

③どちらとも言えない Ⅴ（ｐ.６）以降の質問にご回答ください 
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Ⅳ．Ⅲで「①はい」と回答した方は、こちらから続きの回答をお願いします。 

1．どのような進学先、資格を考えていますか。 

2．進学を希望する理由を教えてください。（複数回答可） 

3. 進学にあたり希望するまたは興味のある分野を教えてください。(複数回答可)

4．大学院には、「資格審査制度＊1」があることを知っていますか 

＊1：資格審査制度とは、大学を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを審査し、認められれば大学院の入学

試験を受験することができる制度です。 

5．進学・資格取得のために求める支援はありますか。（複数回答可） 

１）学校に対して 

＊2：遠隔授業とは、多様なメディアを高度に利用した教育で、社会人など、多様な年齢総の多様なニーズを持った

学生に合わせた教育体制です。授業の類型として、①授業中、教員と学生が互いに映像・音声等によるやり取り

を行い、同時に双方向で行う講義（同時双方向型（テレビ会議方式等）、②インターネットその他の適切な方法

を利用し、講義を行い、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を行う講義（オンデマンド型インタ

ーネット配信方式等）である。これらの学習形態のメリットは以下の通りです。 

◎遠方から大学への通学回数が減り、交通費、宿泊費などの負担が減る 

◎自分の時間で動画講義を受講することができ、勤務調整回数が激減する  

◎PC画面を通した対面講義もあるため、直接相談や指導を受けられる 

①大学学士 ②保健師 ③助産師 ④看護師

⑤専門看護師（分野 ）  ⑥認定看護師（分野 ） 

⑦認定看護管理者 ⑧大学院（修士）  ⑨大学院（博士） ⑩教員資格

⑪実習指導者資格

⑫その他（ ） 

①専門領域に関する知識・技術を深めたい ②キャリアアップ

③資格取得 ④学位取得 ⑤看護教育者になるため

⑥看護研究力をつけたい ⑦リフレッシュ

⑧その他（ ） 

①がん ②急性期 ③慢性期 ④看護管理 ⑤看護倫理

⑥感染管理 ⑦救急看護 ⑧看護技術 ⑨老年看護 ⑩母性看護

⑪小児看護 ⑫精神看護 ⑬地域看護 ⑭在宅看護 ⑮家族看護

⑯その他（ ） 

①よく知っている ②制度は知っているが条件は知らない ③知らない 

①経済的支援（奨学金や補助金） ②授業の土日祝日開講

③夜間開講 ④ICTを活用した遠隔教育＊2

⑤進学や資格取得に関する相談（学習内容や学生生活に関するもの）

⑥サテライトキャンパス（交通の良い駅周辺などに開設するキャンパス）の開設

⑦その他（ ） 
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２）職場に対して  

３）周囲（家族や友人等）に対して 

４）その他 

6. 今後、本学の大学院教育の中で、ICTを活用した遠隔授業を予定しています。

このシステムがあれば、進学を希望しますか。またその理由について教えてください。

 

＊ご協力ありがとうございました＊ 

兵庫医療大学 看護学研究科ホームページ 

ＵＲＬ:http://www.huhs－graduate.org/ 

兵庫医療大学公式キャラクター 

「ふーたん」 

①勤務調整 ②キャリアアップの支援制度（休職制度、給与保障、学費援助等）

③職場の理解 ④その他（ ） 

（求める内容をご記入ください） 

①希望する ②希望しない ③わからない

④遠隔授業があるなら希望する ⑤もう少し内容を知りたい

（理由） 
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Ⅴ．Ⅲで「②いいえ」または「③どちらとも言えない」と回答した方は、こちらから続きの

回答をお願いします。 

1．現時点で、進学を希望しない理由を教えてください。（複数回答可） 

2．今後、本学の大学院教育の中で、ICTを活用した遠隔授業＊も予定しています。 

このシステムがあれば、進学を考えることがありますか。 

＊：遠隔授業とは、多様なメディアを高度に利用した教育で、社会人など、多様な年齢総の多様なニーズを持った学

生に合わせた教育体制です。授業の類型として、①授業中、教員と学生が互いに映像・音声等によるやり取りを

行い、同時に双方向で行う講義（同時双方向型（テレビ会議方式等）、②インターネットその他の適切な方法を

利用し、講義を行い、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を行う講義（オンデマンド型インター

ネット配信方式等）である。これらの学習形態のメリットは以下の通りです。 

◎遠方から大学への通学回数が減り、交通費、宿泊費などの負担が減る 

◎自分の時間で動画講義を受講することができ、勤務調整回数が激減する 

◎PC画面を通した対面講義もあるため、直接相談や指導を受けられる  

3．本学で、貴方が興味のある分野の研修会や講習会があれば参加を希望しますか。 

4．受講したい研修や講義などありましたら、ぜひ具体的に教えてください。 

＊ご協力ありがとうございました＊ 

兵庫医療大学 看護学研究科ホームページ 

URL：http://www.huhs-raduate.org/ 

兵庫医療大学公式キャラクター 

「ふーたん」 

①仕事と家庭の両立 ②必要性がない

③ライフイベント(結婚・出産・育児)の優先 ④経済的に困難

⑤通学困難 ⑥学習への不安 ⑦進学する余裕がない

⑧その他（ ） 

①強く希望する ②少し希望する ③どちらともいえない

④あまり希望しない ⑤全く希望しない

①希望する ②希望しない

③オンラインを活用した研修会・講習会であれば参加したい 
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アンケートにご回答いただけましたら、封筒に入れて封をしてご返送ください。同意されない場合でも、職場で

の不利益は生じません。不投函や白紙での投函でも構いません。無記名のため投函後は、同意撤回ができないこと

をご了承ください。 

I. あなた自身についてお伺いします。 

１． 年齢   （ ）歳 

２． 看護師経験年数  （ ）年 

３． 管理職経験年数  （ ）年 

４. 看護師の他に、専門資格をお持ちでしたら教えてください。（複数回答可）

５． 最終学歴を教えてください。 

６． 貴病棟に下記の学位または資格を持つスタッフはいますか。（複数回答可） 

II. 貴病棟のスタッフの方の進学に関してお伺いします。

１． 貴病棟においてこれまでに進学した又は進学を希望したスタッフはいますか。（複数回答可） 

本調査への回答に  □協力します □協力しません（□にチェックをお願いします）

① 認定看護管理者 ②認定看護師（分野： ） 

③専門看護師（分野： ） ④保健師 

⑤助産師 ⑥その他（ ） 

① 看護専門学校 ②短期大学 ③大学 ④大学院

⑤保健師専門学校・専攻科 ⑥助産師専門学校・専攻科 ⑦その他（ ） 

Ａ．いる （いる場合は、内訳を教えてください） 

①認定看護師（分野： ）（ ）人 

②専門看護師（分野： ）（ ）人 

③大学卒（ ）人 ④大学院修士卒（ ）人 

⑤大学院博士卒（ ）人  ⑥その他（ ）（   ）人 

Ｂ.いない 

Ａ．いる （いる場合は、進学・進学希望先を教えてください）   

①看護師学校養成所２年課程（准看護師が看護師資格を取得する進学コース）

②保健師専門学校・専攻科 ③助産師専門学校・専攻科

④認定看護師課程（分野： ） 

⑤認定看護管理者

⑥専門看護師課程（分野： ） 

⑦大学院修士課程 ⑧大学院博士課程 ⑨その他（ ） 

Ｂ.いない 

【資料９】
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２．スタッフが進学を希望することについてのご意見とその理由を教えてください。 

  理由 

３.「2017年病院看護実態調査（日本看護協会）」において、78.1%の看護管理者が、医療・介護需要がピークと

なる 2025年に向けた課題として、「地域における自院の役割に即した人材育成」を挙げていました。 

貴院では、将来的にどのような資格を持った看護職員が必要と考えますか。 

４. 貴院において、将来必要とする人材について具体的に教えてください。

５. 本学では、現在の臨床のニーズに合わせた教育プログラムの1つとして、大学院の講義に遠隔授業＊1を取り

入れることを検討しています。もし、貴病棟のスタッフが本学への進学を希望した場合、上司としてどのよ

うに対応されますか。

＊1：多様なメディアを高度に利用した教育で、社会人など、多様な年齢総の多様なニーズを持った学生に合わせた教育体制です。授業の

類型として、①授業中、教員と学生が互いに映像・音声等によるやり取りを行い、同時に双方向で行う講義（同時双方向型（テレビ会議

方式等）、②インターネットその他の適切な方法を利用し、講義を行い、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を行う講義

（オンデマンド型インターネット配信方式等）である。これらの学習形態のメリットは以下の通りです。 

◎遠方から大学への通学回数が減り、交通費、宿泊費などの負担が減る 

◎自分の時間で動画講義を受講することができ、勤務調整回数が激減する 

◎PC画面を通した対面講義もあるため、直接相談や指導を受けられる 

①ぜひ進学して欲しい

②進学してほしいが支援する制度はない

③看護職員が不足しているため、あまり進学はして欲しくない

④進学は個人のキャリアアップ

⑤どちらともいえない 

①認定看護師（分野：   ） ②専門看護師（分野： ） 

③看護師 ④保健師 ⑤助産師

⑥認定看護管理者 ⑦大学院卒（修士）  ⑧大学院卒（博士）

⑨その他（ ） ⑩とくになし 

①強く勧める ②少し勧める ③どちらともいえない ④あまり勧めない ⑤勧めない

（理由）  

- 学生確保 ― 30 -



６．スタッフのキャリアアップ支援を行ううえで、工夫されていることや困難に感じていることについて 

教えてください。 

＊ご協力ありがとうございました＊ 

兵庫医療大学 看護学研究科ホームページ 

URL：http://www.huhs-graduate.org/ 

兵庫医療大学公式キャラクター 

「ふーたん」 
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看護師対象アンケート調査集計結果 

表１  看護師の属性 （n＝282） 

人（％） 

年齢 

平均：39.1 歳 

（range：23-60） 

20 代 48 (17)

30 代 101 (36)

40 代 99 (35)

50 代 31 (11)

60 代 2 ( 1)

未回答 1 ( 0)

看護師経験年数 1-5 年 20 ( 7)

6-10 年 67 (24)

11-15 年 63 (22)

16 年以上 132 （47)

受けた看護師教育機関 看護専門学校３年コース 161 (57)

看護専門学校２年コース 45 (16)

短期大学（２年・３年） 19 ( 7)

大学 51 (18)

その他 6 ( 2)

進学希望の有無 あり 31 (11)

なし 166 (59)

どちらとも言えない 82 (29)

その他 3 (1)

【資料１０】

- 学生確保 ― 32 -



表 2   進学を望者する看護師の意向 （n＝31） 

  人（％） 

進学を希望する理由 

（複数回答あり） 

専門領域に関する知識・技術を深めたい 23 （74.2）

キャリアアップ 18 （58.1）

資格取得 8 （25.8）

学位取得 4 （12.9）

看護教育者になるため 1 （ 3.2）

看護研究力をつけたい 3 （ 9.7）

リフレッシュ 2 （ 6.5）

  

進学を希望する教育分野 

（複数回答あり） 

がん看護 7 （22.6）

急性期看護 9 （29.0）

慢性期看護 3 （ 9.7）

看護管理 3 （ 9.7）

看護倫理 3 （ 9.7）

感染管理 3 （ 9.7）

救急看護 2 （ 6.5）

看護技術 4 （12.9）

老年看護 6 （19.4）

母性看護 1 （ 3.2）

小児看護 3 （ 9.7）

精神看護 2 （ 6.5）

地域看護 3 （ 9.7）

在宅看護 4 （12.9）

家族看護 3 （ 9.7）

  

進学にあたり大学に求める

もの 

（複数回答あり） 

経済的支援 23 （74.2）

土日祝日開講 14 （45.2）

夜間開講 9 （29.0）

ICT を用いた遠隔授業 22 （71.0）

進学・資格取得の相談 8 （25.8）

サテライトキャンパスの開設 7 （22.6）

  

ICT を活用した遠隔授業が

あれば、本学への進学を希

望するか？ 

希望する 10 （32.4）

希望しない 4 （13.0）

わからない 8 （25.8）

もう少し内容を聞きたい 8 （25.8）

未回答 1 （ 3.0）
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表 3   進学を希望しない・どちらでもない看護師の意向  

                                                                

  希望しない（n=166）

人（％） 

どちらでもない（n=82）

人（％） 

進学を希望しない理由 

（複数回答あり） 

仕事と家庭の両立 89 （53.6） 47 (53.6)

必要性がない 41 （24.7） 7 ( 8.4)

ライフイベント優先 51 （30.7） 24 (28.9)

経済的に困難 29 （17.5） 23 (27.7)

通学困難 13 （ 7.8） 10 (12.0)

学習の不安 0 （ 0.0） 13 (15.7)

進学する余裕がない 45 （27.1） 19 (22.9)

  

ICT を活用した授業シス

テムがあれば進学を希

望するか 

希望する 31 (18.7) 34 (41.5)

どちらともいえない 57 (34.3) 34 (41.5)

希望しない 75 (45.2) 13 (15.9)

記載なし 3 ( 1.8) 1 ( 1.1)

  

興味のある分野の研修

会や講習会があれば参

加を希望しますか？ 

希望する 41 (24.7) 19 (23.0)

オンラインなら希望する 84 (50.6) 54 (66.0)
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病棟看護師長対象アンケート調査集計結果（抜粋） 

（n=100） 

表 3 スタッフの進学に対する管理者の意見（複数回答） (%) 

ぜひ進学してほしい 47（47.0）

進学してほしいが支援する制度はない 12（12.0）

看護職員が不足しているため、あまり進学はしてほしくない 2（2.0）

進学は個人のキャリアアップ 32（32.0）

どちらともいえない 8（8.0）

表 6 本学への進学希望者への対応 

強く勧める 21（21.0）

少し勧める 42（42.0）

どちらとも言えない 36（36.0）

あまり勧めない 0（0.0）

勧めない 0（0.0）

【資料１１】
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審査意見への対応を記載した書類（６月） 

 

（目次） 看護学研究科 看護学専攻（M） 

  １．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第百七十二条の 

二第三項に規定されている学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報が 

ないことから、適切に公表すること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

２．以下の点を踏まえて、本研究科における学生確保の見通しについて、客観的な根

拠を明らかにした上で、長期的かつ安定的に学生確保の見通しがあることを改めて

明確に説明すること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１）本研究科の前身となる兵庫医療大学大学院看護学研究科の定員充足状況に加え

て、兵庫医療大学看護学部の卒業生が「大学院に進学して修士号を取得すること

を志すケースが増えてきている」ことをもって学生確保の見通しを説明している

が、前者について直近の５年間はいずれも定員を充足しておらず、後者について

もそれを示す客観的な根拠が明示されていない。 

（２）本研究科に対する入学意向に係るアンケート調査の結果をもって学生確保の見

通しを説明しているが、具体的な進学時期が不明確であり、長期的かつ安定的に

学生確保の見通しがあるとは判断できない。 
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（是正事項）看護学研究科 看護学専攻（M） 

１．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第百七十二条の

二第三項に規定されている学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報が

ないことから、適切に公表すること。 

 

（対応） 

  学校教育法施行規則第百七十二条の二第三項に規定されている学位論文に係る評価に

当たっての基準については、２０１９年１１月６日より大学ホームページに掲載してお

り、公表されている。 

  よって、設置の趣旨等を記載した書類（資料）の資料２２に掲載 URLを追記する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（資料） 資料２２（１４０ページ） 

新 旧 

（省略） 

［第９号関係］《大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係
る支援に関すること。》 

掲載内
容 

掲載場
所 

URL 

進路選
択支援
体制 

ホーム 

> 大学
案 内 > 

情報の
公表 > 
修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/career/ 

学生保
健管理
体制 

ホーム 
> 大学
案 内 > 

情報の
公表 > 

修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/campuslife/health-
facilities/ 

修学実
態調査 

ホーム 

> 大学
案 内 > 
情報の
公表 > 

修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/stateofstudy 

「高等
教育の
修学支
援新制
度」に
係る機
関要件
確認申
請書 
 

ホーム 

> 大学
案 内 > 

情報の
公表 > 
修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/09/Scholastic-Support.pdf 

兵庫医
療大学

ホーム 
> 大学

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/12/support_guidelines.pdf 

（省略） 

［第９号関係］《大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係
る支援に関すること。》 

掲載内
容 

掲載場
所 

URL 

進路選
択支援
体制 

ホーム 

> 大学
案 内 > 

情報の
公表  > 
修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/career/ 

学生保
健管理
体制 

ホーム 
> 大学
案 内 > 

情報の
公表  > 

修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/campuslife/health-
facilities/ 

修学実
態調査 

ホーム 

> 大学
案 内 > 
情報の
公表  > 

修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/about/ 
publish/stateofstudy 

「高等
教育の
修学支
援新制
度」に
係る機
関要件
確認申
請書 
 

ホーム 

> 大学
案 内 > 

情報の
公表  > 
修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/09/Scholastic-Support.pdf 

兵庫医
療大学

ホーム 
> 大学

https://www.huhs.ac.jp/cms/wp-content/ 
uploads/2019/12/support_guidelines.pdf 
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におけ
る障が
い学生
支援に
関する
ガイド
ライン 

案 内 > 

情報の
公表 > 

修学上
の情報 

グロー
バル教
育への
取り組
み 

ホーム 
> 大学
案 内 > 

情報の
公表 > 

修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/career/global/ 

［第３項関係］《大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文
に係る評価に当たっての基準についての情報》 
掲載
内容 

掲載
場所 

ＵＲＬ 

大学
院論
文審
査基
準
（大
学院
研究
科） 

ホー
ム 
> 
大学
案内 
> 
情報
の公
表 
>  
大学
院論
文審
査基
準
（大
学院
研究
科） 

https://www.huhs.ac.jp/about/publish/ 
graduate_examination_criteria 

［その他の公開情報］ 

掲載内容 掲載場所 URL 

財務諸表 

ホーム  > 大
学案内 > 情
報の公表  > 

財務情報 

http://www.corp.hyo-
med.ac.jp/guide/ 
financial_statement/ 

（省略） 

におけ
る障が
い学生
支援に
関する
ガイド
ライン 

案 内 > 

情報の
公表  > 

修学上
の情報 

グロー
バル教
育への
取り組
み 

ホーム 
> 大学
案 内 > 

情報の
公表  > 

修学上
の情報 

https://www.huhs.ac.jp/career/global/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［その他の公開情報］ 

掲載内容 掲載場所 URL 

財務諸表 

ホーム  > 大
学案内 > 情
報の公表  > 
財務情報 

http://www.corp.hyo-
med.ac.jp/guide/ 
financial_statement/ 

（省略） 
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（是正事項）看護学研究科 看護学専攻（M） 

２．以下の点を踏まえて、本研究科における学生確保の見通しについて、客観的な根

拠を明らかにした上で、長期的かつ安定的に学生確保の見通しがあることを改めて

明確に説明すること。 

（１）本研究科の前身となる兵庫医療大学大学院看護学研究科の定員充足状況に加え

て、兵庫医療大学看護学部の卒業生が「大学院に進学して修士号を取得すること

を志すケースが増えてきている」ことをもって学生確保の見通しを説明している

が、前者について直近の５年間はいずれも定員を充足しておらず、後者について

もそれを示す客観的な根拠が明示されていない。 

（２）本研究科に対する入学意向に係るアンケート調査の結果をもって学生確保の見

通しを説明しているが、具体的な進学時期が不明確であり、長期的かつ安定的に

学生確保の見通しがあるとは判断できない。 

（対応） 

  前身となる兵庫医療大学大学院看護学研究科の定員充足状況については、審査意見に

あるとおり直近５年間は定員を充足していない。この状況を改善すべく、兵庫医科大学

大学院看護学研究科として更なる学生確保のために、オープンキャンパスの開催や個別

相談会の実施の他、学部卒業生・在学生・学校法人兵庫医科大学在職者・その他看護職

者それぞれ特色に合わせた広報活動等を展開することで、安定的な学生確保につなげて

いく。 

  また、兵庫医療大学看護学部の卒業生が「大学院に進学して修士号を取得することを

志すケースが増えてきている」ことについて、平成２８年度より兵庫医療大学看護学部

１～３期生の卒業生が兵庫医療大学大学院看護学研究科へ進学している実績、及び平成

２２年に実施した調査結果を踏まえ、兵庫医療大学看護学部第１期生の卒業から１０年

が経過した今、卒業生が臨床での経験を積みその後に大学院への進学を希望する時期に

達していると考えられることについて資料を用いて説明する。 

審査意見にある本研究科に対する入学意向に係るアンケート調査結果の入学時期に

ついては、兵庫医療大学大学院看護学研究科開設以降の進学者の入学状況からみて

も、一定の実務経験を経てからとなるが、上記取組の中でも学部卒業後の早い時期で

の進学者の確保に努める。 

この説明にあたり、「学生確保の見通し等を記載した書類」に追記を行い、参考資

料を追加する。 
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（新旧対照表）学生確保の見通し等を記載した書類（本文） 

頁 新 旧 

4～5 イ 既設の兵庫医療大学大学院の入学志願者状況 

現行の兵庫医療大学大学院の看護学研究科修士課程

は平成２３年４月に開設され、開設時からの志願者及

び入学者は以下の表のとおり推移している。 

下表のとおり、例年志願者数については一定数確保

している状況であり、今後はさらに志 

願者数を増やすとともに志願者の質を上げる取り組み

を行っていきたい。 

（表省略） 

現行の兵庫医療大学看護学部卒業生が令和２年度で

１，１３６名に上る。近年では、卒業生が、キャリア

アップや臨床での課題への取り組み、看護実践力の向

上等を目的として大学院に進学して修士を取得するこ

とを志すケースが増えてきている。現に、平成２８年

度より、兵庫医療大学看護学部１～３期生の卒業生が

４名本学大学院看護学研究科へ入学しており、これら

の学生については５～１０年の臨床経験を経て大学院

へ進学している。 

平成２２年４月に本学看護学部第１～４学年時の４

１８人の在学生を対象として実施した進路希望調査結

果（資料２）によれば、「何年か看護職としてキャリア

を積んでから大学院に進学したい」と回答した者は５

２人（１２．６％）であり、「今は決めら 

れないが将来大学院進学を検討したい」と回答した者

は１４５人（３５．２％）であった。将来も含め約５

０％の学部生が大学院進学を志向していることがわか

る。 

兵庫医療大学看護学部第１期生の卒業から１０年が

経過した今、特に第１期生から第５期生までの卒業生

が臨床での経験を積み、その後に大学院への進学を希

望する時期に達しており、その後も兵庫医療大学看護

学部の卒業生１，１３６名の大学院進学が継続的に期

待される。 

また、科目等履修生、あるいは職業実践力育成プロ

イ 既設の兵庫医療大学大学院の入学志願者状況 

現行の兵庫医療大学大学院の看護学研究科修士課程

は平成２３年４月に開設され、開設時から入学者は、

平成２３年度から平成２７年度は各８名、平成２８年

度は７名、平成２９年度は４名、平成３０年度は６

名、平成３１年度は５名、令和２年度は５名と推移し

ている。 

 

 

現行の兵庫医療大学看護学部卒業生が令和２年度で

１，１３６名に上る。近年では、卒業生が、キャリア

アップや臨床での課題への取り組み、看護実践力の向

上等を目的として大学院に進学して修士号を取得する

ことを志すケースが増えてきている。そこで、看護学

部の卒業生の大学院への進学が今後も継続的に見込め

ると予測できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、科目等履修生、あるいは職業実践力育成プロ
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グラム（ＢＰ）の受講修了生の大学院への進学も徐々

に認められており、平成２９年１名、平成３０年２

名、平成３１年２名、令和２年２名の実績がある。今

後もこのような入学志願者の増加を図っていきたい。 

【資料２ 平成２２年進路希望調査結果】 

 

グラム（ＢＰ）の受講修了生の大学院への進学も徐々

に認められており、平成２９年１名、平成３０年２

名、平成３１年２名、令和２年２名の実績がある。今

後もこのような入学志願者の増加を図っていきたい。 

5 ③ 学生納付金の設定の考え方 

学生納付金については、近隣の医療機関、学部卒業

者などの進学を想定し学生の経済的負担の軽減を鑑み

たうえで、近隣他大学の状況も踏まえ、入学金１０万

円、授業料４０万円、教育充実費１０万円とし、学費

合計を近隣大学院と比較して最下限値に設定し、経済

面での学生確保の優位性を実現した。近隣の私立４大

学院の入学金の平均は約２２万円、授業料は約５９．

５万円となっている（【資料５】参照）。 

学生の経済的支援のため、兵庫医療大学看護学研究

科修士課程は厚生労働省の教育訓練給付金講座に指定

されており、給付資格を得た者については上限１０万

円の給付金を受給できる。また、兵庫医療大学出身者

及び学校法人兵庫医科大学の教職員として通算５年以

上の勤務実績のある者については、入学金を免除する

制度を整備している。 

③ 学生納付金の設定の考え方 

学生納付金については、近隣の医療機関、学部卒業

者などの進学を想定し学生の経済的負担の軽減を鑑み

たうえで、近隣他大学の状況も踏まえ、入学金１０万

円、授業料４０万円、教育充実費１０万円とした。近

隣の私立４大学院の入学金の平均は約２２万円、授業

料は約５９．５万円となっている（【資料４】参照）。 

6～7 （２） 学生確保に向けた具体的な取組状況 

① 現行の取組内容と今後の広報活動 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科では、大学院

案内パンフレットやホームページで研究科の特色や育

成する人材像等の情報を提示し学生募集の活動を実施

してきた。また、オープンキャンパス、教員による個

別相談会等においても同様に、研究科の特色や育成す

る人材像等の情報を提供するとともに、相談者の個別

の相談を受けることで、相談者の疑問や迷いを軽減し

受験行動につなげることができていた。これらの広報

活動は継続して実施する。なお、令和３年６月に実施

したオープンキャンパスでは過去最高の１４名の参加

があり、参加者へのアンケートでは１４名中７名がす

でに今年度の修士課程への出願を検討していると回答

（２） 学生確保に向けた具体的な取組状況 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科では、大学

院案内パンフレットやホームページで研究科の特色や

育成する人材像等の情報を提示し学生募集の活動を実

施してきた。また、オープンキャンパス、教員による

個別相談会等においても同様に、研究科の特色や育成

する人材像等の情報を提供するとともに、相談者の個

別の相談を受けることで、相談者の疑問や迷いを軽減

し受験行動につなげることができていた。これらの広

報活動は継続して実施する。加えて、これまで行って

きた兵庫県看護協会及び大阪府看護協会などの職能団

体の研修会、学会などでの大学院の進学・本学大学院

の情報提供などの広報活動の取り組みについても継続

する。 
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している（【資料６】参照）。これら７名の前向きな志

願者含めオープンキャンパスに参加した他の７名へ継

続的にアプローチを行い、確実に入学につなげるよう

にする。 

加えて、これまで行ってきた兵庫県看護協会及び大

阪府看護協会などの職能団体の研修会、学会などでの

大学院の進学・本学大学院の情報提供などの他、以下

の広報活動の取り組みについても継続することで、安

定的な学生確保につなげていく。 

・卒業生に向けた広報活動 

本学卒業生に対し、オープンキャンパスの開催案内

メールの送信や就職先への大学院案内の送付、第４学

年次のゼミ担当教員からの大学院進学への勧め等、卒

業後も継続的なコンタクトを行いながら大学院進学へ

の興味を持たせる。 

・学部在学生に向けた広報活動 

第１学年次から第４学年次の授業等において、本学

大学院看護学研究科修士課程の紹介を行う。また、第

４学年次の研究ゼミ生と大学院生の接触の機会を設

け、大学院に対する興味を促進する。 

・学校法人兵庫医科大学内在職者への広報活動 

兵庫医科大学病院看護部全病棟、外来に大学院案内

を送付する。また、看護部への研究サポートにおいて

修士課程の紹介とともに進学を進める。 

・看護職者への広報活動 

前述の取り組みの他、近畿、四国、中国地方の病院

や本学ＢＰ受講修了生に対し大学院案内を送付する。

また、本学大学院看護学研究科修士課程修了生によ

り、自施設において大学院の紹介をしてもらうこと

で、本学大学院の魅力や大学院進学の不安の解 

消等、生の声を届ける。 

【資料６ ２０２１年度 ZOOM オープンキャンパス アン

ケート結果】 

 

② 同一法人内での取り組みと兵庫医科大学病院との連

携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本法人内には、特定機能病院として指定され

ている医療機関であり、各関係学会の研修施設認定を
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本法人内には、特定機能病院として指定されている

医療機関であり、各関係学会の研修施設認定を受けて

いる兵庫医科大学病院を有していることから、高い専

門性と豊富な臨床経験を有する看護師が多数在籍して

いる。看護学研究科の看護実践能力と研究能力を併せ

持つ人材育成という目的を踏まえ、このような看護師

に向けた大学院進学の案内についても 

より強化する。また、専門看護師の育成は、大学病院

に勤務する看護師にとってキャリアを考える上で重要

であると思われる。現行の兵庫医療大学看護学部と兵

庫医科大学病院看護部とは兵庫医療大学開学当初から

教育・研究の両者において強い連携を構築し、これま

でその連携を強化してきた。卒前・卒後の教育連携や

臨床で看護師が抱く疑問・課題を、研究として追及す

るための研究方法に関する助言・指導を兵庫医科大学

病院の看護部教育室との連携で進めるなど、教育・研

究の両面における活動は充実している。さらに、学校

法人兵庫医科大学の看護職者が大学院へ進学しやすい

環境を整備するため、在籍したまま進学をすることが

できる進学休職制度や、５年以上の勤務実績のある教

職員に対する入学金免除の制度等の支援も行ってい

る。この大学と病院の関係性からも、社会人の大学院

への進学が継続的に見込まれ、兵庫医科大学と兵庫医

療大学が統合することでこの兵庫医科大学病院との関

係性がさらに強固となり、この進学への意識がより高

まると予測できる。 

受けている兵庫医科大学病院を有していることから、

高い専門性と豊富な臨床経験を有する看護師が多数在

籍している。看護学研究科の看護実践能力と研究能力

を併せ持つ人材育成という目的を踏まえ、このような

看護師に向けた大学院進学の案内についてもより強化

する。また、専門看護師の育成は、大学病院に勤務す

る看護師にとってキャリアを考える上で重要であると

思われる。現行の兵庫医療大学看護学部と兵庫医科大

学病院看護部とは兵庫医療大学開学当初から教育・研

究の両者において強い連携を構築し、これまでその連

携を強化してきた。卒前・卒後の教育連携や臨床で看

護師が抱く疑問・課題を、研究として追及するための

研究方法に関する助言・指導を兵庫医科大学病院の看

護部教育室との連携で進めるなど、教育・研究の両面

における活動は充実している。この大学と病院の関係

性からも、社会人の大学院進学への意向が継続的にあ

り、今後も高められると予測できる。 

10 ② 現在の兵庫医療大学大学院看護学研究科における状

況 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科において

は、現職の看護師が臨床における研究能力向上を目的

として入学した学生が多く存在している。 

令和３年６月に開催した看護学研究科オープンキャ

ンパスでの参加者に対するアンケートにおいて、「大学

院を選ぶときにあなたは何を重視しますか」の問いに

対し、「仕事・その他との両立が可能な履修ができるか

どうか」の回答が９１．７％（１１名）と一番多く、

② 現在の兵庫医療大学大学院看護学研究科における状

況 

現行の兵庫医療大学大学院看護学研究科において

は、現職の看護師が臨床における研究能力向上を目的

として入学した学生が多く存在している。個々の勤務

状況などに応じて、カリキュラム及び教員の研究指導

を夜間や土日に対応するなどの取り組みを行ってき

た。兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、社

会人学生が学びやすい環境を構築することで、より柔

軟な学生確保が期待できる。特に、今後は、社会人と
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次いで「学費」の回答が７５％（９名）であった。

（【資料６】参照）。 

これらの社会人学生のニーズに対応するべく、長期

履修制度や大学院設置基準第１４条に基づく教育方法

の特例制度の導入、法人内に勤務する看護職者への休

職制度等を整えており、個々の勤務状況などに応じ

て、カリキュラム及び教員の研究指導を夜間や土日に

対応するなどの取り組みを行ってきた。長期履修制度

については毎年３名程度の利用実績があ 

り、社会人学生のニーズに応じた制度であることが伺

える。また、学生の経済的負担軽減のために、厚生労

働省の教育訓練給付金講座への指定や、本学出身者及

び法人内教職員に対する入学金免除制度、ティーチン

グ・アシスタント制度等も導入している。 

兵庫医科大学大学院看護学研究科においても、社会

人学生が学びやすい環境を引き続き構築していくこと

で、より柔軟な学生確保が期待できる。特に、今後

は、社会人として就業と学業の両立を考慮して、オン

ライン（オンデマンド型・双方向型）などによる授業

の活用・環境づくりをより強化する。 

【資料６ ２０２１年度 ZOOM オープンキャンパス アン

ケート結果】 

して就業と学業の両立を考慮して、オンライン（オン

デマンド型・双方向型）などによる授業の活用・環境

づくりをより強化する。 

 

（新旧対照表）学生確保の見通し等を記載した書類（資料） 

新 旧 

【資料２】平成２２年進路希望調査結果 を追加 - 

【資料６】２０２１年度 ZOOMオープンキャンパスアン

ケート結果 を追加 

- 
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

- 学長
野口
ノグチ

　光一
コウイチ

＜令和4年4月＞

医学博士
兵庫医科大学　学長

（平成28.4～令和5.3）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）

- 名簿（学長）長 1 -



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

先進医療支援特論※ 1前 0.2 1
看護研究※ 1前 0.3 1
臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1
急性看護学特論 1前 2.0 1
急性看護学援助特論Ⅰ 1前 1.3 1
急性看護学援助特論Ⅱ※ 1後 0.7 1
急性看護学演習ⅠA 1通 1.0 1
急性看護学演習ⅡA 1通 1.0 1
急性看護学演習ⅢA 2通 1.0 1
急性看護学演習ⅠB※ 1通 0.6 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学演習ⅢB※ 2前 0.5 1
急性看護学実習Ⅰ 1後 0.7 1
急性看護学実習Ⅱ 2通 0.7 1
急性看護学実習Ⅲ 2通 0.7 1
急性看護学実習Ⅳ 2通 1.3 1
急性看護学特別研究 2通 10.0 1
急性看護学課題研究 2通 2.0 1
小児看護学特論 1前 2.0 1
小児看護学援助特論 1後 2.0 1
小児看護学演習Ⅰ 1通 1.9 1
小児看護学演習Ⅱ 1通 1.8 1

＜令和4年4月＞ 小児看護学演習Ⅲ 1通 1.0 1
小児看護学特別研究 2通 10.0 1
看護研究※ 1前 1.0 1
看護研究演習 1前 1.0 1
慢性看護学特論 1前 1.9 1
慢性看護学援助特論 1後 1.5 1
慢性看護学演習Ⅰ 1通 1.7 1

＜令和4年4月＞ 慢性看護学演習Ⅱ 1通 1.0 1
慢性看護学演習Ⅲ 1通 1.0 1
慢性看護学特別研究 2通 10.0 1
システマティックレビュー 1前 2.0 1
看護開発科学特論 1前 2.0 1
看護開発科学援助特論 1後 2.0 1
看護開発科学演習Ⅰ 1通 2.0 1
看護開発科学演習Ⅱ 1通 2.0 1

＜令和4年4月＞ 看護開発科学演習Ⅲ 1通 2.0 1
看護開発科学特別研究 2通 10.0 1
看護研究※ 1前 0.3 1
臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1
疾病・病態特論※ 1前 0.2 1
急性看護学特論 1前 2.0 1
急性看護学援助特論Ⅰ 1前 1.3 1

＜令和5年4月＞ 急性看護学援助特論Ⅱ※ 1後 0.7 1
急性看護学演習ⅠA 1通 1.0 1
急性看護学演習ⅡA 1通 1.0 1
急性看護学演習ⅢA 2通 1.0 1
急性看護学演習ⅠB※ 1通 0.6 1
急性看護学演習ⅡB※ 1通 0.8 1
急性看護学演習ⅢB※ 2前 0.4 1
急性看護学実習Ⅰ 1後 1.0 1
急性看護学実習Ⅱ 2通 1.0 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学実習Ⅲ 2通 1.0 1
急性看護学実習Ⅳ 2通 2.0 1
急性看護学特別研究 2通 10.0 1
急性看護学課題研究 2通 2.0 1
がん病態治療学※ 1前 1.0 1
看護理論 1前 1.0 1
コンサルテーション論※ 1後 0.5 1
がん看護学特論 1前 2.0 1
がん看護学援助特論Ⅰ 1後 2.0 1
がん看護学援助特論Ⅱ 1後 2.0 1
がん看護学援助特論Ⅲ 2前 2.0 1
がん看護学演習ⅠA 1前 2.0 1
がん看護学演習ⅡA※ 1後 1.0 1
がん看護学演習ⅠB 1前 2.0 1
がん看護学演習ⅡB※ 1後 1.0 1
がん看護学演習Ⅲ 1後 2.0 1

＜令和4年4月＞ がん看護学実習Ⅰ 1後 1.0 1
がん看護学実習Ⅱ 2通 1.0 1
がん看護学実習Ⅲ 2通 1.0 1
がん看護学実習Ⅳ 2通 1.0 1
がん看護学実習Ⅴ 2通 1.0 1
がん看護学特別研究 2通 10.0 1
がん看護学課題研究 2通 2.0 1
看護理論 1前 1.0 1
基礎看護学特論 1前 0.5 1
基礎看護学援助特論 1後 0.5 1
基礎看護学演習Ⅰ※ 1通 0.9 1
基礎看護学演習Ⅱ 1通 0.5 1
基礎看護学演習Ⅲ 1通 0.4 1
基礎看護学特別研究 2通 5.0 1
看護教育学特論 1前 0.7 1

＜令和4年4月＞ 看護教育学援助特論 1後 1.0 1
看護教育学演習Ⅰ 1通 0.9 1
看護教育学演習Ⅱ 1通 1.0 1
看護教育学演習Ⅲ 1通 1.0 1
看護教育学特別研究 2通 5.0 1

5日

7 専 教授
博士

（看護学）

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平20.1)

5日

教授

鈴木　みゆき
スズキ　ミユキ

5 専

6 専 教授
博士

（看護学）鈴木　志津枝
スズキ　シヅエ

笹川　寿美
ササガワ　ヒサミ

笹川　寿美
ササガワ　ヒサミ

准教授

3 専 教授
博士

（看護学）

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平26.4)

1 専 教授
博士

（看護学）

4 専 教授
Ph.D.

（Nursing）
（豪州）

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平30.4)

網島　ひづる
アミジマ　ヒヅル

神崎　初美
カンザキ　ハツミ

今野（松浦）理恵
コンノ（マツウラ）リエ

2 専 教授
石原　あや
イシハラ　アヤ 兵庫医療大学

看護学部
教授

(平20.4)

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平20.4)

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（看護学研究科看護学専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢  保有学位等
月額

基本給
（千円）

年 間
開 講 数

現職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

5日

修士
（教育学）

兵庫医療大学
看護学部
准教授

(平26.4)

5日

5日

5日

5日

兵庫医療大学
看護学部
客員教授
(令1.12)

博士
（医学）

- 名簿（教員） ― 1 -



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（看護学研究科看護学専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢  保有学位等
月額

基本給
（千円）

年 間
開 講 数

現職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

助産学特論 1前 2.0 1
助産学援助特論 1後 1.7 1
助産学演習Ⅰ 1通 1.9 1
助産学演習Ⅱ 1通 2.0 1

＜令和4年4月＞ 助産学演習Ⅲ 1通 1.8 1
助産学特別研究 2通 10.0 1
看護研究※ 1前 0.3 1
アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1
基礎看護学特論 1前 1.5 1
基礎看護学援助特論 1後 0.9 1
基礎看護学演習Ⅰ※ 1通 1.0 1
基礎看護学演習Ⅱ 1通 0.5 1
基礎看護学演習Ⅲ 1通 0.4 1

＜令和4年4月＞ 基礎看護学特別研究 2通 5.0 1
看護教育学特論 1前 0.7 1
看護教育学演習Ⅰ 1通 1.0 1
看護研究※ 1前 0.3 1
疾病・病態特論※ 1前 0.2 1
母性看護学特論 1前 2.0 1
母性看護学援助特論※ 1後 1.7 1
母性看護学演習Ⅰ 1通 1.9 1

＜令和4年4月＞ 母性看護学演習Ⅱ※ 1通 1.9 1
母性看護学演習Ⅲ 1通 1.8 1
母性看護学特別研究 2通 10.0 1
地域看護学特論 1前 2.0 1
地域看護学援助特論 1後 2.0 1
地域看護学演習Ⅰ 1通 0.7 1
地域看護学演習Ⅱ 1通 0.7 1

＜令和4年4月＞ 地域看護学演習Ⅲ 1通 0.7 1
地域看護学特別研究 2通 10.0 1
老年看護学特論 1前 2.0 1
老年看護学援助特論 1後 1.2 1
老年看護学演習Ⅰ 1通 1.7 1
老年看護学演習Ⅱ 1通 1.0 1

＜令和4年4月＞ 老年看護学演習Ⅲ 1通 1.0 1
老年看護学特別研究 2通 10.0 1
臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1
在宅看護学特論 1前 1.6 1
在宅看護学援助特論 1前 1.6 1
在宅看護学演習Ⅰ 1通 1.3 1

＜令和4年4月＞ 在宅看護学演習Ⅱ 1通 1.1 1
在宅看護学演習Ⅲ 1通 1.2 1
在宅看護学特別研究 2通 10.0 1
在宅看護学特論 1前 0.4 1
在宅看護学援助特論 1前 0.4 1
在宅看護学演習Ⅰ 1通 0.6 1

＜令和4年4月＞ 在宅看護学演習Ⅱ 1通 0.7 1
在宅看護学演習Ⅲ 1通 0.7 1

常見
ツネミ

　幸
サチ

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1
精神看護学特論 1前 1.3 1
精神看護学援助特論 1後 1.3 1
精神看護学演習Ⅰ 1通 0.7 1

＜令和4年4月＞ 精神看護学演習Ⅱ 1通 1.3 1
精神看護学演習Ⅲ 1通 1.3 1
精神看護学特別研究 2通 10.0 1
老年看護学援助特論 1後 0.8 1
老年看護学演習Ⅰ 1通 0.3 1
老年看護学演習Ⅱ 1通 1.0 1

＜令和4年4月＞ 老年看護学演習Ⅲ 1通 1.0 1
先進医療支援特論※ 1前 0.1 1
精神看護学特論 1前 0.7 1

＜令和4年4月＞ 精神看護学援助特論 1後 0.3 1
精神看護学演習Ⅰ 1通 0.7 1
精神看護学演習Ⅲ 1通 0.8 1
慢性看護学特論 1前 0.1 1
慢性看護学援助特論 1後 0.5 1
慢性看護学演習Ⅰ 1通 0.3 1

＜令和4年4月＞ 慢性看護学演習Ⅱ 1通 1.0 1
慢性看護学演習Ⅲ 1通 1.0 1
基礎看護学援助特論 1後 0.5 1
基礎看護学演習Ⅰ※ 1通 0.0 1
基礎看護学演習Ⅱ 1通 0.5 1

＜令和4年4月＞ 基礎看護学演習Ⅲ 1通 0.4 1
看護教育学演習Ⅰ 1通 0.0 1
先進医療支援特論※ 1前 0.1 1
母性看護学援助特論※ 1通 0.1 1
助産学援助特論 1通 0.1 1

＜令和4年4月＞ 助産学演習Ⅰ 1通 0.1 1
助産学演習Ⅲ 1通 0.2 1
母性看護学援助特論※ 1通 0.1 1
母性看護学演習Ⅰ 1通 0.1 1
母性看護学演習Ⅲ 1通 0.2 1

＜令和4年4月＞ 助産学援助特論 1通 0.1 1

兵庫医療大学
看護学部

教授
(令3.4)

5日田村
タムラ

　康子
ヤスコ

21 専 講師
片田
カタダ

　千尋
チヒロ

22 専 講師 川内
カワウチ

（斎藤
サイトウ

）惠美子
エミコ

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平29.4)

5日

20 専 講師
荻野
オギノ

（渡會
ワタライ

）待子
マチコ

19 専 講師
井上　満代
イノウエ　ミツヨ

博士
（看護学）

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平25.4)

5日

博士
（看護学）

修士
（保健学）

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平23.4)

5日

13 専 教授

18 専 講師

石田
イシダ

　絵美子
エミコ

兵庫医療大学
看護学部
准教授
(令1.8)

5日

17 専 准教授 山田　千春
ヤマダ　チハル

博士
（臨床教育学）

堀口　和子
ホリグチ　カズコ

博士
（保健学）

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平23.4)

5日

15 専 准教授

16 専 准教授

藤本　浩一
フジモト　ヒロカズ

博士
（保健学）

兵庫医療大学
看護学部
准教授

(平26.10)

5日14 専 准教授
鈴木　千枝
スズキ　ユキエ

12 専 教授
細見　明代
ホソミ　アキヨ

10 専 教授
博士

（看護学）

9 専 教授
（研究科長）

博士
（看護学）土田（堀口）敏恵

ツチダ（ホリグチ）トシエ

8 専 教授
博士

（看護学）

博士
（保健学）

兵庫医療大学
看護学部

教授
(令3.4)

5日11 専 教授
廣
ヒロカネ

金（片桐
カタギリ

）和枝
カズエ

兵庫医療大学
共通教育センター

准教授
(平24.7)

5日

兵庫医療大学
看護学部

講師
(令2.4)

5日

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平20.4)

5日

5日

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平19.4)

5日

兵庫医療大学
看護学部

教授
(平19.4)

兵庫医療大学
看護学部
准教授

(平20.4)

5日

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平29.4)

5日

博士
（医学）

博士
（保健学）

修士
（看護学）

修士
（看護学）

修士
（保健学）

西村　明子
ニシムラ　アキコ

- 名簿（教員） ― 2 -



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（看護学研究科看護学専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢  保有学位等
月額

基本給
（千円）

年 間
開 講 数

現職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

急性看護学援助特論Ⅰ 1前 0.7 1
急性看護学援助特論Ⅱ※ 1後 0.4 1
急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.1 1
急性看護学演習ⅠA 1通 1.0 1
急性看護学演習ⅡA 1通 1.0 1
急性看護学演習ⅢA 2通 1.0 1
急性看護学演習ⅠB※ 1通 0.5 1
急性看護学演習ⅡB※ 1通 0.8 1
急性看護学演習ⅢB※ 2前 0.5 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学実習Ⅰ 1後 1.0 1
急性看護学実習Ⅱ 2通 1.0 1
急性看護学実習Ⅲ 2通 1.0 1
急性看護学実習Ⅳ 2通 2.0 1
先進医療支援特論※ 1前 0.1 1
地域看護学演習Ⅰ 1通 0.7 1

＜令和4年4月＞ 地域看護学演習Ⅱ 1通 0.7 1
地域看護学演習Ⅲ 1通 0.7 1

小児看護学演習Ⅰ 1通 0.1 1

小児看護学演習Ⅱ 1通 0.2 1

＜令和4年4月＞ 小児看護学演習Ⅲ 1通 1.0 1

看護教育論 1前 0.3 1
基礎看護学演習Ⅰ※ 1通 0.0 1
基礎看護学演習Ⅱ 1通 0.5 1
基礎看護学演習Ⅲ 1通 0.4 1
看護教育学特論 1前 0.7 1
看護教育学援助特論 1後 1.0 1
看護教育学演習Ⅰ 1通 0.0 1

＜令和4年4月＞ 看護教育学演習Ⅱ 1通 1.0 1
看護教育学演習Ⅲ 1通 1.0 1
看護教育学特別研究 2通 2.5 1

吉田
ヨシダ

　幸恵
サチエ

医療倫理学特論 1前 1.0 1

＜令和4年4月＞

地域看護学演習Ⅰ 1通 0.7 1

地域看護学演習Ⅱ 1通 0.7 1

＜令和4年4月＞ 地域看護学演習Ⅲ 1通 0.7 1

在宅看護学演習Ⅰ 1通 0.1 1

在宅看護学演習Ⅱ 1通 0.2 1

＜令和4年4月＞ 在宅看護学演習Ⅲ 1通 0.2 1

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1
基礎看護学演習Ⅰ※ 1通 0.0 1
基礎看護学演習Ⅲ 1通 0.4 1

＜令和4年4月＞ 看護教育学演習Ⅰ 1通 0.0 1

向畑
ムカイハタ

　毅
　ツヨシ

精神看護学演習Ⅰ 1通 0.7 1

＜令和4年4月＞ 精神看護学演習Ⅱ 1通 0.8 1

コンサルテーション論※ 1後 0.5 1
がん看護学演習ⅡA※ 1後 0.5 1
がん看護学演習ⅡB※ 1後 0.5 1
がん看護学実習Ⅰ 1後 1.0 1

＜令和4年4月＞ がん看護学実習Ⅱ 2通 1.0 1
がん看護学実習Ⅲ 2通 1.0 1
がん看護学実習Ⅳ 2通 1.0 1
がん看護学実習Ⅴ 2通 1.0 1

池田
イケダ

　正孝
マサタカ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

勝
カツ

野
　ノ

　朋幸
トモユキ

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞ 臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.1 1

疾病・病態特論※ 1前 0.2 1

木島
キジマ

　貴志
タカシ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.1 1

＜令和4年4月＞ がん病態治療学※ 1前 0.1 1

篠原
シノハラ

　尚
ヒサシ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

島
シマ

　正之
マサユキ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

戴
ダイ

　毅
ツヨシ

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

玉木
タマキ

　彰
アキラ

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1

＜令和4年4月＞

27 専 講師
博士

（学術）

兵庫医療大学
共通教育センター

講師(令3.4)
5日

三谷
ミタニ

　理恵
リエ

24

29 専 助教
衣斐
イビ

　響子
キョウコ

教授

32 専 助教

兵庫医科大学
医学部

教授（平28.5）
-

修士
（看護学）

兵庫医療大学
看護学部

助教
(平29.4)

5日

35 兼担 教授

33 兼担 教授

38

34 兼担

兼担

教授

山内　洋子
ヤマウチ　ヨウコ

36 兼担 教授

37 兼担 教授

39 兼担 教授

専 講師
波
ハ

田
ダ

　弥生
ヤヨイ

28 専 助教
阿川
アガワ

　勇太
ユウタ

30 専 助教
宮前
ミヤマエ

　奈央
ナオ

25 専 講師
藤井
フジイ

　加
カ

那
ナ

子
コ

26 専 講師

貞永
サダナガ　チカセ

 千佳生

31 専 助教

23 専 講師

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平26.4)

5日

兵庫医療大学
看護学部

講師
(令2.9)

5日

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平27.4)

5日

兵庫医療大学
薬学部
教授

(平20.4)

-

兵庫医療大学
リハビリテーション
学部理学療法学科

教授
(平23.4)

-

兵庫医療大学
看護学部

講師
(平31.4)

5日

兵庫医療大学
看護学部

助教
(平31.4)

5日

兵庫医療大学
看護学部

助教
(令2.9)

5日

兵庫医療大学
看護学部

助教
(平29.7)

5日

兵庫医療大学
看護学部

助教
(平31.4)

5日

兵庫医科大学
医学部

教授（平29.4）
-

兵庫医療大学
リハビリテーション
学部作業療法学科

教授
(平29.4)

-

兵庫医科大学
医学部

教授（平29.4）
-

兵庫医科大学
医学部

教授（平16.7）
-

修士
（保健福祉学）

修士
（都市ビジネス）

修士
（保健学）

修士
（保健学）

修士
（看護学）

修士
（保健学）

修士
（看護学）

博士
（保健学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（看護学研究科看護学専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢  保有学位等
月額

基本給
（千円）

年 間
開 講 数

現職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

辻野
ツジノ

　健
タケシ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1

＜令和4年4月＞ 疾病・病態特論※ 1前 0.2 1

辻村
ツジムラ

　亨
トオル

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

鍔本
ツバモト

　浩志
ヒロシ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

夏
ナツ

秋
アキ

　優
マサル

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

西
ニシ

　信一
シンイチ

急性病態治療学※ 1前 1.1 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.4 1

長谷川
ハセガワ

　誠
セイキ

紀 疾病・病態特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

日高
ヒダカ

　正巳
マサミ

医療統計学特論※ 1後 0.8 1

＜令和4年4月＞

廣田
ヒロタ

　誠一
セイイチ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

藤岡
フジオカ

　宏
ヒロユキ

幸 疾病・病態特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞ アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1

松井
マツイ

　聖
キヨシ

疾病・病態特論※ 1前 0.2 1

＜令和4年4月＞

松井
マツイ

　徳造
トクゾウ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.1 1

＜令和4年4月＞

三好
ミヨシ

　康雄
ヤスオ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

森山
モリヤマ

　雅弘
マサヒロ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.1 1

＜令和4年4月＞

山本
ヤマモト

　悟史
サトシ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.1 1

＜令和4年4月＞

山本
ヤマモト

　新
シン

吾
　ゴ

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

今西
イマニシ

　宏
ヒロ

安
 ヤス

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1

＜令和4年4月＞

芝崎
シバサキ

　誠司
セイジ

疾病・病態特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

教授
南畝
ノウネン

　晋平
シンペイ

＜令和7年4月＞

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1

准教授
南畝
ノウネン

　晋平
シンペイ

＜令和4年4月＞

蓮池
ハスイケ

　由起子
ユキコ

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.5 1

＜令和4年4月＞

丸茂
マルモ

　幹雄
ミキオ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1

＜令和4年4月＞

横井
ヨコイ

　崇
タカシ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

58 兼担 准教授

59 兼担 准教授

60 兼担 准教授

兵庫医科大学
医学部

臨床教授（平13.7）
-

教授

43 兼担 教授

57 兼担

55 兼担 准教授

56 兼担 准教授

45 兼担 教授

46 兼担 教授

44 兼担 教授

教授

54 教授

51 兼担 教授

52 兼担

49 兼担 教授

50 兼担 教授

47 兼担 教授

48 兼担 教授

41 兼担 教授

42 兼担 教授

40 兼担 教授

53 兼担

兼担

兵庫医療大学
薬学部
教授

(平21.10)

-

兵庫医科大学
医学部

准教授（平15.2）
-

兵庫医科大学
医学部

特任准教授（平29.8）
-

兵庫医科大学
医学部

教授（平9.3）
-

兵庫医科大学
医学部

教授（平17.1）
-

兵庫医科大学
医学部

准教授（平12.11）
-

兵庫医療大学
共通教育センター

准教授
(平19.4)

-

兵庫医科大学
医学部

臨床教授（平24.5）
-

兵庫医療大学
リハビリテーション
学部作業療法学科

教授
(平23.10)

-

兵庫医科大学
医学部

臨床教授（平19.11）
-

兵庫医科大学
医学部

准教授（平9.4）
-

兵庫医療大学
薬学部
准教授

(平21.10)

-

兵庫医療大学
薬学部
教授

(平22.10)

-

兵庫医療大学
薬学部
教授

(平19.10)

-

兵庫医科大学
医学部

教授（平18.4）
-

兵庫医科大学
医学部

教授（平16.3）
-

兵庫医療大学
リハビリテーション
学部理学療法学科

教授
(平19.4)

-

兵庫医科大学
医学部

教授（平16.9）
-

兵庫医療大学
リハビリテーション学

部作業療法学科
教授

(平23.1)

-

兵庫医科大学
医学部

准教授（平18.4）
-

博士
（薬学）

博士
（医学）

医学
博士

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（保健学）

医学
博士

博士
（医学）

医学
博士

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

医学
博士

博士
（工学）

医学
博士

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（看護学研究科看護学専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢  保有学位等
月額

基本給
（千円）

年 間
開 講 数

現職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

池亀
イケガメ

　和博
カズヒロ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

井手
イデ

　岳
タケシ

急性病態治療学※ 1前 0.3 1

＜令和4年4月＞

笠間
カサマ

　周平
シュウヘイ

疾病・病態特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

竹田
タケダ

　健太
ケンタ

急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.4 1

＜令和4年4月＞

永井
ナガイ

　宏達
コウタツ

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

中嶋
ナカジマ

　一彦
カズヒコ

臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.1 1

＜令和4年4月＞

西田
ニシダ

　喜
キ

平
ヘイ

次
ジ

医療統計学特論※ 1後 0.3 1

＜令和4年4月＞

冨士原
フジワラ

　将之
マサユキ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

松沢
マツザワ

　良太
リョウタ

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

山田
ヤマダ

　恒
ヒサシ

疾病・病態特論※ 1前 0.2 1

＜令和4年4月＞

上田
ウエダ

　真子
マコ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

清野
セイノ

　仁美
ヒトミ

母性看護学演習Ⅱ※ 1通 0.1 1

＜令和4年4月＞

棚田
タナダ

　大輔
ダイスケ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

吉村
ヨシムラ

（北澤
(キタザワ)

）　知穂
チホ

がん病態治療学※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

青木
アオキ

　節子
セツコ

看護管理論※ 1後 0.7 1

＜令和4年4月＞

足立
アダチ

　拓也
タクヤ

急性看護学演習ⅠB※ 1通 0.2 1

＜令和4年4月＞

伊藤
イトウ

　聡子
サトコ

急性看護学演習ⅡB※ 1通 0.4 1

＜令和4年4月＞

宇都宮
ウツノミヤ

　明美
アケミ

急性看護学演習ⅠB※ 1通 0.2 1

＜令和4年4月＞

益
エキ

　加代子
カヨコ

看護政策論※ 1後 0.4 1

＜令和4年4月＞

江田
エダ

　英里
エリカ

香 看護教育論※ 1前 0.7 1

＜令和4年4月＞

大西
オオニシ

　英雄
ヒデオ

急性病態治療学※ 1前 0.3 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.3 1

岡崎
オカザキ

　理絵
リエ

急性看護学演習ⅢB※ 2前 0.5 1

＜令和4年4月＞

岡野
オカノ

　明美
アケミ

コンサルテーション論※ 1後 0.4 1

＜令和4年4月＞

尾﨑
オザキ

　孝平
タカヒラ

急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.3 1

＜令和4年4月＞

講師

78 兼任

83 兼任 講師

84 兼任 講師

77 兼任 講師

82 兼任

80 兼任 講師

81 兼任 講師

講師

79 兼任 講師

69 兼担 講師

70 兼担 講師

67 兼担 講師

68 兼担 講師

74 兼担 助教

76 兼任 講師

71 兼担 助教

73 兼担 助教

72 兼担 助教

75 兼任 講師

64 兼担 講師

65 兼担 講師

63 兼担 講師

62 兼担 講師

61 兼担 講師

66 兼担 准教授

兵庫医療大学
リハビリテーション
学部理学療法学科

講師
(平26.4)

-

兵庫医療大学
リハビリテーション
学部理学療法学科

講師
(平31.4)

-

兵庫医科大学
医学部

講師（平26.7）
-

京都大学大学院医学
研究科人間

健康科学系専攻
准教授（平30.4月）

-

大阪府立大学
地域保健学域
看護学類基礎
看護学領域

看護管理学分野
准教授(平30.4)

-

兵庫医科大学
医学部

講師（平24.5）
-

神戸学院大学
現代社会学部社会防災学

科准教授(平29.4)
-

森ノ宮医療大学
保健医療学部

診療放射線学科
教授（令2.4）

-

兵庫医科大学病院
看護部

副看護師長（平23.4）
-

兵庫医科大学
医学部　講師
（平18.4）

-

兵庫医科大学
医学部　講師
（平28.4）

-

甲南医療センター/看護職
員採用センター統轄看護

部長(平21.10)
-

兵庫医科大学病院
看護部

看護師長（平20.7）
-

西宮渡辺心臓脳・血管セ
ンター集中治療部看護部

室長
(令2.4）

-

兵庫医科大学
医学部

助教（平25.4）
-

兵庫医科大学
医学部

助教（平26.4）
-

兵庫医科大学
医学部

助教（平24.4）
-

兵庫医科大学
医学部

講師（平13.4）
-

兵庫医科大学
医学部

助教（平21.9）
-

兵庫医科大学
医学部

講師（平18.4）
-

兵庫医療大学
共通教育センター

講師
(平25.4)

-

兵庫医科大学
医学部

講師（平17.1）
-

大阪府立大学
看護学研究科 准教授

（平27.4）
-

神戸百年記念病院麻酔集
中治療部部長
（平15.6）

-

修士
（看護学）

看護学
修士

修士
（看護学）

博士
（学術）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（人間健康科学）

博士
（社会工学）

博士
（医学）

博士
（医学）

博士
（医学)

博士
（医学）

看護学
修士

専門
学校卒

修士
（看護学）

博士
（看護学）

学士
（医学）

博士
（医学）

学士
（医学）

学士
（医学）

博士
（医学）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（看護学研究科看護学専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢  保有学位等
月額

基本給
（千円）

年 間
開 講 数

現職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

片岡
カタオカ

　三佳
ミカ

看護倫理 1前 2.0 1

＜令和4年4月＞

門田
モンデン

　耕
コウイチ

一 急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.3 1

＜令和4年4月＞

亀井
カメイ

　有子
ユウコ

コンサルテーション論※ 1後 0.4 1

＜令和4年4月＞

久保田
クボタ

　絢子
アヤコ

急性看護学援助特論Ⅱ※ 1後 0.4 1

＜令和4年4月＞

竹田
タケダ

　千佐子
チサコ

看護教育論※ 1前 0.5 1

＜令和4年4月＞

冨田
トミタ

　尚裕
ナオヒロ

疾病・病態特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

西村
ニシムラ

　裕美子
ユミコ

がん看護学演習ⅡA※ 1後 0.5 1

＜令和4年4月＞ がん看護学演習ⅡB※ 1後 0.5 1

狭間
ハザマ

　研
ケンジ

至 臨床薬理学・薬物治療特論※ 1後 0.2 1

＜令和4年4月＞

馬場
ババ

　明道
アケミチ

先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

林
ハヤシ

　詳
　ヨシコ

子 急性看護学演習ⅢB※ 2前 0.5 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学援助特論Ⅲ※ 1通 0.3 1

林
ハヤシ

　千冬
　チフユ

看護政策論※ 1後 1.3 1

＜令和4年4月＞

林
ハヤシ

　由希
　ユキ

看護管理論※ 1後 1.3 1

＜令和4年4月＞

平井
ヒライ

　誠
マコト

急性病態治療学※ 1前 0.4 1

＜令和4年4月＞

藤井
フジイ

　利江
リエ

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1

＜令和4年4月＞

藤盛
フジモリ

　好
ヨシヒロ

啓 先進医療支援特論※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

前川
マエカワ

　幸子
ユキコ

看護教育論※ 1前 0.5 1

＜令和4年4月＞

松浦
マツウラ

　正子
マサコ

看護政策論※ 1後 0.3 1

＜令和4年4月＞

山岡
ヤマオカ

　綾子
アヤコ

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.2 1

＜令和4年4月＞ 急性看護学援助特論Ⅱ※ 1後 0.5 1

急性看護学演習ⅠB※ 1通 0.2 1

山口
ヤマグチ

　円
マドカ

アドバンスト・フィジカルアセスメント※ 1前 0.1 1

＜令和4年4月＞

吉井
ヨシイ

　ひろ子
コ

コンサルテーション論※ 1後 0.4 1

＜令和4年4月＞

兼任 講師

92

87 兼任

兼任 講師

89 兼任 講師

講師

兼任 講師

講師

86 兼任 講師

88

104 兼任 講師

100 兼任 講師

101 兼任

103 兼任 講師

講師

85 兼任

102 兼任 講師

91 兼任 講師

98 兼任

93 兼任 講師

94 兼任

兼任 講師

95 兼任 講師

96 兼任 講師

講師

講師

97 兼任 講師

99

90

-

名古屋女子大学健康科学
部看護学科

教授(平31.4)
-

兵庫医科大学　医学部
特別招聘教授
（令2.4）

-

兵庫医科大学病院
看護部

看護師（平20.8）
-

三重大学大学院看護学
専攻広域看護学領域

(精神看護学)
医学系研究科
教授(平28.4)

-

岡山大学病院 総合診療棟
ICU/CICU

副看護師長（平26.4）
-

市立岸和田市民病院
看護局

副看護局長(平8.4)
-

兵庫医科大学病院
看護部　看護師長

（平17.4）
-

学校法人兵庫医科大学
医療人育成研修センター
副看護師長（平26.4）

-

関西医科大学総合
医療ｾﾝﾀｰ看護師

(平29.4)
-

同仁会京都九条病院
脳卒中センター長

(平22.4)
-

兵庫医科大学病院
看護部

看護師長（平22.4）
-

兵庫医科大学 医学部
特別招聘教授（令2.4）

-

甲南女子大学大学院
看護学研究科教授

(平23.7)
-

日本赤十字豊田看護大学
看護管理学教授(平31.4)

-

ファルメディコ株式会社
代表取締役社長(平19.9)

-

兵庫医療大学名誉学長
(平31.4)

-

公立豊岡病院組合立豊岡
病院但馬救命救急ｾﾝﾀｰ
看護部看護師(平29.4)

-

財団法人甲南病院
（平20.4）

-

-

神戸市看護大学
看護学部教授(平14.4)

地方独立行政法人 市民病
院機構神戸市立医療セン

ター中央市民病院
GICU/GHCU　看護師（平

19.4）

修士
(看護学)

保健学
博士

看護学
修士

修士
（看護学）

修士
（教育学）

医学
博士

短期
大学卒

博士
（医学）

博士
（薬学）

修士
（看護学）

学士
（医学）

修士
（看護）

専門
学校卒

修士
（看護学）

修士
（看護学）

医学
博士

学士
（文学）

博士
（看護学）

専門
学校卒

修士
（看護学）
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 1人 6人 3人 人 1人 11人

修 士 人 人 人 1人 人 人 人 1人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 2人 人 人 人 3人

修 士 人 人 人 1人 人 人 人 1人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 2人 人 人 人 3人

修 士 人 人 6人 1人 人 人 人 7人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 1人 人 人 人 人 1人

修 士 人 1人 3人 人 人 人 人 4人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 4人 10人 3人 人 1人 18人

修 士 人 1人 9人 3人 人 人 人 13人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

４　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。

講 師

助 教

合 計

准教授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授
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